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(57)【要約】
【課題】動作手段による遊技球の案内態様を改良するこ
とができる遊技機を提供すること。
【解決手段】移動板部材４６４１から下流側の流下経路
として、第１送球経路ＫＲ１を真下に流れる第１経路と
、第１送球経路ＫＲ１を右側に流れる第２経路とが形成
されることで、回収孔７５２へ遊技球を案内することも
第２球送球部７３６を介して第２入賞口６４０へ遊技球
を案内することもできるので、移動板部材４６４１によ
る遊技球の案内態様を改良することができる。また、移
動板部材４６４１の端側まで遊技球が流れきれば第２入
賞口６４０に入球可能となるので、途中位置で落下する
（タイミングよく移動板部材４６４１が動作する）こと
で回収孔７５２に入球する事態に比較して、第２入賞口
６４０に遊技球が入球する事態を発生し易くすることが
できる。
【選択図】図２６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する遊技領域構成手段と、前記遊技領域を流下した遊技球が入球可
能に構成される第１入球口および第２入球口と、前記遊技領域に配設され遊技球の通過を
検出する検出手段と、その検出手段で遊技球の通過が検出されたことに基づいて動作制御
される動作手段と、を備える遊技機において、
　前記動作手段は、前記動作手段が配置される位置まで流下した遊技球の流下経路を、前
記第１入球口側へ向かう第１経路と、前記第２入球口側へ向かう第２経路と、その他の経
路と、に分岐可能に構成されることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１入球口に遊技球が入球した場合に遊技者に付与可能な利益よりも、前記第２入
球口に遊技球が入球した場合に遊技者に付与可能な利益が大きく設定され、前記第１入球
口は前記動作手段の中央側の下方に配置され、前記第２入球口は前記動作手段の端側の下
方に配置されることを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　動作手段の端部からの遊技球の零れを防止するための零れ防止手段を備えることを特徴
とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機などの遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　第１始動口および第２始動口を備える遊技機がある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１４４７４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、可動片による遊技球の案内態様に改良の余
地があるという問題点があった。本発明は、上記例示した問題点を解決するためになされ
たものであり、動作手段による遊技球の案内態様を改良することができる遊技機を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、遊技球を発射する遊技球発射装置
と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流下する遊技領域を形成する遊技領域
構成手段と、前記遊技領域を流下した遊技球が入球可能に構成される第１入球口および第
２入球口と、前記遊技領域に配設され遊技球の通過を検出する検出手段と、その検出手段
で遊技球の通過が検出されたことに基づいて動作制御される動作手段と、を備える遊技機
であって、前記動作手段は、前記動作手段が配置される位置まで流下した遊技球の流下経
路を、前記第１入球口側へ向かう第１経路と、前記第２入球口側へ向かう第２経路と、そ
の他の経路と、に分岐可能に構成される。
【０００６】
　請求項２記載の遊技機は、請求項１記載の遊技機において、前記第１入球口に遊技球が
入球した場合に遊技者に付与可能な利益よりも、前記第２入球口に遊技球が入球した場合
に遊技者に付与可能な利益が大きく設定され、前記第１入球口は前記動作手段の中央側の
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下方に配置され、前記第２入球口は前記動作手段の端側の下方に配置される。
【０００７】
　請求項３記載の遊技機は、請求項１又は２に記載の遊技機において、動作手段の端部か
らの遊技球の零れを防止するための零れ防止手段を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１記載の遊技機によれば、動作手段による遊技球の案内態様を改良することがで
きる。
【０００９】
　請求項２記載の遊技機によれば、請求項１記載の遊技機の奏する効果に加え、第２入球
口に遊技球が入球する事態を発生し易くすることができる。
【００１０】
　請求項３記載の遊技機によれば、請求項１又は２に記載の遊技機の奏する効果に加え、
動作手段に遊技球が到達した場合の遊技者の安心感を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態におけるパチンコ機の正面図である。
【図２】パチンコ機の遊技盤の正面図である。
【図３】パチンコ機の背面図である。
【図４】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図５】経路構成装置の分解正面斜視図である。
【図６】経路構成装置の部分拡大正面図である。
【図７】（ａ）及び（ｂ）は、図６のＶＩＩａ－ＶＩＩａ線における経路構成装置の部分
断面図である。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は、図６の範囲ＶＩＩＩａにおける経路構成装置の部分正面図
である。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は、図６の範囲ＶＩＩＩａにおける経路構成装置の部分正面図
である。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）は、図６の範囲ＶＩＩＩａにおける経路構成装置の部分正面
図である。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）は、図６の範囲ＶＩＩＩａにおける経路構成装置の部分正面
図である。
【図１２】図２の範囲ＸＩＩにおける遊技盤の部分正面図である。
【図１３】（ａ）は、主制御装置内のＲＯＭの電気的構成を示すブロック図であり、（ｂ
）は、第１当たり種別カウンタと特別図柄における大当たり種別との対応関係を模式的に
示した模式図であり、（ｃ）は、第２当たり乱数カウンタと普通図柄における当たりとの
対応関係を模式的に示した模式図である。
【図１４】（ａ）から（ｄ）は、普通入賞口（スルーゲート）における球の通過の検出と
、電動役物の状態の計時変化の一例を示した図である。
【図１５】第２実施形態における遊技盤の分解正面斜視図である。
【図１６】（ａ）は、正面ユニットの正面図であり、（ｂ）は、正面ユニットの背面図で
ある。
【図１７】正面ユニットの分解正面斜視図である。
【図１８】正面ユニットの分解背面斜視図である。
【図１９】（ａ）は、振分けユニットの正面図であり、（ｂ）は、振分けユニットの背面
図である。
【図２０】（ａ）は、図１９（ａ）のＸＸａ－ＸＸａ線における振分けユニットの断面図
であり、（ｂ）は、図２０（ａ）のＸＸｂ－ＸＸｂ線における振分けユニットの断面図で
ある。
【図２１】（ａ）及び（ｂ）は、図２０（ａ）のＸＸｂ－ＸＸｂ線における振分けユニッ
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トの断面図である。
【図２２】（ａ）から（ｄ）は、検出装置における球の通過の検出と、羽部材の状態の計
時変化の一例を示した図である。
【図２３】図１６（ａ）のＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ線における遊技盤の断面図である。
【図２４】（ａ）及び（ｂ）は、図２３のＸＸＩＶａ－ＸＸＩＶａ線における入賞口ユニ
ット及び送球ユニットの部分断面図である。
【図２５】第３実施形態における遊技盤の部分正面図である。
【図２６】第４実施形態における遊技盤の部分正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図１から図１
４を参照し、第１実施形態として、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」
という）１０に適用した場合の一実施形態について説明する。図１は、第１実施形態にお
けるパチンコ機１０の正面図であり、図２はパチンコ機１０の遊技盤１３の正面図であり
、図３はパチンコ機１０の背面図である。
【００１３】
　なお、以下の説明では、図１に示す状態のパチンコ機１０に対して、紙面手前側を前方
（正面）側として、紙面奥側を後方（背面）側として説明する。また、図１に示す状態の
パチンコ機１０に対して、上側を上方（上）側として、下側を下方（下）側として、右側
を右方（右）側として、左側を左方（左）側としてそれぞれ説明する。さらに、図中（例
えば、図２参照）の矢印Ｕ－Ｄ，Ｌ－Ｒ，Ｆ－Ｂは、パチンコ機１０の上下方向，左右方
向，前後方向をそれぞれ示している。
【００１４】
　図１に示すように、パチンコ機１０は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成
される外枠２と、その外枠２と略同一の外形形状に形成され外枠２に対して開閉可能に支
持された内枠４とを備えている。外枠２には、内枠４を支持するために正面視（図１参照
）左側の上下２カ所に金属製のヒンジ１８が取り付けられ、そのヒンジ１８が設けられた
側を開閉の軸として内枠４が正面手前側へ開閉可能に支持されている。
【００１５】
　内枠４には、多数の釘や入賞口６３，６４等を有する遊技盤１３（図２参照）が裏面側
から着脱可能に装着される。この遊技盤１３の前面を球（遊技球）が流下することにより
弾球遊技が行われる。なお、内枠４には、球を遊技盤１３の前面領域に発射する球発射ユ
ニット１１２ａ（図４参照）やその球発射ユニット１１２ａから発射された球を遊技盤１
３の前面領域まで誘導する発射レール（図示せず）等が取り付けられている。
【００１６】
　内枠４の前面側には、その前面上側を覆う前扉５と、その下側を覆う下皿ユニット１５
とが設けられている。前扉５および下皿ユニット１５を支持するために正面視（図１参照
）左側の上下２カ所に金属製のヒンジ１９が取り付けられ、そのヒンジ１９が設けられた
側を開閉の軸として前扉５および下皿ユニット１５が正面手前側へ開閉可能に支持されて
いる。なお、内枠４の施錠と前扉５の施錠とは、シリンダ錠２０の鍵穴２１に専用の鍵を
差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。
【００１７】
　前扉５は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には
略楕円形状に開口形成された窓部５ｃが設けられている。前扉５の裏面側には２枚の板ガ
ラス８を有するガラスユニット１６が配設され、そのガラスユニット１６を介して遊技盤
１３の前面がパチンコ機１０の正面側に視認可能となっている。
【００１８】
　前扉５には、球を貯留する上皿１７が前方へ張り出して上面を開放した略箱状に形成さ
れており、この上皿１７に賞球や貸出球などが排出される。上皿１７の底面は正面視（図
１参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿１７に投入された球が球発射
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ユニット１１２ａ（図４参照）へと案内される。また、上皿１７の上面には、枠ボタン２
２が設けられている。この枠ボタン２２は、例えば、第３図柄表示装置８１（図２参照）
で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更したりする
場合などに、遊技者により操作される。
【００１９】
　前扉５には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられて
いる。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じ
て、点灯又は点滅することにより発光態様が変更制御され、遊技中の演出効果を高める役
割を果たす。窓部５ｃの周縁には、ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した電飾部２９～３３が設
けられている。パチンコ機１０においては、これら電飾部２９～３３が大当たりランプ等
の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵するＬＥＤの点灯や点
滅によって各電飾部２９～３３が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当
たり一歩手前のリーチ中である旨が報知される。また、前扉５の正面視（図１参照）左上
部には、ＬＥＤ等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な
表示ランプ３４が設けられている。
【００２０】
　また、右側の電飾部３２下側には、前扉５の裏面側を視認できるように裏面側より透明
樹脂を取り付けて小窓３５が形成され、遊技盤１３前面の貼着スペースＫ１（図２参照）
に貼付される証紙等がパチンコ機１０の前面から視認可能とされている。また、パチンコ
機１０においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部２９～３３の周りの領域に
クロムメッキを施したＡＢＳ樹脂製のメッキ部材３６が取り付けられている。
【００２１】
　窓部５ｃの下方には、貸球操作部４０が配設されている。貸球操作部４０には、度数表
示部４１と、球貸しボタン４２と、返却ボタン４３とが設けられている。パチンコ機１０
の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等を
投入した状態で貸球操作部４０が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。
具体的には、度数表示部４１はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵された
ＬＥＤが点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン４２は、カード
等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、
カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿１７に供給される。返却ボタン４３
は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カード
ユニットを介さずに球貸し装置等から上皿１７に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわ
ゆる現金機では貸球操作部４０が不要となるが、この場合には、貸球操作部４０の設置部
分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用い
たパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。
【００２２】
　上皿１７の下側に位置する下皿ユニット１５には、その中央部に上皿１７に貯留しきれ
なかった球を貯留するための下皿５０が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿５
０の右側には、球を遊技盤１３の前面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハ
ンドル５１が配設される。
【００２３】
　操作ハンドル５１の内部には、球発射ユニット１１２ａの駆動を許可するためのタッチ
センサ５１ａと、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ５１
ｂと、操作ハンドル５１の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変
抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル５１が遊技者によって右回りに
回動操作されると、タッチセンサ５１ａがオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操
作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射
され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤１３の前面へ球が打ち込まれる
。また、操作ハンドル５１が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセン
サ５１ａおよび発射停止スイッチ５１ｂがオフとなっている。
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【００２４】
　下皿５０の正面下方部には、下皿５０に貯留された球を下方へ排出する際に操作するた
めの球抜きレバー５２が設けられている。この球抜きレバー５２は、常時、右方向に付勢
されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿５０の底面に形
成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレ
バー５２の操作は、通常、下皿５０の下方に下皿５０から排出された球を受け取る箱（一
般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿５０の右方には、上述したよ
うに操作ハンドル５１が配設され、下皿５０の左方には灰皿５３が取り付けられている。
【００２５】
　図２に示すように、遊技盤１３は、正面視略正方形状に切削加工したベース板６０に、
球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、レール６１，６２、一般入賞口６３、第１
入賞口６４、第２入賞口６４０、可変入賞装置６５、普通入賞口（スルーゲート）６６，
６７、可変表示装置ユニット８０等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠１２（図１
参照）の裏面側に取り付けられる。
【００２６】
　ベース板６０は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板６０の背面側に
配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。一般入賞口６３、
第１入賞口６４、第２入賞口６４０、可変入賞装置６５、可変表示装置ユニット８０は、
ルータ加工によってベース板６０に形成された貫通穴に配設され、遊技盤１３の正面側か
らタッピングネジ等により固定されている。
【００２７】
　なお、ベース板６０の構成は樹脂材料に限られるものではない。例えば、薄い板材を張
り合わせた木材からなり、その正面側からベース板６０の背面側に配設された各種構造体
を遊技者に目視できないように形成されるようにしても良い。
【００２８】
　遊技盤１３の正面中央部分は、正面枠１４の窓部１４ｃ（図１参照）を通じて内枠１２
の正面側から視認することができる。以下に、主に図２を参照して、遊技盤１３の構成に
ついて説明する。
【００２９】
　遊技盤１３の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール６２
が植立され、その外レール６２の内側位置には外レール６２と同様に帯状の金属板で形成
した円弧状の内レール６１が植立される。この内レール６１と外レール６２とにより遊技
盤１３の正面外周が囲まれ、遊技盤１３とガラスユニット１６（図１参照）とにより前後
が囲まれることにより、遊技盤１３の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域
が形成される。遊技領域は、遊技盤１３の正面であって２本のレール６１，６２とレール
間を繋ぐ樹脂製の円弧部材７０とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、
発射された球が流下する領域）である。
【００３０】
　なお、上述の遊技領域は狭義の解釈であり、広義の意味として、遊技領域を、流下した
遊技球により遊技者に与えられる利益が確定するまでの遊技球の流下領域として表現して
も良い。この意味において、遊技領域は、遊技盤１３の正面側の領域に限られるものでは
ない。例えば、後述するセンサＳＥの上流側に配置される経路も遊技領域に含まれる。
【００３１】
　２本のレール６１，６２は、球発射ユニット１１２ａ（図４参照）から発射された球を
遊技盤１３上部へ案内するために設けられたものである。内レール６１の先端部分（図２
の左上部）には戻り球防止部材６８が取り付けられ、一旦、遊技盤１３の上部へ案内され
た球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール６２の先端
部（図２の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム６９が取り付けら
れ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム６９に当たって、勢いが減衰されつつ中
央部側へ跳ね返される。また、内レール６１の右下側の先端部と外レール６２の右上側の
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先端部との間には、レール間を繋ぐ円弧を内面側に設けて形成された樹脂製の円弧部材７
０がベース板６０に打ち込んで固定されている。
【００３２】
　以下、入賞に基づく抽選について詳しく説明する。本実施形態におけるパチンコ機１０
では、第１入賞口６４、および第２入賞口６４０へ入賞（遊技者に対して何らかの利益（
例えば、賞球の払い出し、抽選の実行、更に有利な状態への移行の利益等）の付与が期待
できる入球）があったことを契機として特別図柄（第１図柄）の抽選が行われ、球が普通
入賞口６６，６７（又は後述する普通入賞口（スルーゲート）７６５）を通過した場合に
普通図柄（第２図柄）の抽選が行われる。第１入賞口６４、および第２入賞口６４０への
入球に対して行われる特別図柄の抽選では、特別図柄の大当たりか否かの当否判定が行わ
れると共に、特別図柄の大当たりと判定された場合にはその大当たり種別の判定も行われ
る。
【００３３】
　なお、本パチンコ機１０では、特別図柄の低確率状態では、例えば、３２０分の１の確
率で特別図柄の大当たりと判定され、特別図柄の高確率状態（特別図柄の確変状態とも称
する）では、例えば、６０分の１の確率で特別図柄の大当たりと判定される。なお、説明
の便宜上、第１入賞口６４へ入球した遊技球が後述するセンサＳＥに検出された場合に行
われる特別図柄の抽選を「特別図柄１の抽選」と称し、第２入賞口６４０への入球した遊
技球が下流側のセンサ（図示せず）に検出された場合に行われる特別図柄の抽選を「特別
図柄２の抽選」と称する。
【００３４】
　特別図柄の大当たりになると、パチンコ機１０が特別遊技状態へ移行すると共に、通常
時には閉鎖されている特定入賞口６５ａが所定時間（例えば、３０秒経過するまで、或い
は、球が１０個（規定個数）入賞するまで）開放される動作が最大１５回（１５ラウンド
）繰り返される。その結果、特定入賞口６５ａに多量の球が入賞するので、通常時より多
量の賞球の払い出しが行われる。なお、特定入賞口６５ａへの入球に伴い賞球の払い出し
があることや、払い出し個数については後述する。
【００３５】
　なお、特別図柄の大当たり種別としては、「大当たりＡ」、「大当たりＢ」、「大当た
りＣ」、「大当たりａ」、「大当たりｂ」、「大当たりｃ」の６種類が設けられている。
詳細については後述するが、大当たり種別によって、特別遊技のラウンド数や、特別遊技
終了後における電動役物６４０ａの作動パターンが異なるように構成される。
【００３６】
　特別図柄（第１図柄）の抽選が行われると、第１図柄表示装置３７において特別図柄の
変動表示が開始されて、所定時間（例えば、１１秒～６０秒など）が経過した後に、抽選
結果を示す特別図柄が停止表示される。第１図柄表示装置３７において変動表示が行われ
ている間に球が第１入賞口６４、または第２入賞口６４０へと入球すると、その入球回数
は入賞口の種別毎にそれぞれ最大４回まで保留され、その保留球数が第１図柄表示装置３
７により示されると共に、第３図柄表示装置８１においても示される。第１図柄表示装置
３７において変動表示が終了した場合に、第１入賞口６４についての保留球数（特別図柄
１の保留球数）、または第２入賞口６４０についての保留球数（特別図柄２の保留球数）
が残っていれば、次の特別図柄の抽選が行われると共に、その抽選に応じた変動表示が開
始される。なお、特別図柄１の保留球数と特別図柄２の保留球数が共に残っている場合は
、特別図柄２の保留球に基づく抽選が優先的に実行される。
【００３７】
　なお、本実施形態では、特別図柄１の保留球数と特別図柄２の保留球数が共に残ってい
る場合は、特別図柄２の保留球に基づく抽選が優先的に実行されるように構成したが、こ
れに限られるものではなく、例えば、特別図柄の取得順（入球順）に優先的に抽選を実行
しても良いし、特別図柄１と特別図柄２とで交互に抽選を実行しても良いし、特別図柄１
と特別図柄２とで同時に抽選を実行しても良い。
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【００３８】
　普通図柄（第２図柄）の抽選では、普通図柄の当たりか否かの当否判定が行われる。普
通図柄の当たりになると、所定時間（例えば、０．２秒または１秒）だけ第２入賞口６４
０に付随する電動役物６４０ａが駆動され、第２入賞口６４０へ球が入球し易い状態にな
る。つまり、普通図柄の当たりになると、球が第２入賞口６４０へ入球し易くなり、その
結果、特別図柄の抽選が行われ易くなる。
【００３９】
　また、普通図柄（第２図柄）の抽選が行われると、第２図柄表示装置８３において普通
図柄の変動表示が開始されて、所定時間（例えば、０．１秒または１秒など）が経過した
後に、抽選結果を示す普通図柄が停止表示される。第２図柄表示装置８３において変動表
示が行われている間に球が普通入賞口６６，６７，７６５を通過すると、その通過回数は
最大４回まで保留され、その保留球数が第１図柄表示装置３７により表示されると共に、
第２図柄保留ランプ８４においても示される。第２図柄表示装置８３において変動表示が
終了した場合に、普通入賞口６６，６７，７６５についての保留球数が残っていれば、次
の普通図柄の抽選が行われると共に、その抽選に応じた変動表示が開始される。
【００４０】
　本実施形態では、大当たり終了後の付加価値として、その大当たり終了後から次に大当
たりとなるまでの間、パチンコ機１０が特別図柄の高確率状態（特別図柄の確変中）へ移
行するように構成される場合（例えば、後述する大当たりＡ、大当たりＢ、大当たりａ、
大当たりｂ）と、大当たり遊技の後に、特別図柄の抽選が１００回終了するまで普通図柄
の時短状態となる場合（例えば、後述する大当たりＣ、大当たりｃ）と、が用意されてい
る。
【００４１】
　なお、本実施形態では、特別遊技状態の終了後に特別図柄の確変状態が付与される場合
に、その特別図柄の確変状態が次に大当たりとなるまでの間継続される場合を説明したが
、これに限られるものではなく、例えば、特別遊技状態が終了してから特別図柄の抽選が
１００回終了するまで特別図柄の確変状態（高確率状態）が付与され、特別図柄の抽選が
１００回終了して以降は通常状態に設定されるようにしても良い。
【００４２】
　なお、上述した特別図柄の確変状態（高確率状態）が付与される特別図柄の抽選回数は
、１００回に限られるものではない。例えば、５０回でも良いし、２００回でも良い。
【００４３】
　また、上述した普通図柄の時短状態となる特別図柄の抽選回数は、１００回に限られる
物ではない。例えば、５０回でも良いし、５回でも良いし、０回でも良い。
【００４４】
　ここで、「特別図柄の高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大
当たり確率がアップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、
特別遊技状態へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における特別図柄の高確
率状態（特別図柄の確変中）は、普通図柄（第２図柄）の当たり確率は変化しないが、第
２入賞口６４０へ球が入賞し易い遊技の状態を含む。一方、「特別図柄の低確率状態」と
は、特別図柄の確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、特別図柄の確
変中よりも大当たり確率が低い状態をいう。
【００４５】
　また、「普通図柄の時短状態（時短中）」とは、普通図柄の当たり確率は変化しないが
、第２入賞口６４０へ球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。また、「通常状態」とは
、特別図柄の確変中でも普通図柄の時短中でもない遊技の状態（大当たり確率も普通図柄
（第２図柄）の当たり確率も変化しておらず、第２入賞口６４０へ球が入賞し易いわけで
もない状態）のことをいう。
【００４６】
　特別図柄の確変中や、普通図柄の時短中では、第２入賞口６４０に付随する電動役物６
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４０ａが開放される時間が変更され、通常状態に比較して長い時間が設定される。電動役
物６４０ａが励磁された状態（励磁状態、後述する移動板部材６４１が前側位置に配置さ
れ第１送球経路ＫＲ１に進入している状態）にある場合は、その電動役物６４０ａが非励
磁とされ退避した状態（非励磁状態、後述する移動板部材６４１が後側位置に配置され第
１送球経路ＫＲ１から退避している状態）にある場合と比較して、第２入賞口６４０へ球
が入賞しやすい状態となる。よって、特別図柄の確変中や普通図柄の時短中は、第２入賞
口６４０へ球が入球し易い状態となる。即ち、特別図柄の抽選が行われやすくなる。
【００４７】
　なお、特別図柄の確変中や普通図柄の時短中において、第２入賞口６４０に付随する電
動役物６４０ａの開放時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更すること
に加えて、普通図柄の当たりとなった場合における電動役物６４０ａの開放回数を、通常
状態よりも増やすように構成してもよい。
【００４８】
　また、特別図柄の確変中や普通図柄の時短中において、普通図柄（第２図柄）の当たり
確率はアップして、第２入賞口６４０に付随する電動役物６４０ａが開放される時間、お
よび電動役物６４０ａの開放回数のうち少なくとも一方を変更するものとしてもよい。
【００４９】
　また、特別図柄の確変中や普通図柄の時短中において、第２入賞口６４０に付随する電
動役物６４０ａが開放される時間や、電動役物６４０ａの開放回数は変更せず、普通図柄
（第２図柄）の当たり確率だけを、通常状態に比較してアップするように構成してもよい
。
【００５０】
　遊技領域の正面視左側下部（図２の左側下部）には、発光手段である複数のＬＥＤおよ
び７セグメント表示器を備える第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂが配設されている。第１
図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂは、主制御装置１１０（図４参照）で行われる各制御に応じ
た表示がなされるものであり、主にパチンコ機１０の遊技状態の表示が行われる。本実施
形態では、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂは、球が、第１入賞口６４へ入賞したか、第
２入賞口６４０へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には
、球が、第１入賞口６４へ入賞した場合には、第１図柄表示装置３７Ａが作動し、一方で
、球が、第２入賞口６４０へ入賞した場合には、第１図柄表示装置３７Ｂが作動するよう
に構成されている。
【００５１】
　また、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂは、ＬＥＤにより、パチンコ機１０が確変中か
時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態によ
り示したり、停止図柄が確変大当たりに対応した図柄か普通大当たりに対応した図柄か外
れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、７セ
グメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数のＬ
ＥＤは、それぞれのＬＥＤの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その
発光色の組み合わせにより、少ないＬＥＤでパチンコ機１０の各種遊技状態を示唆するこ
とができる。
【００５２】
　この第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにおいて特別図柄（第１図柄）の変動表示が行わ
れている間に球が第１入賞口６４、または第２入賞口６４０へと入球した場合、その入球
回数は入賞口の種別毎にそれぞれ最大４回まで保留され、その保留球数は第１図柄表示装
置３７Ａ，３７Ｂにより示されると共に、第３図柄表示装置８１においても示される。な
お、本実施形態においては、第１入賞口６４の下流側に配置されるセンサＳＥ、および第
２入賞口６４０への入球は、それぞれ最大４回まで保留されるように構成したが、最大保
留回数は４回に限定されるものでなく、３回以下、又は、５回以上の回数（例えば、８回
）に設定しても良い。
【００５３】
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　なお、本パチンコ機１０では、第１入賞口６４の下流側に配置されるセンサＳＥ、第２
入賞口６４０のいずれかに入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機１
０は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大
当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別
としては、１５Ｒ確変大当たり、８Ｒ確変大当たり、４Ｒ通常大当たり、１５Ｒ通常大当
たりが用意されている。第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂには、変動終了後の停止図柄と
して抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はそ
の大当たり種別に応じた図柄が示される。
【００５４】
　ここで、「１５Ｒ確変大当たり」とは、最大ラウンド数が１５ラウンドの大当たりの後
に高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「８Ｒ確変大当たり」とは、最大ラ
ウンド数が８ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことである
。
【００５５】
　また、「４Ｒ通常大当たり」は、最大ラウンド数が４ラウンドの大当たりの後に、低確
率状態へ移行すると共に、所定の変動回数の間（例えば、１００変動回数）は時短状態と
なる大当たりのことであり、「１５Ｒ通常大当たり」は、最大ラウンド数が１５ラウンド
の大当たりの後に、低確率状態へ移行すると共に、所定の変動回数の間（例えば、１００
変動回数）は時短状態となる大当たりのことである。
【００５６】
　また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率が
アップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態
へ移行し易い遊技の状態のことである。
【００５７】
　「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、確変
の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態（時短
中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当たり確率がそのままで電動役物
６４０ａの作動パターンが変化すること（又は第２図柄（普通図柄）の当たり確率がアッ
プすること）で第２入賞口６４０へ球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。一方、パチ
ンコ機１０が通常中とは、確変中でも時短中でもない遊技の状態（大当たり確率も第２入
賞口６４０への入賞のし易さもアップしていない状態）である。
【００５８】
　確変中や時短中は、第２図柄の当たり確率がアップするだけではなく、第２入賞口６４
０に付随する電動役物６４０ａが開放される時間も変更され、通常中と比して長い時間が
設定される。電動役物６４０ａが開放された状態（開放状態）にある場合は、その電動役
物６４０ａが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、第２入賞口６４０へ球が
入賞しやすい状態となる。よって、確変中や時短中は、第２入賞口６４０へ球が入賞し易
い状態となり、大当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。
【００５９】
　なお、確変中や時短中において、第２入賞口６４０に付随する電動役物６４０ａの開放
時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、１回の当た
りで電動役物６４０ａが開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい
。また、確変中や時短中において、第２図柄の当たり確率は変更せず、第２入賞口６４０
に付随する電動役物６４０ａが開放される時間および１回の当たりで電動役物６４０ａが
開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変中や時短中にお
いて、第２入賞口６４０に付随する電動役物６４０ａが開放される時間や、１回の当たり
で電動役物６４０ａを開放する回数はせず、第２図柄の当たり確率だけを、通常中と比し
てアップするよう変更するものであってもよい。
【００６０】
　遊技領域には、球が入賞することにより５個から１５個の球が賞球として払い出される
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複数の一般入賞口６３が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置
ユニット８０が配設されている。
【００６１】
　可変表示装置ユニット８０には、第１入賞口６４、第２入賞口６４０のいずれかの入賞
（始動入賞）をトリガとして、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにおける変動表示と同期
させながら、第３図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す
）で構成された第３図柄表示装置８１と、普通入賞口（スルーゲート）６６，６７の球の
通過をトリガとして第２図柄を変動表示するＬＥＤで構成される第２図柄表示装置８３と
、普通入賞口６６，６７を遊技球が通過した回数に対応する保留球数を点灯状態により示
す第２図柄保留ランプ８４と、が設けられている。
【００６２】
　また、可変表示装置ユニット８０には、第３図柄表示装置８１の外周を囲むようにして
、センターフレーム８６が配設されている。このセンターフレーム８６の中央に開口され
る開口部から第３図柄表示装置８１が視認可能とされる。
【００６３】
　第３図柄表示装置８１は９インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるもので
あり、表示制御装置１１４（図４参照）によって表示内容が制御されることにより、例え
ば上、中および下の３つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第３図柄）によ
って構成され、これらの第３図柄が図柄列毎に横スクロールして第３図柄表示装置８１の
表示画面上にて第３図柄が可変表示されるようになっている。
【００６４】
　本実施形態の第３図柄表示装置８１は、主制御装置１１０（図４参照）の制御に伴った
遊技状態の表示が第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂで行われるのに対して、その第１図柄
表示装置３７Ａ，３７Ｂの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置
に代えて、例えばリール等を用いて第３図柄表示装置８１を構成するようにしても良い。
【００６５】
　本実施形態では、第３図柄は、「０」から「９」の数字を付した１０種類の主図柄によ
り構成されている。本実施形態のパチンコ機１０においては、後述する主制御装置１１０
（図４参照）により行われる特別図柄の抽選結果が大当たりであった場合に、同一の主図
柄が揃う変動表示（同一の主図柄が揃った状態で最終的に停止する変動表示）が行われ、
その変動表示が終わった後に大当たりが発生（特別遊技状態への移行が開始）するよう構
成されている。一方、特別図柄の抽選結果が外れであった場合は、同一の主図柄が揃わな
い変動表示（揃わない状態で最終的に停止する変動表示）が行われる。
【００６６】
　例えば、特別図柄の抽選結果が通常大当たりであれば、偶数番号である「０，２，４，
６，８」が付加された主図柄が揃う変動表示が行われる。一方、確変大当たりであれば、
奇数番号も加えたすべての番号「０，１，２，３，４，５，６，７，８，９」のうちいず
れかの番号が付加された主図柄が揃う変動表示が行われる。一方、特別図柄の抽選結果が
外れであれば、同一番号の主図柄が揃わない変動表示が行われる。
【００６７】
　次に、第３図柄表示装置８１に表示される、遊技盤１３の右側の経路（流路）を狙って
球を打ち出すように促す表示（右打ちナビ）について説明する。
【００６８】
　本実施形態のパチンコ機１０では、特別図柄の確変状態や、普通図柄の時短状態となっ
た場合に、電動役物６４０ａにより遊技球が案内され易くなるので、電動役物６４０ａが
配置される遊技盤１３の右側へと球を打ち出す（右打ちする）ことにより、第２入賞口６
４０へと球を入球させやすくなる。また、詳細については後述するが、第２入賞口６４０
へと球が入球したことに基づいて行われる特別図柄の抽選（特別図柄２の抽選）により大
当たりとなると、第１入賞口６４へと球が入球したことに基づいて行われる特別図柄の抽
選（特別図柄１の抽選）により大当たりとなる場合に比較して、最大賞球個数を獲得でき
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る大当たり（大当たりａ，ｂ，ｃ）となりやすい。
【００６９】
　よって、大当たりの終了後に付与される特別図柄の確変状態や、普通図柄の時短状態で
は、右打ちを実行することにより、遊技者にとって有利となる。換言すれば、特別図柄の
確変状態や、普通図柄の時短状態に設定されたとしても、遊技者が右打ちしなければ第２
入賞口６４０へと球を入球させることが難しいため、特別図柄の確変状態や、普通図柄の
時短状態の恩恵を遊技者が十分に受けることができなくなってしまう。
【００７０】
　そこで、本実施形態では、特別図柄の確変状態や、普通図柄の時短状態においては、特
定の画像（右打ちナビ）を表示させることにより、遊技者が特別図柄の確変状態や普通図
柄の時短状態となることによる恩恵を確実に得られるように構成している。
【００７１】
　右打ちナビでは、第３図柄表示装置８１に「右を狙え！！」との文字が表示されると共
に、その文字の上下に右向きの矢印が３つずつ表示される。これらの文字、および矢印が
表示されることにより、遊技者に対して球を遊技盤１３の右側に設けられた経路（流路）
へと打ち出すべきであると感じさせることができる。よって、遊技者に対して、特別図柄
の確変状態、および普通図柄の時短状態となることによる恩恵を確実に獲得させることが
できる。
【００７２】
　次に、本実施形態のパチンコ機１０において第３図柄表示装置８１に対して表示される
警告画像の一例について説明する。この警告画像は、遊技者が遊技盤１３の右側に設けら
れた経路（流路）へと球を打ち出す（右打ちする）べき期間でないにもかかわらず、右打
ちを実行していると判別された場合に第３図柄表示装置８１に対して表示される画像（右
打ち警告画像）である。より具体的には、通常状態（特別図柄の確変状態でも、普通図柄
の時短状態でもない状態）において、遊技者が右打ちを行っていると判別した場合に表示
される。
【００７３】
　本実施形態のパチンコ機１０では、通常状態において電動役物６４０ａが第２入賞口６
４０に球を案内し難いよう制御される（右打ちを行ったとしても第２入賞口６４０へと球
を入球させにくい）。このため、通常状態において右打ちを行うと、左打ちにより第１入
賞口６４を狙って球を打ち出す場合に比較して、特別図柄の抽選を受ける機会が少なくな
ってしまう。即ち、通常状態において右打ちを行うと、大当たりとなりにくくなるので、
遊技者にとって損となってしまう。よって、右打ち警告画像を表示させて左打ちを促すこ
とにより、遊技者が損をしてしまうことを防止（抑制）できるように構成している。
【００７４】
　通常状態において遊技者が右打ちを行っていると判別した場合には、第３図柄表示装置
８１に対して、「警告」との文字と、「左打ちで遊技してね！！」との文字とが表示され
る。これらの文字が表示されることにより、遊技者に対して右打ちをすべきではない（左
打ちを行うべきである）と気付かせることができる。また、ホールの店員も右打ち警告画
面の有無を確認することにより、通常状態において右打ちを行う変則的な遊技方法を実行
している遊技者がいるか否かを容易に判別することができる。
【００７５】
　本実施形態では、右打ちを行っているか否かの判断方法として、右打ちを行った場合に
球が流入し得る普通入賞口（スルーゲート）６７（図２参照）に対して球が入球したか否
かによって判断する。
【００７６】
　本実施形態では、通常状態において普通入賞口（スルーゲート）６７（図２参照）に球
が入球したことを検出した場合に、右打ち警告画像を表示させるように構成していたが、
これに限られるものではない。例えば、特別遊技状態（大当たり状態）以外の状態におい
て、特定入賞口６５ａへと球が入賞（入球）したことを検出した場合に、不正遊技（右打
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ち遊技に限らず、例えば、可変入賞装置６５に負荷を与えて特定入賞口６５ａを開放させ
、遊技球を無理やり入球させる遊技態様も含む）が行われていると判別して、右打ち警告
画像を表示させるように構成してもよい。これにより、ホールの店員は右打ち警告画像の
有無を確認するだけで容易に不正の有無を判別することができる。
【００７７】
　また、例えば、特別遊技状態（大当たり状態）以外の状態において、特定入賞口６５ａ
へと球が入球したことを検出した場合に、ホールコンピュータに対して不正が行われてい
ることを示す信号を出力するように構成してもよい。これにより、ホールコンピュータの
操作者は容易に不正が行われている可能性の有無、および不正行為が行われているパチン
コ機１０の台番号（位置）を判断することができる。
【００７８】
　また、例えば、可変表示装置ユニット８０の右側流路を狭めることで、遊技球が通過せ
ざるを得ない範囲を構成し、その範囲に、遊技球の通過を検出可能な検出センサを配設す
るようにしても良い。この場合、その検出センサにより遊技球の通過が検出されたことに
基づいて、右打ちが行われていると判断することができる。
【００７９】
　また、例えば、可変表示装置ユニット８０の最上位置（図２における左右中心位置に相
当）よりも左側に配置される可動部材（例えば、風車）の変位を検出可能な検出センサを
配設しても良い。この場合、遊技球の打ち出しが行われている場合に、予想される動作タ
イミングを過ぎても可動部材の変位が検出されないことに基づいて、右打ちが行われてい
ると判断することができる。
【００８０】
　次に、可変入賞装置６５において異常が発生していることを検知した場合に表示される
警告画像について説明する。ここで、可変入賞装置６５の異常とは、例えば、特別遊技状
態（大当たり状態）でないにもかかわらず特定入賞口６５ａへの入球を検出した場合など
が例示される。
【００８１】
　可変入賞装置６５において異常が発生していると判別した場合は、第３図柄表示装置８
１の中央部分に「警告」との文字が大きく表示される。また、その下部には、「ゲートエ
ラー係員を呼んで下さい」との文字が表示される。これらの文字により、遊技者は、パチ
ンコ機１０においてエラーが発生していると判別することができるので、ホールの店員等
に対して迅速に修理等を依頼することができる。
【００８２】
　第２図柄表示装置８３は、球が普通入賞口（スルーゲート）６６，６７，７６５を通過
する毎に表示図柄（第２図柄）としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に
点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機１０では、球が普通入賞口（スルーゲ
ート）６６，６７，７６５を通過したことが検出されると、第２図柄の当たり抽選が行わ
れる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第２図柄表示装置８３において、第２図
柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれ
ば、第２図柄表示装置８３において、第２図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示さ
れる。
【００８３】
　パチンコ機１０は、第２図柄表示装置８３における変動表示が所定図柄（本実施形態に
おいては「○」の図柄）で停止した場合に、第２入賞口６４０に付随された電動役物６４
０ａが所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。
【００８４】
　第２図柄の変動表示にかかる時間（変動時間）は、遊技状態が通常状態中よりも、特別
図柄の確変中、または普通図柄の時短中の方が短くなるように設定される。これにより、
特別図柄の確変中、および普通図柄の時短中は、第２図柄の変動表示が短い時間で行われ
るので、普通図柄（第２図柄）の抽選を通常状態中よりも多く行うことができる。よって



(14) JP 2020-108464 A 2020.7.16

10

20

30

40

50

、普通図柄の当たりとなる機会が増えるので、第２入賞口６４０の電動役物６４０ａが開
放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。従って、特別図柄の確変中、およ
び普通図柄の時短中は、第２入賞口６４０へ球が入賞しやすい状態とすることができる。
【００８５】
　なお、特別図柄の確変中、または普通図柄の時短中において、当たり確率をアップさせ
たり、電動役物６４０ａの開放時間や開放回数を増やしたりするなど、その他の方法によ
って第２入賞口６４０へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第２図柄の変動表示に
かかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第２図柄の変動表示にかか
る時間を、特別図柄の確変中、または普通図柄の時短中において、通常状態中よりも短く
設定する場合は、普通図柄の当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、１
回の普通図柄の当たりに対する電動役物６４０ａの開放時間や開放回数を遊技状態にかか
わらず一定にしてもよい。
【００８６】
　普通入賞口（スルーゲート）６６，６７は、可変表示装置ユニット８０の両側の領域に
おいて遊技盤に組み付けられ、遊技盤に発射された球のうち、遊技盤を流下する球の一部
が通過可能に構成されている。また、普通入賞口（スルーゲート）７６５は、経路構成装
置７００の内部流路を流下する遊技球を検出可能に配設される。
【００８７】
　普通入賞口（スルーゲート）６６，６７，７６５を球が通過すると、第２図柄の当たり
抽選が行われる。当たり抽選の後、第２図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の
結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の
結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。
【００８８】
　球の普通入賞口（スルーゲート）６６，６７，７６５の通過回数は、合計で最大４回ま
で保留され、その保留球数が上述した第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにより表示される
と共に第２図柄保留ランプ８４においても点灯表示される。第２図柄保留ランプ８４は、
最大保留数分の４つ設けられ、第３図柄表示装置８１の下方に左右対称に配設されている
。
【００８９】
　なお、第２図柄の変動表示は、本実施形態のように、第２図柄表示装置８３において複
数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第１図柄表示装置３７
Ａ，３７Ｂ及び第３図柄表示装置８１の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、
第２図柄保留ランプ８４の点灯を第３図柄表示装置８１の一部で行うようにしても良い。
【００９０】
　また、普通入賞口（スルーゲート）６６，６７，７６５の球の通過に対する最大保留球
数は４回に限定されるものでなく、３回以下、又は、５回以上の回数（例えば、８回）に
設定しても良い。また、ベース板６０に配設される普通入賞口（スルーゲート）６６，６
７の組み付け数は２つに限定されるものではなく、１つでも良いし、その他の複数（例え
ば、３つ以上）であっても良い。
【００９１】
　また、普通入賞口（スルーゲート）６６，６７の組み付け位置は可変表示装置ユニット
８０の左右両側に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット８０の左右い
ずれか一方でも良いし、可変表示装置ユニット８０の上方や下方でも良い。また、第１図
柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにより保留球数が示されるので、第２図柄保留ランプ８４によ
り点灯表示を行わないものとしてもよい。
【００９２】
　可変表示装置ユニット８０の下方には、球が入賞し得る第１入賞口６４が配設されてい
る。この第１入賞口６４へ球が入賞すると遊技盤１３の裏面側に設けられる第１入賞口ス
イッチとしてのセンサＳＥがオンとなり、その第１入賞口スイッチのオンに起因して主制
御装置１１０（図４参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第１
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図柄表示装置３７Ａで示される。
【００９３】
　一方、第１入賞口６４の正面視下方には、球が入賞し得る第２入賞口６４０が配設され
ている。第２入賞口６４０へ球が入賞すると遊技盤１３の裏面側に設けられる第２入賞口
スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第２入賞口スイッチのオンに起因して主制御装
置１１０（図４参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第１図柄
表示装置３７Ｂで示される。
【００９４】
　また、第１入賞口６４及び第２入賞口６４０は、それぞれ、球が入賞すると、第１入賞
口スイッチとしてのセンサＳＥ又は第２入賞口スイッチ（流下する球が連続で通過するこ
とが無いよう配置される各スイッチ）がオンとなることに基づいて５個の球が賞球として
払い出される入賞口（賞球口）の１つにもなっている。
【００９５】
　なお、本実施形態においては、第１入賞口６４へ球が入賞した場合に払い出される賞球
数と第２入賞口６４０へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、
第１入賞口６４へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第２入賞口６４０へ球が入賞
した場合に払い出される賞球数とを異なる数、例えば、第１入賞口６４へ球が入賞した場
合に払い出される賞球数を３個とし、第２入賞口６４０へ球が入賞した場合に払い出され
る賞球数を５個として構成してもよい。また、賞球数や賞球数の大小関係を逆にしても良
い。
【００９６】
　第２入賞口６４０には電動役物６４０ａが付随されている。この電動役物６４０ａはス
ライド移動可能に構成されており、通常は電動役物６４０ａが非励磁状態（退避状態）と
なって、球が第２入賞口６４０へ入賞しにくい状態となっている。一方、普通入賞口（ス
ルーゲート）６６，６７，７６５への球の通過を契機として行われる第２図柄の変動表示
の結果、「○」の図柄が第２図柄表示装置８３に表示された場合、電動役物６４０ａが励
磁状態（進入状態）となり、球が第２入賞口６４０へ入賞しやすい状態となる。
【００９７】
　なお、上述した通り、特別図柄の確変中および普通図柄の時短中は、通常状態中に比較
して普通図柄の当たり確率が高く、また、普通図柄の変動表示にかかる時間も短いので、
普通図柄の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなるようにしても良い。即ち、
電動役物６４０ａが開放状態（拡大状態）となる回数が増える。更に、特別図柄の確変中
および普通図柄の時短中は、電動役物６４０ａが開放される時間も、通常状態中より長く
なるようにしても良い。
【００９８】
　特別図柄の確変中および普通図柄の時短中は、通常状態に比較して、第２入賞口６４０
へ球が入賞しやすい状態を作ることができる。一方、第１入賞口６４は、第２入賞口６４
０に設けられているような電動役物は有しておらず、球が常時入賞可能な状態となってい
る。
【００９９】
　ここで、第１入賞口６４に球が入賞した場合と第２入賞口６４０へ球が入賞した場合と
で、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも同一である。しかしな
がら、大当たりとなった場合に選定される大当たりの種別として最大の利益（特別遊技状
態における賞球個数）が得られる大当たり（大当たりＡ，ａ，ｂ，ｃ）となる確率は、第
２入賞口６４０へ球が入賞した場合のほうが第１入賞口６４へ球が入賞した場合よりも高
く設定されている。一方、第１入賞口６４は、第２入賞口６４０にあるような電動役物６
４０ａは有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。
【０１００】
　よって、通常中においては、第２入賞口６４０に付随する電動役物６４０ａが非励磁状
態（退避状態）にある場合が多く、第２入賞口６４０に入賞しづらいので、電動役物６４
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０ａのない第１入賞口６４へ向けて、可変表示装置ユニット８０の左方を球が通過するよ
うに球を発射し（所謂「左打ち」）、第１入賞口６４への入賞によって大当たり抽選の機
会を多く得て、大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。
【０１０１】
　一方、特別図柄の確変中や普通図柄の時短中は、普通入賞口（スルーゲート）６６，６
７，７６５に球を通過させることで、第２入賞口６４０に付随する電動役物６４０ａが励
磁状態（進入状態）となりやすく、第２入賞口６４０に入賞しやすい状態であるので、電
動役物６４０ａが配設される側へ向けて、可変表示装置８０の右方を球が通過するように
球を発射し（所謂「右打ち」）、普通入賞口（スルーゲート）６７を通過させて電動役物
６４０ａを開放状態にすると共に、第２入賞口６４０への入賞によって大当たりとなるこ
とを狙った方が、遊技者にとって有利となる。
【０１０２】
　このように、本実施形態のパチンコ機１０は、パチンコ機１０の遊技状態（確変中であ
るか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を「
左打ち」と「右打ち」とに変えさせることができる。よって、遊技者に対して、球の打ち
方に変化をもたらすことができるので、遊技を楽しませることができる。
【０１０３】
　第１入賞口６４の下側には可変入賞装置６５が配設されており、その略中央部分に横長
矩形状の特定入賞口（大開放口）６５ａが設けられている。
【０１０４】
　パチンコ機１０においては、第１入賞口６４、または第２入賞口６４０への入賞に起因
して行われた特別図柄の抽選で大当たりになると、所定時間（変動時間）が経過した後に
、大当たりの停止図柄となるよう第１図柄表示装置３７Ａ又は第１図柄表示装置３７Ｂを
点灯させる。加えて、その大当たりに対応した停止図柄を第３図柄表示装置８１に表示さ
せて、大当たりの発生が報知される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）
に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている特定入賞口
６５ａが、所定時間（例えば、３０秒経過するまで、或いは、球が１０個（規定個数）入
賞するまで）開放される。
【０１０５】
　この特定入賞口６５ａの開閉動作は、最高で例えば１５回（１５ラウンド）繰り返し可
能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状
態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量
（本実施形態では、１個の球の入賞に基づき１５個）の賞球の払い出しが行われる。
【０１０６】
　可変入賞装置６５は、具体的には、特定入賞口６５ａを覆う横長矩形状の開閉板と、そ
の開閉板を前後方向に開閉駆動するための大開放口ソレノイド（図示せず）とを備えてい
る。特定入賞口６５ａは、通常時は、球が入賞できないか又は入賞し難い閉状態になって
いる。大当たりの際には大開放口ソレノイドを駆動して開閉板を後方に退避させ、球が特
定入賞口６５ａに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状態と通常時の閉状態と
の状態を交互に繰り返すように作動する。
【０１０７】
　なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口６５ａとは
別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにおいて大
当たりに対応したＬＥＤが点灯した場合に、特定入賞口６５ａが所定時間開放され、その
特定入賞口６５ａの開放中に、球が特定入賞口６５ａ内へ入賞することを契機として特定
入賞口６５ａとは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特
別遊技状態として形成するようにしても良い。また、特定入賞口６５ａは１つに限るもの
ではなく、１つ若しくは２以上の複数（例えば３つ）配置しても良く、また配置位置も第
１入賞口６４の下側に限らず、例えば、可変表示装置ユニット８０の左右側や上側でも良
い。



(17) JP 2020-108464 A 2020.7.16

10

20

30

40

50

【０１０８】
　遊技盤１３の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペ
ースＫ１が設けられ、貼着スペースＫ１に貼られた証紙等は、正面枠１４の小窓３５（図
１参照）を通じて視認することができる。
【０１０９】
　遊技盤１３には、第１アウト口７１が設けられている。遊技領域を流下する球であって
、いずれの入賞口６３，６４，６５ａ，６４０にも入賞しなかった球は、第１アウト口７
１を通って図示しない球排出路へと案内される。第１アウト口７１は、第１入賞口６４の
下方に配設される。
【０１１０】
　遊技盤１３には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されてい
るとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。
【０１１１】
　図３に示すように、パチンコ機１の背面側には、制御基板ユニット９０，９１と、裏パ
ックユニット９４とが主に備えられている。制御基板ユニット９０は、主基板（主制御装
置１１０）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置１１３）と表示制御基板（表示制
御装置１１４）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット９１は、払出制
御基板（払出制御装置１１１）と発射制御基板（発射制御装置１１２）と電源基板（電源
装置１１５）とカードユニット接続基板１１６とが搭載されてユニット化されている。
【０１１２】
　裏パックユニット９４は、保護カバー部を形成する裏パック９２と払出ユニット９３と
がユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る１チップマイコンとして
のＭＰＵ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間
計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載
されている。
【０１１３】
　なお、主制御装置１１０、音声ランプ制御装置１１３および表示制御装置１１４、払出
制御装置１１１および発射制御装置１１２、電源装置１１５、カードユニット接続基板１
１６は、それぞれ基板ボックス１００～１０４に収納されている。基板ボックス１００～
１０４は、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えて
おり、そのボックスベースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板
が収納される。
【０１１４】
　また、基板ボックス１００（主制御装置１１０）および基板ボックス１０２（払出制御
装置１１１および発射制御装置１１２）は、ボックスベースとボックスカバーとを封印ユ
ニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、
ボックスベースとボックスカバーとの連結部には、ボックスベースとボックスカバーとに
亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成
されており、基板ボックス１００，１０２を開封するために封印シールを剥がそうとした
り、基板ボックス１００，１０２を無理に開封しようとすると、ボックスベース側とボッ
クスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、
基板ボックス１００，１０２が開封されたかどうかを知ることができる。
【０１１５】
　払出ユニット９３は、裏パックユニット９４の最上部に位置して上方に開口したタンク
１３０と、タンク１３０の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール
１３１と、タンクレール１３１の下流側に縦向きに連結されるケースレール１３２と、ケ
ースレール１３２の最下流部に設けられ、払出モータ２１６（図４参照）の所定の電気的
構成により球の払出を行う払出装置１３３とを備えている。タンク１３０には、遊技ホー
ルの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置１３３により必要個数の球の払い
出しが適宜行われる。タンクレール１３１には、当該タンクレール１３１に振動を付加す
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るためのバイブレータ１３４が取り付けられている。
【０１１６】
　また、払出制御装置１１１には状態復帰スイッチ１２０が設けられ、発射制御装置１１
２には可変抵抗器の操作つまみ１２１が設けられ、電源装置１１５にはＲＡＭ消去スイッ
チ１２２が設けられている。状態復帰スイッチ１２０は、例えば、払出モータ２１６（図
４参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）す
るために操作される。操作つまみ１２１は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操
作される。ＲＡＭ消去スイッチ１２２は、パチンコ機１０を初期状態に戻したい場合に電
源投入時に操作される。
【０１１７】
　次に、図４を参照して、本パチンコ機１０の電気的構成について説明する。図４は、パ
チンコ機１０の電気的構成を示すブロック図である。
【０１１８】
　主制御装置１１０には、演算装置である１チップマイコンとしてのＭＰＵ２０１が搭載
されている。ＭＰＵ２０１には、該ＭＰＵ２０１により実行される各種の制御プログラム
や固定値データを記憶したＲＯＭ２０２と、そのＲＯＭ２０２内に記憶される制御プログ
ラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ２０３
と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されてい
る。主制御装置１１０では、ＭＰＵ２０１によって、大当たり抽選や第１図柄表示装置３
７Ａ，３７Ｂおよび第３図柄表示装置８１における表示の設定、第２図柄表示装置におけ
る表示結果の抽選といったパチンコ機１０の主要な処理を実行する。
【０１１９】
　なお、払出制御装置１１１や音声ランプ制御装置１１３などのサブ制御装置に対して動
作を指示するために、主制御装置１１０から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送
受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置１１０からサブ制御装置
へ一方向にのみ送信される。
【０１２０】
　ＲＡＭ２０３は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、ＭＰＵ２０１の内部レジスタ
の内容やＭＰＵ２０１により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるス
タックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値が記憶される作業エリア（
作業領域）とを有している。なお、ＲＡＭ２０３は、パチンコ機１０の電源の遮断後にお
いても電源装置１１５からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）
できる構成となっており、ＲＡＭ２０３に記憶されるデータは、すべてバックアップされ
る。
【０１２１】
　停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下
同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がＲＡＭ２０３に記憶される。一方、電源
投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、ＲＡＭ２０３に記憶される情
報に基づいて、パチンコ機１０の状態が電源遮断前の状態に復帰される。ＲＡＭ２０３へ
の書き込みはメイン処理（図示せず）によって電源遮断時に実行され、ＲＡＭ２０３に書
き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図示せず）において実行される。な
お、ＭＰＵ２０１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電
源遮断時に、停電監視回路２５２からの停電信号ＳＧ１が入力されるように構成されてお
り、その停電信号ＳＧ１がＭＰＵ２０１へ入力されると、停電時処理としてのＮＭＩ割込
処理（図示せず）が即座に実行される。
【０１２２】
　主制御装置１１０のＭＰＵ２０１には、アドレスバスおよびデータバスで構成されるバ
スライン２０４を介して入出力ポート２０５が接続されている。入出力ポート２０５には
、払出制御装置１１１、音声ランプ制御装置１１３、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂ、
第２図柄表示装置、第２図柄保留ランプ、特定入賞口６５ａの開閉板の下辺を軸として前
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方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドな
どからなるソレノイド２０９が接続され、ＭＰＵ２０１は、入出力ポート２０５を介して
これらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。
【０１２３】
　また、入出力ポート２０５には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサ
Ｓや回転位置検出センサＲを含むセンサ群などからなる各種スイッチ２０８、電源装置１
１５に設けられた後述のＲＡＭ消去スイッチ回路２５３が接続され、ＭＰＵ２０１は各種
スイッチ２０８から出力される信号や、ＲＡＭ消去スイッチ回路２５３より出力されるＲ
ＡＭ消去信号ＳＧ２に基づいて各種処理を実行する。
【０１２４】
　払出制御装置１１１は、払出モータ２１６を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行う
ものである。演算装置であるＭＰＵ２１１は、そのＭＰＵ２１１により実行される制御プ
ログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ２１２と、ワークメモリ等として使用される
ＲＡＭ２１３とを有している。
【０１２５】
　払出制御装置１１１のＲＡＭ２１３は、主制御装置１１０のＲＡＭ２０３と同様に、Ｍ
ＰＵ２１１の内部レジスタの内容やＭＰＵ２１１により実行される制御プログラムの戻り
先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値
が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。ＲＡＭ２１３は、パチンコ機１の
電源の遮断後においても電源装置１１５からバックアップ電圧が供給されてデータを保持
（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ２１３に記憶されるデータは、すべて
バックアップされる。なお、主制御装置１１０のＭＰＵ２０１と同様、ＭＰＵ２１１のＮ
ＭＩ端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路２５２から停電信号ＳＧ１
が入力されるように構成されており、その停電信号ＳＧ１がＭＰＵ２１１へ入力されると
、停電時処理としてのＮＭＩ割込処理（図示せず）が即座に実行される。
【０１２６】
　払出制御装置１１１のＭＰＵ２１１には、アドレスバスおよびデータバスで構成される
バスライン２１４を介して入出力ポート２１５が接続されている。入出力ポート２１５に
は、主制御装置１１０や払出モータ２１６、発射制御装置１１２などがそれぞれ接続され
ている。また、図示はしないが、払出制御装置１１１には、払い出された賞球を検出する
ための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置
１１１に接続されるが、主制御装置１１０には接続されていない。
【０１２７】
　発射制御装置１１２は、主制御装置１１０により球の発射の指示がなされた場合に、操
作ハンドル５１の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット１１２
ａを制御するものである。球発射ユニット１１２ａは、図示しない発射ソレノイドおよび
電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に
駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル５１に触れていることをタッチセ
ンサ５１ａにより検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ５１ｂがオフ（
操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル５１の回動操作量（回動位置）に対応し
て発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル５１の操作量に応じた強さで球が発射される
。
【０１２８】
　音声ランプ制御装置１１３は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）２２６におけ
る音声の出力、ランプ表示装置（電飾部２９～３３、表示ランプ３４など）２２７におけ
る点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置１１４
で行われる第３図柄表示装置８１の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置
であるＭＰＵ２２１は、そのＭＰＵ２２１により実行される制御プログラムや固定値デー
タ等を記憶したＲＯＭ２２２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ２２３とを有し
ている。
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【０１２９】
　音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１には、アドレスバスおよびデータバスで構成
されるバスライン２２４を介して入出力ポート２２５が接続されている。入出力ポート２
２５には、主制御装置１１０、表示制御装置１１４、音声出力装置２２６、ランプ表示装
置２２７、その他装置２２８、枠ボタン２２などがそれぞれ接続されている。
【０１３０】
　音声ランプ制御装置１１３は、主制御装置１１０から受信した各種のコマンド（変動パ
ターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第３図柄表示装置８１の表示態様を
決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コ
マンド等）によって表示制御装置１１４へ通知する。また、音声ランプ制御装置１１３は
、枠ボタン２２からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン２２が操作された場合は、
第３図柄表示装置８１で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容
を変更したりするように、表示制御装置１１４へ指示する。ステージが変更される場合は
、変更後のステージに応じた背面画像を第３図柄表示装置８１に表示させるべく、変更後
のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置１１４へ送信する
。ここで、背面画像とは、第３図柄表示装置８１に表示させる主要な画像である第３図柄
の背面側に表示される画像のことである。表示制御装置１１４は、この音声ランプ制御装
置１１３から送信されるコマンドに従って、第３図柄表示装置８１に各種の画像を表示す
る。
【０１３１】
　また、音声ランプ制御装置１１３は、表示制御装置１１４から第３図柄表示装置８１の
表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置１１３では、
表示制御装置１１４から受信した表示コマンドに基づき、第３図柄表示装置８１の表示内
容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置２２６から出力し、また、そ
の表示内容に対応させてランプ表示装置２２７の点灯および消灯を制御する。
【０１３２】
　表示制御装置１１４は、音声ランプ制御装置１１３および第３図柄表示装置８１が接続
され、音声ランプ制御装置１１３より受信したコマンドに基づいて、第３図柄表示装置８
１における第３図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置１
１４は、第３図柄表示装置８１の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御
装置１１３へ送信する。音声ランプ制御装置１１３は、この表示コマンドによって示され
る表示内容にあわせて音声出力装置２２６から音声を出力することで、第３図柄表示装置
８１の表示と音声出力装置２２６からの音声出力とをあわせることができる。
【０１３３】
　電源装置１１５は、パチンコ機１０の各部に電源を供給するための電源部２５１と、停
電等による電源遮断を監視する停電監視回路２５２と、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３
参照）が設けられたＲＡＭ消去スイッチ回路２５３とを有している。電源部２５１は、図
示しない電源経路を通じて、各制御装置１１０～１１４等に対して各々に必要な動作電圧
を供給する装置である。その概要としては、電源部２５１は、外部より供給される交流２
４ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ２０８などの各種スイッチや、ソレノイド２０
９などのソレノイド、モータ等を駆動するための１２ボルトの電圧、ロジック用の５ボル
トの電圧、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら１２ボルトの
電圧、５ボルトの電圧およびバックアップ電圧を各制御装置１１０～１１４等に対して必
要な電圧を供給する。
【０１３４】
　停電監視回路２５２は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置１１０のＭＰＵ
２０１および払出制御装置１１１のＭＰＵ２１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＧ１を出力
するための回路である。停電監視回路２５２は、電源部２５１から出力される最大電圧で
ある直流安定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電
（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号ＳＧ１を主制御装置１１０および払出
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制御装置１１１へ出力する。停電信号ＳＧ１の出力によって、主制御装置１１０および払
出制御装置１１１は、停電の発生を認識し、ＮＭＩ割込処理を実行する。なお、電源部２
５１は、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後においても、ＮＭＩ割込
処理の実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの電圧の出力を正常値に
維持するように構成されている。よって、主制御装置１１０および払出制御装置１１１は
、ＮＭＩ割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。
【０１３５】
　ＲＡＭ消去スイッチ回路２５３は、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３参照）が押下され
た場合に、主制御装置１１０へ、バックアップデータをクリアさせるためのＲＡＭ消去信
号ＳＧ２を出力するための回路である。主制御装置１１０は、パチンコ機１０の電源投入
時に、ＲＡＭ消去信号ＳＧ２を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に
、払出制御装置１１１においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマ
ンドを払出制御装置１１１に対して送信する。
【０１３６】
　図５から図７を参照して、経路構成装置７００の全体構成について説明をする。図５は
、経路構成装置７００の分解正面斜視図であり、図６は、経路構成装置７００の部分拡大
正面図であり、図７（ａ）及び図７（ｂ）は、図６のＶＩＩａ－ＶＩＩａ線における経路
構成装置７００の部分断面図である。
【０１３７】
　図６では、振分け部材７６０の内周面、シーソー部材７６２、連通孔７５１及び回収孔
７５２の外形が破線で図示される。また、図７（ａ）では、電動役物６４０ａが後述する
第１送球経路ＫＲ１から退避している退避状態が図示され、図７（ｂ）では、電動役物６
４０ａが第１送球経路ＫＲ１に進入している進入状態が図示される。
【０１３８】
　図５に示すように、経路構成装置７００は、遊技盤１３のセンターフレーム８６の下側
に配設され、ベース板６０に対して正面側に配置される正面側形成部７１０と、ベース板
６０に対して背面側に配置される背面側形成部７２０と、を主に備えて形成される。
【０１３９】
　正面側形成部７１０は、ベース板６０の正面側に取着される入賞部材７３０と、その入
賞部材７３０の左右両側における正面側に配設される屈曲部材７４０と、を主に備えて形
成される。
【０１４０】
　背面側形成部７２０は、ベース板６０の背面側に取着される介設部材７５０と、その介
設部材７５０の背面側に配設される振分け部材７６０と、介設部材７５０にソレノイド６
４０ｓが固定配置される電動役物６４０ａと、を主に備えて形成される。
【０１４１】
　入賞部材７３０は、ベース板６０の板正面に配設され貫通孔６０ａを覆う形状で薄肉に
形成されベース板６０に装着される覆設板部７１１と、その覆設板部７１１の左右中央位
置において前後方向に穿設される上側球通過孔７１３と、その上側球通過孔７１３の下側
に配置され前後方向に穿設される下側球通過孔７１４と、覆設板部７１１の左右方向中央
上部に位置する第１入賞口６４と、その第１入賞口６４の下側（下側球通過孔７１４の下
側）に位置する第２入賞口６４０と、左右方向両側に位置し前後方向に貫通形成される貫
通孔７３１と、その貫通孔７３１の下側に位置し前後方向に貫通形成される下側挿通孔７
３２と、右側の下側挿通孔７３２よりも左側において前後方向に貫通形成される球通過孔
７３４ａを有する第１球送球部７３４と、その第１球送球部７３４の下縁部右端から右上
方向に延びる長孔として前後方向に貫通形成される貫通孔７３５と、右側の下側挿通孔７
３２よりも右側において前後方向に貫通形成される球通過孔７３６ａを有する第２球送球
部７３６と、上側球通過孔７１３を基準として第１球送球部７３４と左右対称に形成され
る第３球送球部７３７と、を主に備えて形成される。
【０１４２】
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　貫通孔７３１は、その内部に後述する屈曲部材７４０の上側突出部７４１が挿通される
部材であり、上側突出部７４１の背面視における外形よりも少し大きく開口する正面視略
矩形状に形成される。
【０１４３】
　下側挿通孔７３２は、背面側に配設される介設部材７５０の回収孔７５２と連通される
孔であり、介設部材７５０の回収孔７５２と対向する位置に形成される。また、下側挿通
孔７３２は、下面側が湾曲される正面視略Ｄ字形状に開口される。
【０１４４】
　下側挿通孔７３２の背面には、球の通過を検知するセンサＳＥは配設される。センサＳ
Ｅは、正面視略矩形状に形成されると共に、その側面に球の直径よりも少し大きい直径の
貫通孔が形成される部材であり、その貫通孔の内部を球が通過することで球の通過を検出
することができる。センサＳＥは、貫通孔の軸が下側挿通孔７３２の下面側の円弧軸と同
軸上に位置して配設される。これにより、貫通孔の開口方向を背面側に向かうに従って少
し下方に傾斜する様態とすることができるので、センサＳＥの貫通孔内部を通過する球が
貫通孔の内側に留まることを抑制できる。
【０１４５】
　第１球送球部７３４は、介設部材７５０の第１傾斜溝７５５の上流側端部に連通される
位置に配置される球通過孔７３４ａと、その球通過孔７３４ａの正面視Ｕ字形状の縁部が
正面側に突設される突設縁部７３４ｂと、その突設縁部７３４ｂの下流側部において球経
路側に突設され、その突設先端が背面側へ傾斜する形状であることから流下してきた球を
背面側に送球可能とされる下流側送球部７３４ｃと、を備える。
【０１４６】
　貫通孔７３５は、移動板部材６４１が前後方向に挿通可能な形状から形成される。即ち
、移動板部材６４１の右側案内部６４３及び左側案内部６４５とそれらを連結する連結部
との正面視における外形よりも若干大きな形状で形成される。
【０１４７】
　これにより、移動板部材６４１の退避状態では、貫通孔７３５により移動板部材６４１
の前端部が支持され、移動板部材６４１の進入状態では、貫通孔７３５により移動板部材
６４１の後端側が支持されることで、移動板部材６４１の配置を安定させることができる
。
【０１４８】
　第２球送球部７３６は、介設部材７５０の第２傾斜溝７５７の上流側端部に連通される
位置に配置される球通過孔７３６ａと、その球通過孔７３６ａの正面視Ｕ字形状の縁部が
正面側に突設される突設縁部７３６ｂと、その突設縁部７３６ｂの下流側部において球経
路側に突設され、その突設先端が背面側へ傾斜する形状であることから流下してきた球を
背面側に送球可能とされる下流側送球部７３６ｃと、を備える。
【０１４９】
　第３球送球部７３７は、第１球送球部７３４の左右対称に形成される一方で、電動役物
６４０ａにより遊技球が案内されるようには構成されていない。左方向からの球の入球を
許容する形状であり、球の入球の頻度を少なくすることができる。第３球送球部７３７は
一般入賞口６３（図２参照）と同様の機能を有している。即ち、球の入球により、５個～
１５個の球が賞球として払い出される。なお、第３球送球部７３７への入球が稀なことか
ら、入球した場合の遊技者の利益の最大化を図るために、賞球個数は最大（１５個）で設
定される。
【０１５０】
　屈曲部材７４０は、上述した入賞部材７３０の貫通孔７３１と下側挿通孔７３２との正
面側に配設される部材であり、正面視におけるベース板６０（図２参照）の左右方向略中
央位置を対称に２つ配設され、その外形形状は概略左右対称に形成される。
【０１５１】
　また、屈曲部材７４０は、正面視において、遊技領域を形成する内レール６１（図２参
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照）との間に、球が通過可能な大きさの隙間が形成される位置に配置される。これにより
、屈曲部材７４０の下側の遊技領域を流下する球が、屈曲部材７４０と内レール６１との
間に挟まれて遊技領域に留まることが抑制される。
【０１５２】
　屈曲部材７４０は、正面視略矩形の板状体から形成され、その背面から突出する上側突
出部７４１と、その上側突出部７４１よりも下方から突出する下側突出部７４３と、上側
突出部７４１及び下側突出部７４３の対向間に形成される開口７４４と、を備えて形成さ
れる。
【０１５３】
　上側突出部７４１は、背面視において下側が開放する略Ｕ字形状に形成され、その外形
が、入賞部材７３０の貫通孔７３１の内形よりも少し小さく設定される。これにより、屈
曲部材７４０を入賞部材７３０に配置する際には、上側突出部７４１を貫通孔７３１の内
部に挿入して配設できる。よって、屈曲部材７４０を入賞部材７３０へ配置する際には、
上側突出部７４１を挿入して位置決めすることができるので、その組み付け工程を簡易に
できる。
【０１５４】
　下側突出部７４３は、上側突出部７４１の下側に形成されると共に、上側が開放される
背面視略Ｕ字形状に形成される。即ち、背面視すると、上側突出部７４１と下側突出部７
４３との互いの開放部分が上下方向に対向する様態に形成される。
【０１５５】
　下側突出部７４３は、入賞部材７３０の貫通孔７３１から屈曲部材７４０側に送球され
る球を入賞部材７３０の下側挿通孔７３２に送球するための経路（以下、「第２送球経路
ＫＲ２」と称す）を形成するための部材であり、下側挿通孔７３２と前後方向に対向する
位置に形成される。
【０１５６】
　下側突出部７４３の背面側への突出距離は、球の直径よりも大きい寸法に設定される。
また、下側突出部７４３の突出先端面が入賞部材７３０と当接した状態で屈曲部材７４０
が入賞部材７３０に配置される。よって、屈曲部材７４０と入賞部材７３０との対向間の
距離寸法が球の直径よりも大きくされ、屈曲部材７４０と入賞部材７３０との対向間に球
が鉛直方向に送球される送球路（以下、「第１送球経路ＫＲ１」と称す）が形成される。
【０１５７】
　屈曲部材７４０には、上側突出部７４１の上部内面から下側突出部７４３の下部内面に
亘って突出する案内部７４２が形成される。案内部７４２は、側面視において背面側が開
放される略Ｕ字形状に突出される。
【０１５８】
　案内部７４２は、入賞部材７３０の貫通孔７３１から屈曲部材７４０（第１送球経路Ｋ
Ｒ１）に送球される球を鉛直方向に送球した後に、入賞部材７３０の下側挿通孔７３２に
送球する突壁であり、下側の内縁部の上下方向高さは、背面に配置される下側挿通孔７３
２の下側の内縁部の高さよりも少し小さく形成される。
【０１５９】
　案内部７４２は、背面側に配置される貫通孔７３１の正面視における左右方向中央線に
沿って形成される。これにより、案内部７４２と当接して案内（背面側に折り返し）され
るので、球を容易に左右方向に位置ずれさせることができる。
【０１６０】
　開口７４４は、上側突出部７４１と下側突出部７４３との対向間に形成される所定の隙
間であり、背面視における左右方向両側に形成される。また、開口７４４は、側面視にお
いて、背面側が開放する略Ｕ字形状に形成される。
【０１６１】
　開口７４４は、背面側端部の上端の高さが、同じ前後位置の案内部７４２の先端側部と
略同一の上下方向高さに設定されると共に、背面側端部の下端の高さが、移動板部材６４
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１の右側案内部６４３の下側面と略同一の上下方向高さに設定される。開口７４４は、第
１送球経路ＫＲ１と第４送球経路ＫＲ４との連結部分の左右方向の側面に開口して形成さ
れる。
【０１６２】
　振分け部材７６０は、正面視横長矩形に形成されると共に、正面側が開放された箱状体
に形成される。また、振分け部材７６０は、正面視において左右方向略中央位置で屈曲さ
れており、左右方向略中央位置から左右方向外側に向かうに従って下側に傾斜して形成さ
れる。また、振分け部材７６０の左右方向の両端部は、上述した入賞部材７３０の貫通孔
７３１と対向する位置に設定される。
【０１６３】
　振分け部材７６０は、正面視における左右方向中央位置から左右両側へ向けて下方傾斜
する一対の傾斜面７６１と、その互いの傾斜面７６１の中央に配置されるシーソー部材７
６２と、シーソー部材７６２の上方に形成される送球口７６３と、シーソー部材７６２の
回転を規制するための規制壁部７６４と、右側の傾斜面７６１に案内される球が通過可能
な位置に配設される普通入賞口（スルーゲート）７６５と、を主に備えて形成される。
【０１６４】
　一対の傾斜面７６１は、左右反対方向に延びる傾斜面であって、水平面に対する傾斜角
度が左右対称となるように形成される。なお、本実施形態では、上流側において若干急な
傾斜角度となる領域を設け、その下流側において傾斜角度が緩やかとなる領域の傾斜角度
が水平面に対して５度で形成される。
【０１６５】
　送球口７６３は、振分け部材７６０の正面側に開口を形成するための部材であり、入賞
部材７３０の第１入賞口６４と対向する位置に形成される。これにより、振分け部材７６
０が後述する介設部材７５０に配設されると、送球口７６３と介設部材７５０との対向間
に空間を形成することができる。
【０１６６】
　その空間は、球の外径よりも大きい空間（即ち、球が通過可能な空間）に形成されると
共に、ベース板６０に穿設された貫通孔６０ｂを介して入賞部材７３０の第１入賞口６４
の内部空間と連結される。これにより、第１入賞口６４に入賞される球を送球口７６３と
介設部材７５０との対向間の空間に送球して、その空間の内部を送球させることができる
。
【０１６７】
　軸部７６２ｂは、シーソー部材７６２を軸周りに回転させるための軸支部であり、円柱
形状に形成されると共に、シーソー部材７６２の円環内側に挿通される。この状態で、軸
部７６２ｂが、介設部材７５０と振分け部材７６０との間に挟持されることで、シーソー
部材７６２は軸部７６２ｂを軸に回転可能に配置される。
【０１６８】
　突起７６２ａは、上述した送球口７６３と介設部材７５０との対向間の空間から球が送
球される際に、球を左右の傾斜面７６１に交互に一球ずつ振り分けるための突起であり、
中央部の突起７６２ａの先端が位置する方向と左右方向反対側に球が送球される。両端に
突設される突起７６２ａは、シーソー部材７６２の変位を規制すると共に、球の通過した
際にかかる重みにより、中央部の突起７６２ａの先端が位置する方向を変位させる（シー
ソー部材７６２を回転させる）部材であり、突起７６２ａの先端面と規制壁部７６４とが
当接することでシーソー部材７６２の回転が規制される。
【０１６９】
　一方、規制壁部７６４と当接していない突起７６２ａは、球が中央部の突起７６２ａに
案内されると、案内された球がその突起７６２ａと衝突して下方に押し下げられる。これ
により反対側の突起７６２ａが上方に変位されると共に、下方に変位された突起７６２ａ
の先端が規制壁部７６４と当接してその変位が規制される。
【０１７０】
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　傾斜面７６１は、上述したシーソー部材７６２によって左右に振り分けられた球が転動
して送球される経路（以下、「第３送球経路ＫＲ３」と称す）の転動面であり、振分け部
材７６０の左右方向中央位置から外側に向かって下降傾斜して形成される。これにより、
振分け部材７６０のシーソー部材７６２によって左右に振り分けられた球は、傾斜面７６
１上を転動されて、傾斜面７６１の下降側の端部に送球（転動）される。
【０１７１】
　傾斜面７６１の下降側の端部には、その端部に向かうに従って、背面側の側面が前方に
厚みを増すように介設部材７５０へ近接する方向へ傾斜して形成される。これにより、傾
斜面７６１を転動してその端部まで送球された球を、振分け部材７６０の前方に配設され
る介設部材７５０の連通孔７５１に送球することができる。
【０１７２】
　普通入賞口（スルーゲート）７６５は、介設部材７５０と振分け部材７６０との間に配
設され、介設部材７５０と振分け部材７６０とが連結固定されることで内側に固定配置さ
れる。
【０１７３】
　普通入賞口（スルーゲート）７６５の球通過孔の内側面であって、傾斜面７６１に沿う
側の面が、傾斜面７６１の上面と面位置となるように、普通入賞口（スルーゲート）７６
５の配置は設計される。
【０１７４】
　これにより、球が普通入賞口（スルーゲート）７６５を通過する際に、球に与えられる
抵抗を最小限に抑えることができ、普通入賞口（スルーゲート）７６５が配設される右側
の傾斜面７６１を流下する球と、普通入賞口（スルーゲート）７６５が配設されていない
左側の傾斜面７６１を流下する球との、流下速度を均一化することができる。
【０１７５】
　普通入賞口（スルーゲート）７６５の機能は、上述した普通入賞口（スルーゲート）６
６，６７と共通である。即ち、普通入賞口（スルーゲート）７６５は、球が通過した場合
に普通図柄（第２図柄）の抽選が行われる検出口としての機能を有する。
【０１７６】
　また、第２図柄表示装置８３において変動表示が行われている間に球が普通入賞口（ス
ルーゲート）７６５を通過すると、その通過回数は、普通入賞口（スルーゲート）６６，
６７の通過回数と共同で最大４回まで保留され、その保留球数が第１図柄表示装置３７に
より表示されると共に、第２図柄保留ランプ８４においても示される。
【０１７７】
　なお、普通入賞口（スルーゲート）６６，６７，７６５の球の通過に対する最大保留球
数は４回に限定されるものでなく、３回以下、又は、５回以上の回数（例えば、８回）に
設定しても良い。
【０１７８】
　第２図柄表示装置８３は、球が普通入賞口（スルーゲート）６６，６７，７６５を通過
する毎に表示図柄（第２図柄）としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に
点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機１０では、球が普通入賞口（スルーゲ
ート）６６，６７，７６５を通過したことが検出されると、第２図柄の当たり抽選が行わ
れる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第２図柄表示装置８３において、第２図
柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれ
ば、第２図柄表示装置８３において、第２図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示さ
れる。
【０１７９】
　第２図柄表示装置８３において変動表示が終了した場合に、普通入賞口（スルーゲート
）６６，６７，７６５についての保留球数が残っていれば、次の普通図柄の抽選が行われ
ると共に、その抽選に応じた変動表示が開始される。
【０１８０】
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　介設部材７５０は、屈曲部材７４０と振分け部材７６０との前後間に介在する部材であ
って、正面視横長矩形状に形成されると共に、正面視における左右方向の中央下部に上述
した可変入賞装置６５と、左右両側に前後方向に貫通される連通孔７５１と、その連通孔
７５１の下側に開口される回収孔７５２と、連通孔７５１及び回収孔７５２の間で前後方
向に左右長尺の形状で貫通形成される支持凹部７５３と、左右中央位置を下流側端部とし
て正面視左側へ向かって下降傾斜する直線状の第１傾斜溝７５５と、その第１傾斜溝７５
５の下方において左右中央位置を下流側端部として正面視左側へ向かって下降傾斜する直
線状の第２傾斜溝７５７と、その第２傾斜溝７５７の下方に配置される第２回収孔７５８
と、を主に備えて形成される。
【０１８１】
　連通孔７５１は、振分け部材７６０の左右両端部の正面側に形成されると共に、入賞部
材７３０の貫通孔７３１の背面側に形成される。よって、振分け部材７６０の左右両端部
の空間と、入賞部材７３０の貫通孔７３１の内部空間とが連通孔７５１を介して連結され
る。従って、上述した振分け部材７６０の傾斜面７６１の上部を転動する球を、連通孔７
５１を通過させて、入賞部材７３０の貫通孔７３１に送球する経路（以下、「第４送球経
路ＫＲ４」と称す）を形成することができる。
【０１８２】
　回収孔７５２は、上述したように、入賞部材７３０の下側挿通孔７３２の背面側に開口
形成される開口である。即ち、回収孔７５２は、センサＳＥの背面側に連結されており、
センサＳＥを通過する球が、その回収孔７５２の開口に送球される。回収孔７５２は、店
舗に設置される球を循環する装置に連結されており、回収孔７５２に回収された球は、循
環装置により循環されて遊技球として再び球発射ユニット１１２ａから打出しされる。
【０１８３】
　支持凹部７５３は、移動板部材６４１の右側案内部６４３が前後方向に移動するために
十分な空間を確保するために形成される凹設溝部である。右側案内部６４３の下面と上下
方向で対向する支持凹部７５３の下底面は、左右方向に水平な平面形状で形成される。ま
た、右側案内部６４３の上面と上下方向で対向する支持凹部７５３の上天面は、傾斜面６
４３ａと同様の傾斜角度の平面形状で形成される。
【０１８４】
　即ち、支持凹部７５３は、左側から右側へ凹設されており、左側が広く右側が狭い楔形
状に形成され、機能的には、正面視における右側案内部６４３の上下幅よりも若干大きな
上下幅（若干大きな楔形状）から形成される。
【０１８５】
　これにより、移動板部材６４１の利用において、前後方向にスライド移動させる際には
、右側案内部６４３が支持凹部７５３の内側を案内されることになるので移動をスムーズ
に実行することができ、右側案内部６４３を第１送球経路ＫＲ１に進入させて流下してき
た球を受け止める際には、支持凹部７５３の下底面により右側案内部６４３を下支えする
ことができる。即ち、支持凹部７５３は、移動板部材６４１の移動を円滑にさせる効果と
、移動板部材６４１の上下位置を安定させる効果とを奏する。
【０１８６】
　第１傾斜溝７５５は、上流側端部が球通過孔７３４ａに連通する位置に配設され、下流
側端部に到達した球を正面側形成部７１０の上側球通過孔７１３を通して正面側に送球可
能な形状で構成される。
【０１８７】
　第２傾斜溝７５７は、上流側端部が球通過孔７３６ａに連通する位置に配設され、下流
側端部に到達した球を正面側形成部７１０の下側球通過孔７１４を通して正面側に送球可
能な形状で構成される。
【０１８８】
　本実施形態では、第１傾斜溝７５５及び第２傾斜溝７５７は、直線状溝形状で形成され
、各溝が沿う直線が互いに平行となる関係で形成される。
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【０１８９】
　第２回収孔７５８は、第２入賞口６４０に入球した球が送球される開口であり、第２入
賞口スイッチ（図示せず）よりも上流側に配設される。第２回収孔７５８は、店舗に設置
される球を循環する装置に連結されており、第２回収孔７５８に回収された球は、循環装
置により循環されて遊技球として再び球発射ユニット１１２ａから打出しされる。
【０１９０】
　上側球通過孔７１３と下側球通過孔７１４とは、鉛直方向に沿う直線上に並べられ、そ
の同一直線上における下側球通過孔７１４の下側に第２入賞口６４０が配置される（図６
参照）。
【０１９１】
　そのため、上側球通過孔７１３を通して正面側に送球された球は下側球通過孔７１４の
正面側を通過して第２入賞口６４０に入球する。また、下側球通過孔７１４を通して正面
側に送球された球は、上側球通過孔７１３から正面側に送球された球の流下経路と合流し
、第２入賞口６４０に入球する。
【０１９２】
　球の流下経路の合流位置において、上側球通過孔７１３から流下する球の流下方向は鉛
直方向となっており、合流位置における落下速度を大きくすることができるので、上側球
通過孔７１３及び下側球通過孔７１４から案内された球が合流位置に同時に到達したとし
ても、上側球通過孔７１３から流下する球を勢いで下方に通過させることができるので、
球詰まりが生じることを回避し易い。
【０１９３】
　また、下側球通過孔７１４の左右縁部から正面側に延設される壁部７１４ａにより、合
流位置から球が左右に逸れることを防止し易くすることができる。また、壁部７１４ａは
、左右外側から第２入賞口６４０へ球が入球することを防止するようにも作用する。
【０１９４】
　上側球通過孔７１３の左右縁部および上側縁部から正面側に延設される壁部７１３ａに
より、上側球通過孔７１３から正面側に送球された直後の球に対して、ベース板６０の正
面側を流下してきた球が衝突することを防止することができる。また、壁部７１３ａは、
ベース板６０の正面側を流下してきた球が第２入賞口６４０側へ向けて流下することを妨
げるようにも作用する。
【０１９５】
　電動役物６４０ａは、介設部材７５０に固定配置されるソレノイド６４０ｓと、そのソ
レノイド６４０ｓと連動可能に連結され、ソレノイド６４０ｓの駆動により前後方向にス
ライド移動する移動板部材６４１と、を備える。
【０１９６】
　移動板部材６４１は、ソレノイド６４０ｓの駆動力が伝達される板状部であって上下方
向に延設される伝達板部６４２と、その伝達板部６４２の正面側端部に配設され正面側に
突設形成される左側案内部６４５と、その左側案内部６４５の右方に延設される右側案内
部６４３と、を備える。
【０１９７】
　右側案内部６４３は、球の転動面となる上面が右側へ向けて下降傾斜する傾斜面６４３
ａとして形成され、正面視で連通孔７５１と回収孔７５２との間に配設される。
【０１９８】
　左側案内部６４５は、球の転動面となる上面が左側へ向けて下降傾斜する傾斜面６４５
ａとして形成され、正面視で屈曲部材７４０と第１球送球部７３４とを繋ぐように配設さ
れる。傾斜面６４５ａの下流側端部の上面は、第１球送球部７３４の突設縁部７３４ｂの
下側端部の上面と面位置となるよう配置される。
【０１９９】
　第１送球部７３４の突設縁部７３４ｂが上方に開放された皿状ではなく、開放側は右側
に向けられることで上側に蓋がある形状となっているので、左側案内部６４５で転動する
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球の受入をスムーズに行いながら、左側案内部６４５で跳ねた球や、第１送球部７３４に
上側から到達するような経路で流下する球が、球通過孔７３４ａに飛び込み入球すること
は生じ難いようにすることができる。なお、突設蓋部７３４ｂの形状を皿状に形成して、
上側からの球の飛び込みを可能とする形状を採用しても良い。
【０２００】
　なお、左側案内部６４５に着地した球であっても、跳ね返りが収まるまでは第１送球部
７３４に入りにくい。そのため、左側案内部６４５での跳ね返りを小さくする構成を採用
することが好ましい。
【０２０１】
　例えば、左側案内部６４５の上方において球と衝突可能な釘を密に配置したり、覆設板
部７１１の正面側に突設される減速凸部を複数配置したりすることで、球の流下の勢いを
予め落とすようにしても良い。また、傾斜面６４５ａにクッション性の高いシート部材を
貼り付けるようにして、球のバウンドを抑制するようにしても良い。
【０２０２】
　移動板部材６４１は、ソレノイド６４０ｓが非励磁とされる非励磁状態では、第１送球
経路ＫＲ１から退避する退避状態とされ（図７（ａ）参照）、ソレノイド６４０ｓの励磁
状態（駆動力が生じている状態）では、第１送球経路ＫＲ１に進入する進入状態とされる
（図７（ｂ）参照）。
【０２０３】
　以上のように構成される経路構成装置７００により、遊技球が次のように送球される。
第１入賞口６４から入る球は、振分け部材７６０に送球されて振分け部材７６０のシーソ
ー部材７６２により左右方向どちらか一方の第３送球経路ＫＲ３に送球される。第３送球
経路ＫＲ３を送球される球は、その第３送球経路ＫＲ３の端部まで送球されると、正面側
に配置される介設部材７５０の連通孔７５１の内部の第４送球経路ＫＲ４に送球される。
第４送球経路ＫＲ４を送球される球は、屈曲部材７４０の背面側の第１送球経路ＫＲ１に
送球される。第１送球経路ＫＲ１を送球される球は、屈曲部材７４０の下側突出部７４３
に案内されて第２送球経路ＫＲ２に送球される。第２送球経路ＫＲ２を送球される球は、
入賞部材７３０の下側挿通孔７３２を通過して介設部材７５０の回収孔７５２に送球され
、センサＳＥの内部を通過する。
【０２０４】
　第４送球経路ＫＲ４から第１送球経路ＫＲ１に送球される球は、ベース板６０の正面側
へ向けて流下することになり、その球は、遊技者視線で遊技者に近づいてきているように
見える。これにより、遊技領域を下方に流下する他の遊技球との流下態様の違いが明確化
されるので、第４送球経路ＫＲ４から第１送球経路ＫＲ１に送球される球の存在感を高め
ることができる。
【０２０５】
　次いで、図８及び図９を参照して、球の流下態様の設定について説明する。図８（ａ）
、図８（ｂ）、図９（ａ）及び図９（ｂ）は、図６の範囲ＶＩＩＩａにおける経路構成装
置７００の部分正面図である。
【０２０６】
　図８（ａ）、図８（ｂ）、図９（ａ）及び図９（ｂ）では、第１入賞口６４に３個の球
Ｐ１～Ｐ３が間を空けずに連続で入球した場合における流下態様が、０．５秒間隔の時系
列で図示される。
【０２０７】
　即ち、図８（ａ）の状態から０．５秒後の状態として図８（ｂ）が図示され、図８（ｂ
）の状態から０．５秒後の状態として図９（ａ）が図示され、図９（ａ）の状態から０．
５秒後の状態として図９（ｂ）が図示される。なお、一例として、図８（ａ）では、中央
部の突起７６２ａの先端が左側を向いた状態が図示される。
【０２０８】
　図８（ａ）に図示するように、球Ｐ１が中央部の突起７６２ａに案内されると、案内さ
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れた球Ｐ１が両端部の突起７６２ａの一方と衝突して下方に押し下げられる。これにより
反対側の突起７６２ａが上方に変位されると共に、下方に変位された突起７６２ａの先端
が規制壁部７６４と当接してその変位が規制される（図８（ｂ）参照）。
【０２０９】
　この状態で、シーソー部材７６２を押し下げた球Ｐ１は右側へ向けて流下しており、同
時に次の球Ｐ２が中央部の突起７６２ａに案内される。この時、球Ｐ２が中央部の突起７
６２ａに到達すると同時に、先にシーソー部材７６２を押し下げた球Ｐ１は普通入賞口（
スルーゲート）７６５を通過する（図８（ｂ）参照）。
【０２１０】
　球Ｐ２は、シーソー部材７６２によって左側へ向けて流下され、同時に次の球Ｐ３が中
央部の突起７６２ａに案内される。この時、球Ｐ３が中央部の突起７６２ａに到達すると
同時に、球Ｐ１は右側案内部６４３の下側に配置される（図９（ａ）参照）。その後、球
Ｐ３は、シーソー部材７６２によって右側へ向けて流下される（図９（ｂ）参照）。
【０２１１】
　このように、本実施形態では、普通入賞口（スルーゲート）７６５の配置が電動役物６
４０ａの配置との関係で規定されている。即ち、球Ｐ１が普通入賞口（スルーゲート）７
６５を通過してから、右側案内部６４３の下側に配置されるまでの間に、次の球Ｐ３が普
通入賞口（スルーゲート）７６５に到達しないように設計されている。
【０２１２】
　ここで、普通入賞口（スルーゲート）７６５で球の通過が検出されると、予め設定され
ている作動パターンに基づいて電動役物６４０ａの動作が実行される。電動役物６４０ａ
の動作は、作動パターンの途中で割り込みが生じるというものではない。作動パターンに
基づく電動役物６４０ａの動作が継続されている時に普通入賞口（スルーゲート）７６５
で球の通過が検出されたとしても、その検出に因る電動役物６４０ａの動作の実行は、現
在実行されている作動パターンに基づく電動役物６４０ａの動作が完了するまで保留され
る。
【０２１３】
　そのため、球の流下時間を基準として普通入賞口（スルーゲート）７６５を通過した球
へ影響を与えられるように電動役物６４０ａの作動パターンを設定しても、電動役物６４
０ａの動作の実行が保留される事態が生じると、普通入賞口（スルーゲート）７６５を通
過した球へ与える影響が予想外のものになる可能性がある。
【０２１４】
　これに対し、本実施形態では、球が右側案内部６４３に到達するまでの時間幅で電動役
物６４０ａの作動パターンを設定するという前提において、次の球Ｐ３が普通入賞口（ス
ルーゲート）７６５に検出される時まで、先の球Ｐ１が普通入賞口（スルーゲート）７６
５に検出されたことに伴う電動役物６４０ａの動作が継続されている事態を回避すること
ができる（事前に電動役物６４０ａの動作が終了する）。
【０２１５】
　従って、球の通過が普通入賞口（スルーゲート）７６５で検出されたら、電動役物６４
０ａの動作の実行が保留されることなく即座に、予め設定されている作動パターンに基づ
いて電動役物６４０ａの動作を実行させることができる。これにより、普通入賞口（スル
ーゲート）７６５を通過した球へ与える影響が予想外のものになる可能性を低くすること
ができる。
【０２１６】
　図１０（ａ）、図１０（ｂ）、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）は、図６の範囲ＶＩＩＩ
ａにおける経路構成装置７００の部分正面図である。図１０（ａ）及び図１０（ｂ）と、
図１１（ａ）及び図１１（ｂ）とでは、右側の傾斜面７６１を球が流下する様子の異なる
一例が、時系列で図示される。
【０２１７】
　即ち、図１０（ａ）では、球が普通入賞口（スルーゲート）７６５を通過している状態
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が図示され、図１０（ｂ）では、球の通過時に移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１か
ら退避した退避状態（図７（ａ）参照）で維持され、球が回収孔７５２に案内されている
状態が図示される。
【０２１８】
　また、図１１（ａ）では、球が普通入賞口（スルーゲート）７６５を通過している状態
（図１０（ａ）と同様の状態）が図示され、図１１（ｂ）では、球の通過直前に移動板部
材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入する進入状態とされ（図７（ｂ）参照）、球が第２
球送球部７３６側に案内される状態が図示される。
【０２１９】
　なお、図１１（ｂ）において移動板部材６４１にドットが描画されているのは、移動板
部材６４１が正面側にスライド移動しており手前側を球が通過することを許容しない状態
であることを模式的に示すものである。
【０２２０】
　ここで、移動板部材６４１は、ソレノイド６４０ｓが非励磁とされる非励磁状態では、
第１送球経路ＫＲ１から退避する退避状態とされ（図７（ａ）参照）、ソレノイド６４０
ｓの励磁状態（駆動力が生じている状態）では、第１送球経路ＫＲ１に進入する進入状態
とされる（図７（ｂ）参照）から、非励磁状態では、正面視で移動板部材６４１の上面に
到達した球は移動板部材６４１の正面側を通過して下方向に流下する一方で、励磁状態で
は、正面視で移動板部材６４１の上面に到達した球は移動板部材６４１の傾斜面６４３ａ
又は傾斜面６４５ａを転動して左右方向に流下する。
【０２２１】
　例えば、図１１（ｂ）に示す矢印に沿って流下する。詳述すれば、移動板部材６４１の
励磁状態において、第１送球経路ＫＲ１に到達した球は傾斜面６４３ａの上面を転動して
開口７４４を通過後落下して第２球送球部７３６に受け入れられる。
【０２２２】
　なお、移動板部材６４１の励磁状態において、右側の屈曲部材７４０と第１球送球部７
３４との間を流下しようとする球は傾斜面６４５ａの上面を転動して球通過孔７３４ａに
案内され、第２入賞口６４０に入球することになる。
【０２２３】
　図１２は、図２の範囲ＸＩＩにおける遊技盤１３の部分正面図である。図１２では、ソ
レノイド６４０ｓが励磁状態とされ移動板部材６４１の進入状態が図示されている。
【０２２４】
　上述したように、普通入賞口（スルーゲート）６６，６７，７６５の機能は共通である
ので、経路構成装置７００に入球した球が普通入賞口（スルーゲート）７６５を通過する
ことに因る場合に限らず、上述の右打ち遊技を行う場合に、球が普通入賞口（スルーゲー
ト）６７を通過することに因っても電動役物６４０ａは作動する。
【０２２５】
　この場合、右打ち遊技で発射された遊技球は第１入賞口６４に案内される球よりも右側
の屈曲部材７４０の天井面に到達する球の方が多くなるので（約１０倍となるので）、移
動板部材６４１の進入状態において、球は、電動役物６４０ａの右側案内部６４３よりも
左側案内部６４５に到達し易い。
【０２２６】
　左側案内部６４５に到達した球は、流下して第１球送球部７３４に到達するまでソレノ
イド６４０ｓが励磁状態で維持されていれば第２入賞口６４０に入球することになり、第
１球送球部７３４に到達する前にソレノイド６４０ｓが非励磁状態に切り替えられたとし
ても、その真下に流下するだけであり、球が回収孔７５２に案内されることは無い。即ち
、球が左側案内部６４５に到達した球により特別図柄１の抽選を獲得する事態を防止する
ことができる。
【０２２７】
　進入状態における左側案内部６４５に到達した球は、着地位置に関わらず約１．０秒あ
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れば、第１球送球部７３４に受け入れられる。一方で、０．５秒等のごく短い時間で移動
板部材６４１が退避状態に変化する場合には、進入状態における左側案内部６４５の左端
付近に球が着地した場合であっても、第１球送球部７３４への入球が阻害される可能性が
ある。
【０２２８】
　そのため、第１入賞口６４に入球せずに流下する球が、普通入賞口（スルーゲート）６
６，６７，７６５での球の検出による抽選の結果動作されて進入状態とされる左側案内部
６４５にタイミングよく到達した場合に、その球が第１球送球部７３４に受け入れられる
かどうかは、電動役物６４０ａの作動態様による。
【０２２９】
　特に、通常状態における作動パターン（後述する第４の作動パターン）では、移動板部
材６４１が進入状態とされる期間が０．５秒よりも短いため、球が第１球送球部７３４に
受け入れられる確率は極端に低くされている。
【０２３０】
　第１入賞口６４に入球した球においては、第１送球経路ＫＲ１に到達したタイミングで
移動板部材６４１が進入状態であれば、右側案内部６４３に案内されて最終的に第２入賞
口６４０に入球することになるので、センサＳＥ（図７（ｂ）参照）を通過することはな
く、特別図柄１の抽選を獲得する事態を防止することができる。一方で、球が第１送球経
路ＫＲ１に到達したタイミングで移動板部材６４１が退避状態であれば、第２送球経路Ｋ
Ｒ２に案内されてセンサＳＥを通過することから、特別図柄１の抽選を獲得することにな
る。
【０２３１】
　このように、本実施形態の電動役物６４０ａによれば、球が右側案内部６４３に到達し
得る経路（第１入賞口６４に入球した後の経路）で流下するか、左側案内部６４５に到達
し得る経路で流下するか、によって、その球による特別図柄１の抽選の獲得の可能性（特
別図柄２の抽選の獲得の可能性）を異ならせることができる。
【０２３２】
　また、右側案内部６４３へは、球が間隔をあけて到達することは上述した通りであるが
、左側案内部６４５へは、シーソー部材７６２の作用で間隔が空けられるものではないの
で、普通入賞口（スルーゲート）６７側を流下した複数の球が同時に到達し得る。従って
、左側案内部６４５は、右側案内部６４３に比較して丈夫に形成しておくことが好ましい
。
【０２３３】
　そのため、本実施形態では、左側案内部６４５を伝達板部６４２（図５参照）に配設さ
せるという構成を採用している。即ち、ソレノイド６４０ｓに近い側（駆動力伝達経路の
上流側）である伝達板部６４２に左側案内部６４５を配設させることで、左側案内部６４
５の姿勢変化を抑制するようにしている。これにより、左側案内部６４５に複数の球が乗
ることで重みがかけられた場合であっても、左側案内部６４５が過度に姿勢変化して移動
板部材６４１の動作抵抗が上昇することを避けることができる。
【０２３４】
　なお、左側案内部６４５を丈夫に形成する手段は、上述したものに限られるものではな
い。例えば、左側案内部６４５の板厚を右側案内部６４３の板厚よりも厚く形成しても良
いし、左側案内部６４５の下部と伝達板部６４２とを連結するリブを形成しても良い。
【０２３５】
　図１３を参照して、ＲＯＭ２０２（図４参照）の内容について説明する。図１３（ａ）
は、主制御装置１１０内のＲＯＭ２０２の電気的構成を示すブロック図であり、図１３（
ｂ）は、第１当たり種別カウンタＣ２と特別図柄における大当たり種別との対応関係を模
式的に示した模式図であり、図１３（ｃ）は、第２当たり乱数カウンタＣ４と普通図柄に
おける当たりとの対応関係を模式的に示した模式図である。
【０２３６】
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　図１３（ａ）に示すように、主制御装置１１０のＲＯＭ２０２には、上記した固定値デ
ータの一部として、第１当たり乱数テーブル２０２ａ、第１当たり種別選択テーブル２０
２ｂ、第２当たり乱数テーブル２０２ｃ、および変動パターン選択テーブル２０２ｄが少
なくとも記憶されている。
【０２３７】
　第１当たり乱数テーブル２０２ａは、定期的（例えば、２ｍｓｅｃごと）に更新される
第１当たり乱数カウンタの大当たり判定値が記憶されているデータテーブルである。始動
入賞に基づいて取得した第１当たり乱数カウンタの値が、第１当たり乱数テーブル２０２
ａに規定されているいずれかの判定値と一致した場合に、特別図柄の大当たりであると判
別される。
【０２３８】
　第１当たり種別選択テーブル２０２ｂ（図１３（ｂ）参照）は、大当たり種別を決定す
るための判定値が記憶されているデータテーブルであり、第１当たり種別カウンタＣ２の
判定値が、各大当たり種別、および特別図柄の抽選契機となった入賞口の種別に対応付け
て規定されている。本実施形態のパチンコ機１０では特別図柄の大当たりと判定された場
合に、始動入賞に基づいて取得した第１当たり種別カウンタＣ２の値と、第１当たり種別
選択テーブル２０２ｂとが比較され、第１当たり種別カウンタＣ２の値に対応する大当た
り種別が選択される。
【０２３９】
　具体的には、特別図柄１の抽選（第１入賞口６４への入球に基づく抽選）で大当たりと
なった場合には、第１当たり種別カウンタＣ２の値が「０～１９」の範囲には、大当たり
Ａが対応付けられて規定されている（図１３（ｂ）の２０２ｂ１参照）。
【０２４０】
　大当たりＡとなった場合は、１５ラウンドの大当たり遊技（特別遊技）を実行した後に
おける遊技状態が高確率状態とされ、電動役物６４０ａの作動パターンが後述する第１の
作動パターンに設定される状態が、次に大当たりを獲得するまで継続する。
【０２４１】
　第１当たり種別カウンタＣ２の値が「２０～４９」の範囲には、大当たりＢが対応付け
られて規定されている（図１３（ｂ）の２０２ｂ２参照）。
【０２４２】
　大当たりＢとなった場合は、８ラウンドの大当たり遊技（特別遊技）を実行した後にお
ける遊技状態が高確率状態とされ、電動役物６４０ａの作動パターンが後述する第２の作
動パターンに設定される状態が、次に大当たりを獲得するまで継続する。
【０２４３】
　第１当たり種別カウンタＣ２の値が「５０～９９」の範囲には、大当たりＣが対応付け
られて規定されている（図１３（ｂ）の２０２ｂ３参照）。
【０２４４】
　大当たりＣとなった場合は、４ラウンドの大当たり遊技（特別遊技）を実行した後にお
ける遊技状態が低確率状態とされ、電動役物６４０ａの作動パターンが後述する第２の作
動パターンに設定される状態が、特別図柄の抽選が１００回終了するまで継続する。
【０２４５】
　特別図柄１の抽選（第１入賞口６４への入球に基づく抽選）に基づく大当たりでは、２
０％の確率で１５ラウンドの大当たりを獲得できる一方、５０％の確率で４ラウンドの大
当たりとなるので、基本的には、大量の賞球を期待することはできない。一方で、４ラウ
ンドの大当たり遊技は、１５ラウンドの大当たり遊技に比較して短時間で終了するので、
その後の大当たりの獲得を狙うための球の打ち出しを、早期に開始することができる。
【０２４６】
　一方、特別図柄２の抽選（第２入賞口６４０への入球に基づく抽選）で大当たりとなっ
た場合には、第１当たり種別カウンタＣ２の値が「０～１９」の範囲には、大当たりａが
対応付けられて規定されている（図１３（ｂ）の２０２ｂ４参照）。
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【０２４７】
　大当たりａとなった場合は、大当たりＡの時と同様に、１５ラウンドの大当たり遊技（
特別遊技）を実行した後における遊技状態が高確率状態とされ、電動役物６４０ａの作動
パターンが後述する第１の作動パターンに設定される状態が、次に大当たりを獲得するま
で継続する。
【０２４８】
　第１当たり種別カウンタＣ２の値が「２０～４９」の範囲には、大当たりｂが対応付け
られて規定されている（図１３（ｂ）の２０２ｂ５参照）。
【０２４９】
　大当たりｂとなった場合は、１５ラウンドの大当たり遊技（特別遊技）を実行した後に
おける遊技状態が高確率状態とされ、電動役物６４０ａの作動パターンが後述する第１の
作動パターンに設定される状態が、次に大当たりを獲得するまで継続する。
【０２５０】
　第１当たり種別カウンタＣ２の値が「５０～９９」の範囲には、大当たりｃが対応付け
られて規定されている（図１３（ｂ）の２０２ｂ６参照）。
【０２５１】
　大当たりｃとなった場合は、１５ラウンドの大当たり遊技（特別遊技）を実行した後に
おける遊技状態が低確率状態とされ、電動役物６４０ａの作動パターンが後述する第３の
作動パターンに設定される状態が、特別図柄の抽選が１００回終了するまで継続する。
【０２５２】
　上述したように、特別図柄２の抽選（第２入賞口６４０への入球に基づく抽選）で大当
たりとなると、大当たり種別に関わらず１５ラウンドの大当たり遊技を実行可能である一
方で、大当たり遊技終了後の電動役物６４０ａの作動パターンの振分けが特別図柄１の抽
選で大当たりとなった場合と異なるように設定される。特に、大当たりｃで違いが顕著と
なるが、詳細は後述する。
【０２５３】
　第２当たり乱数テーブル２０２ｃ（図１３（ｃ）参照）は、普通図柄の当たり判定値が
記憶されているデータテーブルである。具体的には、普通図柄の通常状態において、普通
図柄の当たりとなる判定値として、「５～２０４」が規定されている（図１３（ｃ）の２
０２ｃ１参照）。また、普通図柄の高確率状態において、普通図柄の当たりとなる判定値
として、「５～２０４」が規定されている（図１３（ｃ）の２０２ｃ２参照）。
【０２５４】
　本実施形態のパチンコ機１０では、普通入賞口（スルーゲート）６６，６７，７６５を
球が通過することに基づいて取得される第２当たり乱数カウンタＣ４の値と、第２当たり
乱数テーブル２０２ｃとを参照し、普通図柄の当たりであるか否かを判定している。変動
パターン選択テーブル２０２ｄは、変動パターンの表示態様を決定するための変動種別カ
ウンタの判定値が表示態様毎にそれぞれ規定されているデータテーブルである。
【０２５５】
　図１４（ａ）から図１４（ｄ）は、普通入賞口（スルーゲート）７６５における球の通
過の検出と、電動役物６４０ａの状態の計時変化の一例を示した図である。なお、図１４
（ａ）では、第１の作動パターンにおける計時変化が図示され、図１４（ｂ）では、第２
の作動パターンにおける計時変化が図示され、図１４（ｃ）では、第３の作動パターンに
おける計時変化が図示され、図１４（ｄ）では、第４の作動パターンにおける計時変化が
図示される。
【０２５６】
　なお、第４の作動パターンは、通常中や、大当たりＣ，ｃ（図１３（ｂ）参照）の終了
後に特別図柄の抽選が１００回終了した後において採用される作動パターンである。
【０２５７】
　図１４（ａ）から図１４（ｄ）では、普通入賞口（スルーゲート）７６５で球の通過が
検出されたことによる第２図柄の変動表示がされ（本実施形態では約０．１秒後）、「○
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」の図柄が第２図柄表示装置８３に表示された場合、普通入賞口（スルーゲート）７６５
で球の通過が検出された時を基準とする電動役物６４０ａの各作動パターンの内、普通入
賞口（スルーゲート）７６５で球の通過が検出されてから基準時間Ｔｄ１（本実施形態で
は約０．５秒）の時間長さにおける電動役物６４０ａの状態の意味について詳述する。
【０２５８】
　基準時間Ｔｄ１の長さは、球が普通入賞口（スルーゲート）７６５を通過してから右側
案内部６４３を通過するまでの時間に該当する時間として設定されている。
【０２５９】
　図１４（ａ）に示すように、第１の作動パターンでは、普通入賞口（スルーゲート）６
６，６７，７６５で球の通過が検出されてから、第２図柄の変動表示の終了後（普通入賞
口（スルーゲート）７６５で球の通過が検出されてから０．１秒経過後）において基準時
間Ｔｄ１に亘って電動役物６４０ａの移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入した
進入状態（図において、「進」とも示す。以降の図において同様である）で維持される。
【０２６０】
　第１の作動パターンでは、基準時間Ｔｄ１を超えて、普通入賞口（スルーゲート）７６
５で球の通過が検出されてから約３．０秒後まで電動役物６４０ａが第１送球経路ＫＲ１
に進入した状態が維持される（普通図柄の変動終了までに約３．０秒経過する）。
【０２６１】
　これにより、右打ちの実行により普通入賞口（スルーゲート）６７により球の通過が検
出される場合に、左側案内部６４５に到達した球を第１球送球部７３４に案内するのに十
分な長さで移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入した状態を維持することができ
る。これにより、球を第２入賞口６４０に入球させ易くすることができる。
【０２６２】
　加えて、普通入賞口（スルーゲート）７６５で通過が検出された球が右側案内部６４３
を通過する前に移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入した状態にすることができ
るので、球を右側案内部６４３の上面で転動させ、右側に流すことで第２球送球部７３６
に案内し易くすることができる。
【０２６３】
　これにより、第１入賞口６４に入球した球の内、シーソー部材７６２によって右側に流
された球が、センサＳＥに検出され特別図柄１の抽選を獲得する事態に比較して、第２入
賞口６４０に入球され特別図柄２の抽選を獲得する事態の方が、生じ易くすることができ
る。
【０２６４】
　図１４（ｂ）に示すように、第２の作動パターンでは、普通入賞口（スルーゲート）６
６，６７，７６５で球の通過が検出されてから、基準時間Ｔｄ１の経過直前に電動役物６
４０ａの移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入した状態に変化し、基準時間Ｔｄ
１の経過直後に電動役物６４０ａの移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１から退避した
退避状態（図において、「退」とも示す。以降の図において同様である）に変化する。
【０２６５】
　第２の作動パターンでは、基準時間Ｔｄ１を超えて、普通入賞口（スルーゲート）７６
５で球の通過が検出されてから約１．０秒後まで電動役物６４０ａが第１送球経路ＫＲ１
に進入した状態が維持される（普通図柄の変動終了までに約１．０秒経過する）。
【０２６６】
　これにより、右打ちの実行により普通入賞口（スルーゲート）６７により球の通過が検
出される場合に、左側案内部６４５に球が到達した場合であっても、球を第１球送球部７
３４に案内するのに十分な長さで移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入した状態
を維持するとは言えないため、右打ち遊技で球を第２入賞口６４０に入球させ易くするこ
とはできない。
【０２６７】
　一方、普通入賞口（スルーゲート）７６５で通過が検出された球が右側案内部６４３を
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通過する前に移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入した状態にすることができる
ので、球を右側案内部６４３の上面で転動させ、右側に流すことで第２球送球部７３６に
案内し易くすることができる。球が右側案内部６４３に到達してから０．５秒間は、移動
板部材６４１が進入状態に維持されるので、球を第２球送球部７３６側へ安定して送球す
ることができる。
【０２６８】
　これにより、第１入賞口６４に入球した球の内、シーソー部材７６２によって右側に流
された球が、センサＳＥに検出され特別図柄１の抽選を獲得する事態に比較して、第２入
賞口６４０に入球され特別図柄２の抽選を獲得する事態の方が、生じ易くすることができ
る。
【０２６９】
　図１４（ｃ）に示すように、第３の作動パターンでは、普通入賞口（スルーゲート）６
６，６７，７６５で球の通過が検出されてから、第２図柄の変動表示の終了後（普通入賞
口（スルーゲート）７６５で球の通過が検出されてから０．１秒経過後）、電動役物６４
０ａの移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入した状態で維持され、基準時間Ｔｄ
１の経過直前に電動役物６４０ａの移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１から退避した
状態（図において、「退」とも示す。以降の図において同様である）に変化し、基準時間
Ｔｄ１の経過直後に電動役物６４０ａの移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入し
た状態に変化する。
【０２７０】
　第３の作動パターンでは、基準時間Ｔｄ１経過後において、普通入賞口（スルーゲート
）７６５で球の通過が検出されてから約３．０秒間に到達するまで電動役物６４０ａが第
１送球経路ＫＲ１に進入した状態が維持される（普通図柄の変動終了までに約３．０秒経
過する）。
【０２７１】
　これにより、右打ちの実行により普通入賞口（スルーゲート）６７により球の通過が検
出される場合に、左側案内部６４５に到達した球を第１球送球部７３４に案内するのに十
分な長さで移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入した状態を維持することができ
る。これにより、球を第２入賞口６４０に入球させ易くすることができる。
【０２７２】
　一方、普通入賞口（スルーゲート）７６５で通過が検出された球が右側案内部６４３を
通過する前に移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１から退避した状態にすることができ
るので、球を右側案内部６４３の上面で転動させ、右側に流すことで第２球送球部７３６
に案内する事態の発生を抑えることができる。
【０２７３】
　これにより、第１入賞口６４に入球した球の内、シーソー部材７６２によって右側に流
された球が、センサＳＥに検出され特別図柄１の抽選を獲得する事態に比較して、第２入
賞口６４０に入球され特別図柄２の抽選を獲得する事態の方が、生じ難くすることができ
る。
【０２７４】
　なお、シーソー部材７６２によって右側に流された球が普通入賞口（スルーゲート）７
６５に検出されるタイミングで普通図柄（第２図柄）の変動が継続中であった場合には、
その球が第１送球経路ＫＲ１に到達する際に電動役物６４０ａが進入状態とされることは
生じ得る。この場合は、シーソー部材７６２により右側に流された球が第２入賞口６４０
に入球され、特別図柄２の抽選を獲得することができる。
【０２７５】
　図１４（ｄ）に示すように、第４の作動パターンでは、普通入賞口（スルーゲート）６
６，６７，７６５で球の通過が検出されてから、電動役物６４０ａの移動板部材６４１が
第１送球経路ＫＲ１から退避した退避状態で維持され、移動板部材６４１が進入状態に変
化した後、基準時間Ｔｄ１の経過直前に再び電動役物６４０ａの移動板部材６４１が退避
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状態に変化する。第４の作動パターンでは、基準時間Ｔｄ１で制御が完結する（普通図柄
の変動終了までに約０．５秒経過する）。
【０２７６】
　これにより、右打ちの実行により普通入賞口（スルーゲート）６７により球の通過が検
出される場合に、左側案内部６４５に球が到達した場合であっても、球を第１球送球部７
３４に案内するのに十分な長さで移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入した状態
を維持するとは言えないため、右打ち遊技で球を第２入賞口６４０に入球させ易くするこ
とはできない。
【０２７７】
　一方、普通入賞口（スルーゲート）７６５で通過が検出された球が右側案内部６４３を
通過する前に移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１から退避した状態にすることができ
るので、球を右側案内部６４３の上面で転動させ、右側に流すことで第２球送球部７３６
に案内する事態の発生を抑えることができる。
【０２７８】
　これにより、第１入賞口６４に入球した球の内、シーソー部材７６２によって右側に流
された球が、センサＳＥに検出され特別図柄１の抽選を獲得する事態に比較して、第２入
賞口６４０に入球され特別図柄２の抽選を獲得する事態の方が、生じ難くすることができ
る。即ち、第１入賞口６４に複数の球が入球した場合に、特別図柄１の抽選が繰り返し獲
得されるよう構成することができる。
【０２７９】
　以上詳述した各作動パターンによれば、特別図柄１又は特別図柄２の抽選の獲得により
大当たりの獲得を目指す遊技状態において、異なる態様における特別図柄の抽選の獲得パ
ターンを作ることができる。
【０２８０】
　例えば、第１の作動パターン及び第３の作動パターンでは、右打ち遊技において特別図
柄２の抽選の獲得を目指すことができるので、第３図柄表示装置８１において上述した「
右打ちナビ」を表示することが好ましい。
【０２８１】
　更に、第１の作動パターンでは、移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１に進入してい
る状態（図７（ｂ）参照）で維持される期間が長く、普通入賞口（スルーゲート）７６５
で球の通過が検出されてから基準時間Ｔｄ１経過時において移動板部材６４１が第１送球
経路ＫＲ１に進入している状態とされるので、第１入賞口６４に入球した場合であっても
、シーソー部材７６２で右側に流された球の一部で特別図柄２の抽選を獲得することがで
きる。これにより、右打ち遊技中に第１入賞口６４に球が入球した場合に遊技者が受ける
不利益を低く抑えることができる。
【０２８２】
　一方、第３の作動パターンでは、移動板部材６４１が進入状態（図７（ｂ）参照）で維
持される期間が長いが、普通入賞口（スルーゲート）７６５で球の通過が検出されてから
基準時間Ｔｄ１経過時において移動板部材６４１が第１送球経路ＫＲ１から退避している
退避状態とされるので、普通入賞口（スルーゲート）７６５での球の通過と同時に普通図
柄（第２図柄）の変動が開始される場合において、その球は移動板部材６４１の正面側を
通過して、センサＳＥに案内される。
【０２８３】
　即ち、第１入賞口６４に入球した場合に、シーソー部材７６２で右側に流された球で特
別図柄２の抽選を獲得する可能性を低くすることができる。これにより、右打ち遊技中に
第１入賞口６４に球が入球した場合に遊技者が受ける不利益を第１の作動パターンでの場
合に比較して高くすることができる。
【０２８４】
　例えば、第２の作動パターン及び第４の作動パターンでは、右打ち遊技において特別図
柄２の抽選の獲得を目指すことは、電動役物６４０ａの動作時間が短すぎることから困難
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であるので、第３図柄表示装置８１において上述した「右打ちナビ」を表示することはせ
ず、左打ち遊技を推奨することが好ましい。
【０２８５】
　この場合において、第２の作動パターンでは、普通入賞口（スルーゲート）７６５で球
の通過が検出されてから基準時間Ｔｄ１経過時において移動板部材６４１が第１送球経路
ＫＲ１に進入している進入状態（図７（ｂ）参照）とされるので、第１入賞口６４に入球
した場合であっても、シーソー部材７６２で右側に流された球の一部で特別図柄２の抽選
を獲得することができる。
【０２８６】
　これにより、左打ち遊技中に第１入賞口６４に球が入球した場合に遊技者が獲得できる
特別図柄の抽選を、特別図柄１と特別図柄２との交互で生じさせることができる。なお、
普通入賞口（スルーゲート）７６５で球の通過が検出されてから基準時間Ｔｄ１経過時に
おいて移動板部材６４１が進入状態とされる場合に特別図柄２の抽選を獲得できるのは、
普通入賞口（スルーゲート）７６５での球の通過と同時に普通図柄（第２図柄）の変動が
開始される場合なので、普通入賞口（スルーゲート）７６５で球の通過が検出された時に
普通図柄（第２図柄）の変動が継続している場合には、特別図柄２の抽選を獲得し易いと
いう効果を奏することができない。
【０２８７】
　一方で、第２の作動パターン（又は第４の作動パターン）では、普通入賞口（スルーゲ
ート）７６５での球の検出から電動役物６４０ａの動作制御の終了までが０．５秒間で設
定されるので、同時間幅が３秒間で設定される第１，第３の作動パターンに比較して、普
通図柄（第２図柄）の変動が保留される事態が生じる可能性を低くすることができる。従
って、特別図柄２の抽選を獲得し易いという効果を高確率で奏することができる。
【０２８８】
　一方、第４の作動パターンでは、移動板部材６４１の進入状態（図７（ｂ）参照）は第
２の作動パターン同様に短いことに加え、普通入賞口（スルーゲート）７６５で球の通過
が検出されてから基準時間Ｔｄ１経過時において移動板部材６４１が退避状態とされるの
で、第１入賞口６４に入球した場合に、シーソー部材７６２で右側に流された球で特別図
柄２の抽選を獲得する可能性を低くすることができる。これにより、左打ち遊技中に第１
入賞口６４に球が入球した場合に遊技者が獲得できる特別図柄の抽選のほとんどを、特別
図柄１の抽選で占めることができる。
【０２８９】
　以上詳述したように、各作動パターンによれば、特別図柄１又は特別図柄２の抽選の獲
得により大当たりの獲得を目指す遊技状態において、異なる態様における特別図柄の抽選
の獲得パターンを作ることができる。
【０２９０】
　図１３（ｂ）に戻って特別図柄１の大当たりと特別図柄２の大当たりとの、遊技者が得
られる利益の違いについて説明する。
【０２９１】
　まず、最大ラウンド（本実施形態において、１５ラウンド）の大当たりを獲得する確率
は、特別図柄２の方が高い。特別図柄１の大当たりの内、最大ラウンドの大当たりは２０
％であるのに比較して、特別図柄２の大当たりは１００％で最大ラウンドとなる。従って
、少なくとも賞球個数の面から、特別図柄２の大当たりにより遊技者が得られる利益の方
が、特別図柄１の大当たりにより遊技者が得られる利益に比較して大きい。
【０２９２】
　また、大当たり遊技終了後に高確率状態となる場合において、特別図柄２の大当たりで
あれば１００％で右打ち遊技となり、特別図柄２の抽選を繰り返し獲得することができる
が、特別図柄１の大当たりの内の３０％（大当たりＢ）では、右打ち遊技とはならず左打
ち遊技が推奨され、特別図柄１の抽選と特別図柄２の抽選が交互に生じることになる。
【０２９３】



(38) JP 2020-108464 A 2020.7.16

10

20

30

40

50

　この場合、左打ち遊技では、右打ち遊技に比較して特別図柄の抽選を獲得する時間効率
が落ちることに加え、１／２で特別図柄１の抽選が実行されることから最大ラウンドの大
当たりを獲得するまでのハードルが多くなる。
【０２９４】
　また、大当たり遊技終了後に低確率状態となる場合において、特別図柄２の大当たり（
大当たりｃ）であれば右打ち遊技となり、特別図柄２の抽選を繰り返し獲得することがで
きるが、特別図柄１の大当たり（大当たりＣ）では、右打ち遊技とはならず左打ち遊技が
推奨され、特別図柄１の抽選と特別図柄２の抽選が交互に生じることになる。
【０２９５】
　この場合、左打ち遊技では、右打ち遊技に比較して特別図柄の抽選を獲得する時間効率
が落ちることに加え、１／２で特別図柄１の抽選が実行されることから最大ラウンドの大
当たりを獲得するまでのハードルが多くなる。
【０２９６】
　更に、特別図柄の抽選が１００回という条件は同じであるが、大当たりｃであれば特別
図柄２の抽選を１００回獲得することが容易であることに対して、大当たりＣでは、特別
図柄１の抽選が５０回、特別図柄２の抽選が５０回で１００回の抽選が終了してしまうの
で、実質的には特別図柄２の抽選を５０回しか獲得することができない。
【０２９７】
　まとめると、特別図柄２の抽選による大当たりは、特別図柄１の抽選による大当たりに
比較して、少なくとも、第１に、最大ラウンドの大当たりを獲得し易いこと、第２に、特
別図柄２の抽選を繰り返し獲得する遊技状態にし易いこと、第３に、右打ち遊技により特
別図柄の抽選を獲得する時間効率を高い状態で維持し易いこと、という有利な点を有する
。
【０２９８】
　上記第１実施形態では、特別図柄２での抽選が優先的に実行される場合において、抽選
に係る変動時間が３秒～５分程度の選択肢から確率で選択される前提で説明したが、これ
に限定されるものではない。例えば、特別図柄１と特別図柄２とで同時に抽選を実行する
場合において、特別図柄２の抽選に係る変動時間を意図的に長く設定する遊技状態を構成
しても良い。
【０２９９】
　即ち、例えば、大当たりＢの終了後や、大当たりＣの終了後の特別図柄の１００回の抽
選において、特別図柄２の抽選の変動時間が常に１０分で設定されるようにしても良い。
この場合、第１入賞口６４に入球した球がセンサＳＥを通過する場合と、第２入賞口６４
０を通過する場合とが交互に生じる前提において、特別図柄２の保留個数が満タンとなっ
た後に第１入賞口６４に入球させると、球が第２入賞口６４０を通過しても特別図柄２の
抽選を獲得することができず、特別図柄１の抽選が繰り返し実行されることになる。
【０３００】
　また、遊技者は、特別図柄２の保留個数が満タンの場合には第１入賞口６４には入球さ
せないように遊技することもできるが、この場合には遊技の時間効率を悪くすることがで
き、同一時間内における大当たりの発生回数を低減させることができる。これにより、遊
技機店側の経営が赤字となることを回避し易くすることができる。
【０３０１】
　上述の遊技状態では、シーソー部材７６２から右側に流される球は、特別図柄２の保留
個数が満タンになるまでは、特別図柄２の抽選を獲得する利益と賞球の払い出しを受ける
利益とを遊技者に与えるので、特別図柄１の抽選を獲得する利益と賞球の払い出しを受け
る利益とを遊技者に与えるものとしての、シーソー部材７６２から左側に流される球より
も遊技者が得られる利益が大きい。
【０３０２】
　一方で、特別図柄２の保留個数が満タンになっている状態では、シーソー部材７６２か
ら右側に流される球は、賞球の払い出しを受ける利益を遊技者に与えるのみとなるので、
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特別図柄１の抽選を獲得する利益が加算されている分だけシーソー部材７６２から左側に
流される球よりも遊技者が得られる利益が小さい。
【０３０３】
　即ち、シーソー部材７６２から右側に流される球と、左側に流される球との、遊技者に
与えられる利益の大小を、特別図柄２の保留個数が満タンか否かにより切り替えることが
できる。
【０３０４】
　なお、上述の遊技状態において、普通入賞口（スルーゲート）７６５で球が検出された
ことに基づく移動板部材６４１の動作は複数の作動パターンから抽選で選択されるよう構
成しても良い。
【０３０５】
　例えば、第２の作動パターンでの動作が５％であり、残りの９５％は第４の作動パター
ンで動作するように制御しても良い。この場合、第２の作動パターンで移動板部材６４１
が動作すれば特別図柄２の抽選を獲得できるという利点があるので、移動板部材６４１に
対する注目力を向上することができる。
【０３０６】
　一方で、特別図柄２の保留個数が満タンの場合には、第４の作動パターンで動作すれば
特別図柄１の抽選を獲得できる一方で、第２の作動パターンで移動板部材６４１が動作す
ると特別図柄１，２の抽選共に獲得することができないという不利益があるので、この場
合にも移動板部材６４１に対する注目力を向上することができる。即ち、特別図柄２の保
留個数が満タンである場合も、満タンでない場合も、移動板部材６４１に対する注目力を
向上することができる。
【０３０７】
　なお、特別図柄１と特別図柄２とで同時に抽選を実行する場合において、特別図柄１の
抽選に係る変動時間を意図的に長く設定する遊技状態を構成しても良い。例えば、特別図
柄１の抽選の変動時間を常に１０分で設定することで、特別図柄１の抽選と特別図柄２の
抽選との両方が生じ得る遊技状態において、特別図柄１の抽選の結果が出る前に特別図柄
２の抽選を複数回実行することができる。これにより、特別図柄１の抽選による大当たり
が意図せず発生し、遊技者に不利益を与える可能性を低くすることができる。
【０３０８】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３０９】
　普通入賞口（スルーゲート）７６５が配設される右側の傾斜面７６１を流下する球と、
普通入賞口（スルーゲート）７６５が配設されていない左側の傾斜面７６１を流下する球
との、流下速度の均一化を図ることができる。
【０３１０】
　また、第１入賞口６４に入球した球が第２入賞口６４０側の流路に分岐される位置（例
えば、第１送球経路ＫＲ１）や、第２入賞口６４０側に落下する位置（例えば、上側球通
過孔７１３、下側球通過孔７１４）において、球の流下方向が前後方向成分を有する。こ
れにより、第２入賞口６４０への球の流下に関係が深い箇所を目立たせることができる。
【０３１１】
　また、第２入賞口６４０への経路は下側球通過孔７１４の正面側で合流することになる
が、この合流位置は移動板部材６４１から十分離れている。これにより、合流位置で衝突
した球からの負荷が移動板部材６４１に付与される事態を避けることができる。なお、上
側球通過孔７１３と下側球通過孔７１４との左右位置をずらすと共に第２入賞口６４０の
左右幅を球２個分以上に拡大することで、下側球通過孔７１４の正面側における流路の合
流を避けるようにしても良い。
【０３１２】
　また、普通入賞口（スルーゲート）７６５で球が検出されてから普通図柄の変動表示が
終了するまでに、次の球が普通入賞口（スルーゲート）７６５で検出されないように管理
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することが可能な場合を形成可能である。これにより、普通入賞口（スルーゲート）７６
５を通過した球に、その球が検出されたことにより動作制御される電動役物６４０ａをタ
イミングよく作用させることができる。
【０３１３】
　また、移動板部材６４１は、普通入賞口（スルーゲート）７６５を通過した球に対して
も、普通入賞口（スルーゲート）６６，６７を通過した球に対しても作用可能に配設され
る。これにより、移動板部材６４１の利用可能性を高めることができる。
【０３１４】
　即ち、移動板部材６４１を、第１入賞口６４への入球を狙う左打ち遊技が推奨される遊
技状態においても、普通入賞口（スルーゲート）６７への入球を狙う右打ち遊技が推奨さ
れる遊技状態においても、有効に利用することができる。なお、これは左右対称盤面に限
定された効果ではなく、例えば、非対称盤面（例えば、普通入賞口（スルーゲート）６６
が省略された構成）においても奏する効果である。
【０３１５】
　また、移動板部材６４１に乗る球の個数について、左側案内部６４５では同時に複数の
球が乗り得る一方で、右側案内部６４３に乗る球の個数を１個に限定している。これによ
り、左側案内部６４５よりも右側案内部６４３を丈夫に構成することで、移動板部材６４
１の耐久性を向上させることができる。
【０３１６】
　また、電動役物６４０ａの作動パターンを複数用意することで、異なる態様における特
別図柄の抽選の獲得パターンを作ることができる。例えば、第１入賞口６４に繰り返し入
球した場合に、特別図柄１の抽選が繰り返し獲得されるパターンと、特別図柄１の抽選と
特別図柄２の抽選とが交互に獲得されるパターンと、を切り替えることができる。
【０３１７】
　また、特別図柄の抽選の獲得パターンとして、右打ち遊技を推奨する場合において、図
らずも第１入賞口６４に入球した場合に、特別図柄１の抽選を繰り返し獲得し易いパター
ンと、シーソー部材７６２で右側に流された球については高確率で特別図柄１の抽選の獲
得が回避されるパターンと、を切り替えることができる。
【０３１８】
　次いで、図１５から図２４を参照して、第２実施形態について説明する。第１実施形態
では、経路構成装置７００により振り分けられる一方の経路を球が流下する場合に普通入
賞口（スルーゲート）７６５を球が通過する場合を説明したが、第２実施形態の振分ユニ
ット９８０では、球が振り分けられる複数の経路において球が普通入賞口（スルーゲート
）としての検出装置ＳＥ４，ＳＥ５を通過するよう構成される。なお、上述した各実施形
態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０３１９】
　図１５は、第２実施形態における遊技盤１３の分解正面斜視図である。なお、図１５で
は、ベース板６０に配設される入賞口ユニット９３０及び送球ユニット９７０以外のユニ
ットの図示が省略される。
【０３２０】
　図１５に示すように、ベース板６０には、センターフレーム８６（図２参照）が取り付
けられる中央開口の下側にベース板６０の厚み方向に貫通する貫通孔２０６０ａがルータ
加工によって形成される。
【０３２１】
　貫通孔２０６０ａは、後述する正面ユニット９４０の正面視における外形よりも若干小
さく形成され、内側に正面ユニット９４０に配設される駆動ユニット９６０及び特定入賞
口ユニット９５０が挿入される。
【０３２２】
　ベース板６０には、遊技領域（正面）側から入賞口ユニット９３０が配設され、遊技領
域と反対（背面）側から送球ユニット９７０が配設され、それぞれタッピングネジ等によ



(41) JP 2020-108464 A 2020.7.16

10

20

30

40

50

り締結固定される。なお、入賞口ユニット９３０及び送球ユニット９７０の詳細な構成に
ついては後述する。
【０３２３】
　入賞口ユニット９３０は、正面ユニット９４０と、その正面ユニット９４０の背面側に
配設される特定入賞口ユニット９５０と、その特定入賞口ユニット９５０の背面側に配設
される駆動ユニット９６０と、その駆動ユニット９６０の駆動力で上下方向に動作可能に
構成される変位部材９６６とを主に備えて形成される。なお、変位部材９６６の説明は後
述する。
【０３２４】
　特定入賞口ユニット９５０は、正面ユニット９４０に形成される特定入賞口６５ａの内
側に一部が挿入されており、特定入賞口６５ａを介して遊技球を特定入賞口ユニット９５
０の内側に送球可能とされる。
【０３２５】
　駆動ユニット９６０は、特定入賞口ユニット９５０の背面側に配設されると共に、変位
部材９６６を介して正面ユニット９４０に配設される羽部材９４５に連結される。これに
より、駆動ユニット９６０の駆動力で変位部材９６６を動作させることに伴い、羽部材９
４５を回転変位させることができる。なお、羽部材９４５の動作についての詳しい説明は
後述する。
【０３２６】
　次いで、図１６から図１８を参照して、正面ユニット９４０の詳細な説明をする。図１
６（ａ）は、正面ユニット９４０の正面図であり、図１６（ｂ）は、正面ユニット９４０
の背面図である。図１７は、正面ユニット９４０の分解正面斜視図であり、図１８は、正
面ユニット９４０の分解背面斜視図である。なお、図１６（ａ）及び図１６（ｂ）では、
羽部材９４５の外形が隠れ線で図示される。
【０３２７】
　図１６から図１８に示すように、正面ユニット９４０は、ベース板６０に締結される背
面ベース９４１と、その背面ベース９４１に遊技球の直径よりも大きい距離を隔てて配設
される正面ベース９４３と、背面ベース９４１及び正面ベース９４３の対向間に回転可能
な状態で配設される２個（一対）の羽部材９４５とを主に備えて形成される。
【０３２８】
　背面ベース９４１は、正面視における外形が上下反対向きの略Ｔ字状に形成されると共
に、所定の板厚を備える板状体から形成される。また、背面ベース９４１は、無色透明の
樹脂材料から形成されており、入賞口ユニット９３０（正面ユニット９４０）がベース板
６０に配設された状態において、背面ベース９４１を介してベース板６０の貫通孔２０６
０ａの内部を視認できる。
【０３２９】
　背面ベース９４１は、下端部に切り欠き形成される第１アウト口７１と、その第１アウ
ト口７１の上方に位置し水平方向に長い矩形状に貫通形成される特定入賞口６５ａと、そ
の特定入賞口６５ａの上方に貫通形成される第２入賞口６４０と、第１アウト口７１と反
対側の縁部（上縁部）に切り欠き形成される第１入賞口６４とを主に備える。
【０３３０】
　背面ベース９４１は、外縁部に板厚方向に貫通する貫通孔９４１ａを複数個備える。貫
通孔９４１ａは、正面側から背面側に向かって縮径する第１貫通孔９４１ａ１と、背面側
から正面側に向かって縮径する第２貫通孔９４１ａ２とから形成される。
【０３３１】
　第１貫通孔９４１ａ１は、背面ベース９４１（入賞口ユニット９３０）をベース板６０
に締結固定するためのタッピングネジを挿通する孔であり、内径がタッピングネジの螺入
部分の外径よりも大きく設定される。
【０３３２】
　また、第１貫通孔９４１ａ１は、上述したように、正面側から背面側に向かって縮径し
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て形成されるので、タッピングネジの頭部を正面側の拡径部分に収容することができる。
従って、タッピングネジの頭部が遊技領域に突出することを抑制できる。さらに、第１貫
通孔９４１ａ１の近傍には、背面ベース９４１の背面から円柱状に突出する位置決め突起
９４２ａが形成される。
【０３３３】
　位置決め突起９４２ａは、ベース板６０の貫通孔２０６０ａの周囲に形成される位置決
め孔に対応する位置に形成されると共に、位置決め孔の内径と略同一の外径に形成される
。これにより、背面ベース９４１（入賞口ユニット９３０）をベース板６０に対して位置
決めして配設できる。
【０３３４】
　第２貫通孔９４１ａ２は、背面ベース９４１と正面ベース９４３とを締結するためのネ
ジを背面ベース９４１側から挿通する孔であり、内径がネジの螺入部分の外径よりも大き
く設定される。即ち、正面ベース９４３は、背面ベース９４１の背面側からネジで締結さ
れる。この場合、正面ベース９４３の背面ベース９４１からの取り外しの作業は、入賞口
ユニット９３０をベース板６０から取り外した状態とする必要がある。従って、遊技者が
不正をして遊技盤１３の前面側（遊技領域側）から正面ベース９４３のみを取り外すこと
を抑制できる。
【０３３５】
　また、第２貫通孔９４１ａ２は、上述したように、背面側から正面側に向かって縮径し
て形成されるので、ネジの頭部を背面側の拡径部分に収容することができる。従って、背
面ベース９４１の背面側にネジの頭部が突出することを抑制できる。その結果、背面ベー
ス９４１の背面側に後述する特定入賞口ユニット９５０を配設する場合に、ネジの頭が特
定入賞口ユニット９５０に当接することを抑制できる。
【０３３６】
　背面べース９４１は、重力方向下側端部の外形が、遊技盤１３の内レール６１（図２参
照）の内縁に沿って形成される。第１アウト口７１は、切欠き底部の縁部（重力方向上側
の縁部）が内レール６１の内縁と遊技球の直径以上離間する寸法に形成される。これによ
り、遊技盤１３の前面に形成される遊技領域を流下する遊技球のうち第１入賞口６４、第
２入賞口６４０、特定入賞口６５ａ及び一般入賞口６３（図２参照）のいずれにも流入し
なかった遊技球を、第１アウト口７１を介して遊技盤１３の背面側（遊技領域の反対側）
に送球できる。
【０３３７】
　第１入賞口６４は、第１アウト口７１と反対側の端部を半円形状に切り欠いて形成され
る。また、第１入賞口６４は、その内縁の寸法が遊技球の直径よりも大きい寸法に形成さ
れる。これにより、後述する第１受部９４１ｇの内部に流入する遊技球を第１入賞口６４
を介して背面側（遊技領域の反対側（図１６（ｂ）紙面手前側）に送球できる。
【０３３８】
　第１入賞口６４の縁部には、遊技領域側（図１６（ａ）紙面手前側）に突出すると共に
カップ状に形成される第１受部９４１ｇと、遊技領域と反対側（図１６（ｂ）紙面手前側
）に断面Ｕ字状に突出する第１送球部９４２ｇとが形成される。
【０３３９】
　第１受部９４１ｇは、内側に１球分の遊技球を受け入れ可能な大きさに形成される。こ
れにより、第１受部９４１ｇ（第１入賞口６４）の重力方向上側から遊技領域を流下する
遊技球を第１受部９４１ｇの内側に流入させることができる。
【０３４０】
　また、第１受部９４１ｇは、底面が背面側に下降傾斜して形成される。これにより、第
１受部９４１ｇに流入した遊技球を第１入賞口６４を介して背面側（第１送球部９４２ｇ
側）に送球できる。
【０３４１】
　さらに、第１受部９４１ｇは、ベース板６０の短手方向（図１６左右方向）両端の上端
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部から、下側に向けて左右方向外側に傾斜して延設される案内部９４１ｇ１を備える。案
内部９４１ｇ１は、所定の厚みを備える板状体に形成されると共に、遊技領域と反対側（
背面側）の側面が、背面ベース９４１の前面側に連結される。これにより、第１受部９４
１ｇの剛性を高めることができ、流下領域を流下する遊技球が第１受部９４１ｇに衝突し
て、第１受部９４１ｇが破損することを抑制できる。
【０３４２】
　また、背面ベース９４１に第１入賞口６４、第２入賞口６４０及び特定入賞口６５を一
体に形成すると、遊技領域を流下する遊技球に変化を与える遊技釘の配置が足りなくなる
可能性があるため、遊技球の流下方向を変化させ難くなる。従って、遊技者の興趣が損な
われる恐れがあるところ、案内部９４１ｇ１に遊技球を衝突させることで、遊技球の流下
方向に変化を与えることができ、遊技者の興趣が損なわれることを抑制できる。
【０３４３】
　さらに、案内部９４１ｇ１は、背面ベース９４１の正面側を第２入賞口６４０側に向か
って流下する遊技球が衝突した場合に、その遊技球を左右方向外側に案内できる。これに
より、第２入賞口６４０に遊技球が入球する確率が過度に高くなることを防止することが
できる。
【０３４４】
　第１送球部９４２ｇは、重力方向上側が開放するＵ字に形成されており、その内縁の対
向間の距離寸法が遊技球の直径よりも大きく形成される。また、第１送球部９４２ｇは、
底面が背面側に向かって下降傾斜して形成されると共に、突出先端側が、後述する送球ユ
ニット９７０の流入口９８２ｄの縁部に当接される。これにより、第１受部９４１ｇの内
側から第１入賞口６４を介して第１送球部９４２ｇに送球される遊技球を背面側に転動さ
せて、送球ユニット９７０に送球することができる。
【０３４５】
　第１送球部９４２ｇは、突出先端の上方端部が、側面視矩形状に切り欠かれる第１凹欠
部９４２ｇ１を備える。第１凹欠部９４２ｇ１は、後述する送球ユニット９７０の第２突
起９８２ｄ１が載置される切欠きであり、第２突起９８２ｄ１の側面視形状と略同一の大
きさに凹欠される。なお、第１送球部９４２ｇ及び送球ユニット９７０の配置についての
詳しい説明は後述する。
【０３４６】
　第２入賞口６４０は、正面視において上方が湾曲した略Ｄ字状に貫通形成されると共に
、内縁が遊技球の外径よりも大きく形成される。これにより、後述する羽部材９４５の対
向間に送球される遊技球を第２入賞口６４０から背面側に送球できる。
【０３４７】
　第２入賞口６４０には、その縁部に、正面側に突出する正面側壁部９４１ｂと、背面側
に突出する第２送球部９４２ｃとが形成される。
【０３４８】
　正面側壁部９４１ｂは、ベース板６０の短手方向における第２入賞口の両側縁部に沿っ
て形成される。正面側壁部９４１ｂは、その突出先端面が後述する正面ベース９４３の送
球ガイド部９４３ｄと当接する大きさに設定される。
【０３４９】
　第２送球部９４２ｃは、第２入賞口６４０の下側縁部の両端のそれぞれに背面視略Ｌ字
に屈曲して形成される。第２送球部９４２ｃは、重力方向（図１６（ｂ）上下方向）にお
ける寸法が遊技球の半径よりも大きく設定される。これにより、後述する正面ベース９４
３の転動部９４３ａを転動する遊技球が転動部９４３ａの上面から落下することを抑制で
きる。
【０３５０】
　一対の第２送球部９４２ｃは、ベース板６０の短手方向（図１６（ｂ）左右方向）にお
ける対向間の距離寸法が後述する正面ベース９４３の転動部９４３ａのベース板６０の短
手方向（図１６（ｂ）左右方向）における長さ寸法と略同一に設定され、内側に転動部９
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４３ａが配設される。
【０３５１】
　第２送球部９４２ｃは、組立状態において変位部材９６６の内側に配置され、上下左右
方向で変位部材９６６と対向配置される。第２送球部９４２ｃの外側面間の左右幅が変位
部材９６６の第２開口９６６ｃの内側面間の左右幅よりも若干短く形成される。これによ
り、第２送球部９４２ｃにより、変位部材９６６の左右方向変位を制限することができる
。
【０３５２】
　背面ベース９４１は、第２入賞口６４０の近傍の上側（第１入賞口６４側）に、背面ベ
ース９４１の遊技領域側から遊技領域と反対側に向かって円形状に２箇所に凹設される第
１軸孔９４１ｄと、その第１軸孔９４１ｄの軸を中心に湾曲して背面ベース９４１に貫通
形成される２箇所の第１開口９４１ｅと、その２箇所の第１開口９４１ｅの対向方向外側
に位置し背面側に突設される第１ガイド壁９４２ｂと、を備えて形成される。
【０３５３】
　第１軸孔９４１ｄは、後述する羽部材９４５を軸支する軸部材９４５ａを支持可能とさ
れ、軸部材９４５ａの外径と略同一の内径に形成される。これにより、軸部材９４５ａの
一端を第１軸孔９４１ｄに挿入して支持できる。
【０３５４】
　第１開口９４１ｅは、第１軸孔９４１ｄの中心を軸とする円弧状に開口される。また、
第１開口９４１ｅは、羽部材９４５の突起９４５ｂを挿通可能とされ、羽部材９４５の回
転軸（挿通孔９４５ｃ）の径方向における突起９４５ｂの最大幅寸法よりも大きく設定さ
れる。これにより、羽部材９４５が回転した際に突起９４５ｂが第１開口９４１ｅの内面
に当接することを抑制できる。
【０３５５】
　一対の第１ガイド壁９４２ｂは、後述する変位部材９６６が変位される際に、変位部材
９６６の上下方向変位を案内する壁であり、一対の第１ガイド壁９４２ｂの対向間におけ
る距離寸法が、変位部材９６６の短手方向（左右方向）の距離寸法よりも若干大きく設定
される。
【０３５６】
　また、一対の第１ガイド壁９４２ｂは、背面視略Ｌ字に形成され、屈曲部分が互いに近
づく方向に延設される。これにより、変位部材９６６の突出部９６６ａを第１ガイド壁９
４２ｂの屈曲部分に当接させて、変位部材９６６の変位距離を規制できる。
【０３５７】
　特定入賞口６５ａは、一対の羽部材９４５の対向方向（図１６（ｂ）左右方向）に長い
矩形状に開口形成されており、その開口の内側に後述する特定入賞口ユニット９５０の開
閉板が配設される。
【０３５８】
　背面ベース９４１は、特定入賞口６５ａと第２送球部９４２ｃとの対向間に膨出する膨
出部９４２ｈと、特定入賞口６５ａの外枠から第１ガイド壁９４２ｂ側（図１６（ｂ）上
側）に突出する第２ガイド壁９４２ｄとを備える。
【０３５９】
　膨出部９４２ｈは、背面ベース９４１の背面側に膨出すると共に、特定入賞口６５ａの
外枠と第２送球部９４２ｃとに連結される。これにより、後述する変位部材９６６を背面
ベース９４１の背面側に配設した場合に、変位部材９６６と背面ベース９４１の背面との
接触面積を小さくすることができ、変位部材９６６の摩擦（摺動）抵抗を抑えることがで
きる。
【０３６０】
　第２ガイド壁９４２ｄは、変位部材９６６の下端部分の変位を案内する壁面であり、一
対の第２ガイド壁９４２ｄの対向間の距離寸法が変位部材９６６の短手方向の距離寸法よ
りも若干大きく設定される。従って、変位部材９６６を一対の第２ガイド壁９４２ｄの対
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向間に配設した場合に、変位部材９６６の下端部分の変位部材９６６の短手方向（左右方
向）への変位距離を規制できる。
【０３６１】
　従って、変位部材９６６は、上述した第２送球部９４２ｃが内側に配置されて左右方向
の変位が制限されるだけでなく、第２ガイド壁９４２ｄが外側に配置されて左右方向の変
位が制限される。これにより、変位部材９６６の左右方向変位を長期間にわたって制限す
ることができる。
【０３６２】
　背面ベース９４１は、特定入賞口６５ａの左右両端の上側縁部に下側に向かって半円状
に切り欠いて形成される第２アウト口９４１ｆを備える。第２アウト口９４１ｆは、正面
ベース９４３に形成される第３受部９４４ａに流入した遊技球をベース板６０の背面側に
送球するための切り欠きであり、遊技球の直径よりも大きい形状に形成される。
【０３６３】
　また、第２アウト口９４１ｆの縁部には、背面視略Ｕ字状に形成され背面側に突出する
第３送球部９４２ｅが形成される。これにより、第２アウト口９４１ｆの内側を介して背
面側に送球した遊技球を第３送球部９４２ｅの内側に送球できる。
【０３６４】
　第３送球部９４２ｅは、背面視Ｕ字の湾曲部分（下側部分）が背面側に突出するに従っ
て重力方向下側に傾斜して形成されており、第２アウト口９４１ｆから送球された遊技球
を背面側に転動させることができる。
【０３６５】
　背面ベース９４１は、第１開口９４１ｅの上側端部から上方に直線的に延びる形状で貫
通形成される第３貫通孔９４１ｉと、その第３貫通孔９４１ｉの上端部から左右外側へ向
けて第１軸孔９４１ｄの軸を中心とする円弧形状で貫通形成される第４貫通孔９４１ｊと
、一対の第３貫通孔９４１ｉの間に遊技球が通過可能な大きさで穿設される送球孔９４１
ｋと、その送球孔９４１ｋの下縁部を基端として背面側へ延びる転動板部９４１ｌと、を
備えて形成される。
【０３６６】
　第３貫通孔９４１ｉは、羽部材９４５の組み付け時に延設部９４５ｄ及び板状部９４５
ｅを背面側へ通すための貫通孔である。また、第４貫通孔９４１ｊは、羽部材９４５の動
作時に延設部９４５ｄの変位を許容するための貫通孔であり、正面視（軸部材９４５ａの
軸方向視）における延設部９４５ｄの変位軌跡を丸ごと含む形状で穿設される。なお、板
状部９４５ｅは背面ベース９４１を通過して背面側に配置されているので、板状部９４５
ｅの変位軌跡まで考慮することは不要である。
【０３６７】
　送球孔９４１ｋは、羽部材９４５の開放状態において板状部９４５ｅの上面を転動した
球を正面側に送球するための開口である。送球孔９４１ｋの正面側においては送球孔９４
１ｋの下方が開け放されているので（図１７及び図１８参照）、送球孔９４１ｋに正面側
から球が進入する可能性を低くすることができる。
【０３６８】
　即ち、送球孔９４１ｋの前側領域を、板状部９４５ｅの上面を転動した球と、羽状本体
９４５の上面を転動した球との合流位置として形成しながら、送球孔９４１ｋを通しての
球の流れは専ら正面側へ向く流れとすることができる。
【０３６９】
　転動板部９４１ｌは、背面側へ向けて上昇傾斜する傾斜板として形成されており、延設
先端側で乗った球を基端側（正面側）へ流下させるよう構成されている。転動板部９４１
の上面を転動して基端側まで到達した球は、送球孔９４１ｋを通って背面ベース９４１の
正面側（背面ベース９４１と正面ベース９４３との間の空間）に到達し、その後、流下す
ることになる。
【０３７０】
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　正面ベース９４３は、正面視における外形が背面ベースよりも小さい上下反対の略Ｔ字
状に形成される。また、正面ベース９４３は、無色透明な板状体から形成される。これに
より、正面ベース９４３と背面ベース９４１との対向間を流下する遊技球を遊技者に視認
させることができる。
【０３７１】
　正面ベース９４３は、上述した背面ベース９４１の第２入賞口６４０及び第２アウト口
９４１ｆのそれぞれに対応する位置に突設される第２受部９４３ｃ及び第３受部９４４ａ
を主に備えて形成される。
【０３７２】
　第２受部９４３ｃは、背面視略Ｕ字に形成され、正面視において内側に背面ベース９４
１の第２入賞口６４０が配置される。また、第２受部９４３ｃの開放側（Ｕ字の開放側）
には、後述する一対の羽部材９４５が配設される。
【０３７３】
　さらに、第２受部９４３ｃの背面ベース９４１側への突出距離は、遊技球の直径よりも
大きく設定される。よって、背面ベース９４１及び正面ベース９４３の対向間に遊技球を
送球することができると共に、遊技球が後述する一対の羽部材９４５の対向間の外側から
第２入賞口６４０に流入することを抑制できる。
【０３７４】
　また、第２受部９４３ｃは、その内縁から内側に突設される送球ガイド部９４３ｄと、
湾曲部分の内側から背面ベース側に突設される転動部９４３ａとを備える。
【０３７５】
　送球ガイド部９４３ｄは、一対の羽部材９４５の下側に一対形成される。また、一対の
送球ガイド部９４３ｄは、背面ベース９４１の正面側壁部９４１ｂと対応する位置にそれ
ぞれ形成されており、背面ベース９４１と正面ベース９４３とが組み合わされると、その
端面同士が当接される。これにより、一対の羽部材９４５の対向間に流入した遊技球を送
球ガイド部９４３ｄの対向間に送球できる。
【０３７６】
　転動部９４３ａは、一対の送球ガイド部９４３ｄの対向間の下側に形成されると共に、
上側の端面９４３ａ１が背面ベース９４１側に向かって下降傾斜して形成される。また、
上述したように、転動部９４３ａは、背面ベース９４１と正面ベース９４３とが締結され
た（組み合わされた）状態において、第２入賞口６４０の内側下端に配置されると共に、
先端が背面ベース９４１の背面側に突出される。
【０３７７】
　これにより、一対の送球ガイド部９４３ｄの対向間に送球された遊技球を転動部９４３
ａの端面９４３ａ１に送球できると共に、その遊技球を端面９４３ａ１の上部を転動させ
て、背面ベース９４１の背面側に送球できる。
【０３７８】
　また、正面ベース９４３は、第２受部９４３ｃの開口側（上側）に、背面ベース９４１
の第１軸孔９４１ｄと対向する位置に円環状に突設される円環突起９４３ｂを備える。円
環突起９４３ｂは、その内縁の第２軸孔９４３ｂ１を備え、その第２軸孔９４３ｂ１の内
側に後述する羽部材９４５を軸支する軸部材９４５ａの他端を挿入できる。上述したよう
に、軸部材９４５ａは、一端が背面ベース９４１の第１軸孔９４１ｄに挿入される。よっ
て、背面ベース９４１と正面ベース９４３との対向間に軸部材９４５ａを挟持して支持で
きる。
【０３７９】
　第３受部９４４ａは、背面視略Ｕ字形成されており、その内側に背面ベース９４１の第
２アウト口９４１ｆが配置される。これにより、遊技盤１３の遊技領域を流下する遊技球
を第３受部９４４ａの内側に流入させることができると共に、第３受部９４４ａに流入し
た遊技球を第２アウト口９４１ｆを介して背面側に送球することができる。
【０３８０】
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　羽部材９４５は、正面視において、背面ベース９４１に形成される第２入賞口６４０を
間に挟んで一対配設される。羽部材９４５は、有色の半透明材料から形成されており、正
面ベース９４３を介して遊技者から視認可能とされる。
【０３８１】
　羽部材９４５は、正面視略三角形状に形成されると共に、背面ベース９４１と正面ベー
ス９４３との対向間幅よりも厚みが小さく形成される羽状本体９４５ｍと、その羽状本体
９４５ｍの背面側から突出する突起９４５ｂと、羽状本体９４５ｍの厚み方向（背面ベー
ス９４１側から正面ベース９４３側）に貫通形成される挿通孔９４５ｃと、羽状本体９４
５ｍの端部であって挿通孔９４５ｃが配置される側とは反対側の端部から背面側へ延設さ
れる連結部９４５ｄと、その延設部９４５ｄの先端側から羽状本体９４５ｍの長手方向（
図１６（ａ）上下方向）に板状で延設される板状部９４５ｅと、を主に備える。
【０３８２】
　延設部９４５ｄ及び板状部９４５ｅは、組立状態（図１６（ａ）参照）において貫通孔
９４１ｉ，９４１ｊを通過し、振分ユニット９８０の内部において動作可能に構成される
部分であるが、詳細は後述する。
【０３８３】
　挿通孔９４５ｃは、背面ベース９４１と正面ベース９４３との対向間に支持される軸部
材９４５ａの外径よりも大きい内径に形成される。よって、背面ベース９４１と正面ベー
ス９４３とを締結（組立）する際に、挿通孔９４５ｃに軸部材９４５ａを挿通させること
で、羽部材９４５を回転可能な状態で背面ベース９４１と正面ベース９４３との対向間に
配設できる。これにより、羽部材９４５は、回転先端側が近接する閉鎖状態（図１６（ａ
）参照）と、回転先端側が左右両外側に開くように変位される開放状態とで変位可能とさ
れる。
【０３８４】
　突起９４５ｂは、後述する変位部材９６６の摺動溝９６６ａ２に挿通され、駆動ユニッ
ト９６０の駆動力が伝達される伝達部分である。突起９４５ｂは、その先端が背面ベース
９４１の第１開口９４１ｅを通って背面ベース９４１の背面側に突出して、摺動溝９６６
ａ２に挿通可能な寸法に設定される。
【０３８５】
　変位部材９６６は、正面視において上側が開放したコ字形状で形成されており、上側端
部から左右方向外側に突出する突出部９６６ａと、下側端部から背面側に膨出する膨出部
９６６ｂと、を備え、正面視略中央位置に第２開口９６６ｃが貫通形成される。
【０３８６】
　第２開口９６６ｃは、正面視における内縁の形状が第２入賞口６４０よりも大きく形成
されると共に、内側に第２入賞口６４０が配置される。これにより、第２入賞口６４０を
介して遊技領域と反対側に送球される遊技球が変位部材９６６の内縁に衝突することを抑
制できる。
【０３８７】
　突出部９６６ａは、変位部材９６６の短手方向両外側に位置すると共に長手方向に延設
される当接部９６６ａ１と、変位部材９６６の板厚方向に貫通して形成される摺動溝９６
６ａ２と、を備える。
【０３８８】
　摺動溝９６６ａ２は、内側に上述した羽部材９４５の突起９４５ｂが挿入される長孔で
あり、変位部材９６６の短手方向に長い長穴に形成される。また、摺動溝９６６ａ２は、
幅寸法が羽部材９４５の回転軸（挿通孔９４５ｃ）の径方向における突起９４５ｂの幅寸
法よりも大きく設定される。これにより、羽部材９４５が回転した際に、突起９４５ｂが
摺動溝９６６ａ２の幅方向に対向する両内面に当接して、羽部材９４５の動作が規制され
ることを抑制できる。
【０３８９】
　膨出部９６６ｂは、背面側（背面ベース９４１側）に膨出して形成されると共に、背面
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視における内側部分に横長矩形の連結孔９６６ｂ１が形成される。連結孔９６６ｂ１は、
駆動ユニット９６０の伝達部材が挿入される開口であり、内縁の形状が、伝達部材の先端
の外形よりも大きく設定される。
【０３９０】
　駆動ユニット９６０の伝達部材を介して変位部材９６６が下側位置に配置されることに
対応して、羽部材９４５は閉鎖状態とされる。一方で、駆動ユニット９６０の伝達部材を
介して変位部材９６６が上側位置に配置されることに対応して、羽部材９４５は開放状態
とされる。
【０３９１】
　次いで、図１９及び図２０を参照して、振分けユニット９８０について説明する。図１
９（ａ）は、振分けユニット９８０の正面図であり、図１９（ｂ）は、振分けユニット９
８０の背面図であり、図２０（ａ）は、図１９（ａ）のＸＸａ－ＸＸａ線における振分け
ユニット９８０の断面図であり、図２０（ｂ）は、図２０（ａ）のＸＸｂ－ＸＸｂ線にお
ける振分けユニット９８０の断面図である。
【０３９２】
　振分けユニット９８０は、背面ベース９８５と、その背面ベース９８５の遊技者側に配
設される正面ベース９８１と、その正面ベース９８１と背面ベースとの間に回転可能な状
態で配設される振分け部９８３と、を主に備えて形成される。なお、振分け部９８３は、
第１実施形態におけるシーソー部材７６２に対応する部材である。
【０３９３】
　背面ベース９８５は、有色半透明（本実施形態では、青色）の樹脂材料から形成され、
板状体に形成されるベース部９８５ａと、そのベース部９８５ａの厚み方向に貫通する複
数の開口（開口９８５ｂ～９８５ｇ）と、その複数の開口の上側に凹設される凹部９８５
ｈと、その凹部９８５ｈの反対面から突出する収容部９８６ｂとを主に備えて形成される
。
【０３９４】
　ベース部９８５ａは、正面視縦長矩形に形成され、その外縁部に円形状に貫通する複数
の締結孔９８６ｃ及び９８６ｄと、を備えて形成される。締結孔９８６ｃは、後述する正
面ベース９８１を挿通したネジを螺合する孔である。これにより、正面ベース９８１及び
背面ベース９８５を締結固定することができる。また、締結孔９８６ｄは、後述する通路
ユニット９９０を挿通するネジを螺合する孔である。これにより、背面ベース９８５（振
分けユニット９８０）及び通路ユニット９９０を締結固定することができる。
【０３９５】
　凹部９８５ｈは、ベース部９８５ａの短手方向（左右方向）略中央位置において正面ベ
ース９８１側から背面側に向かって凹設される。また、凹部９８５ｈは、内側に後述する
振分け部９８３の一部を収容可能な大きさに形成されると共に、底面に円環状に突出する
軸受部９８５ｊを備える。軸受部９８５ｊは、振分け部９８３を軸支する軸部材９８８ａ
の一端が挿入される孔であり、軸部材９８８ａの外径よりも大きい内径に形成される。
【０３９６】
　開口９８５ｂ及び開口９８５ｃは、それぞれベース部９８５ａの短手方向両端部に形成
されるとともに、内縁の寸法が遊技球の直径よりも大きく設定される。また、開口９８５
ｂ及び開口９８５ｃは、下側内面が正面ベース９８１側と反対側に向かうにつれて下降傾
斜して形成される。これにより、正面ベース９８１側から流入する遊技球を正面ベース９
８１の反対側（背面側）に転動させることができる。
【０３９７】
　開口９８５ｅは、左右中央位置よりも開口９８５ｂ側に形成され、開口９８５ｆは、左
右中央位置よりも開口９８５ｃ側に形成される。以下において、開口９８５ｅ，９８５ｆ
では同様の構成が採用されるので、第２通路ＴＲ２を流下した球を受け入れ可能な開口９
８５ｆのについて詳細な説明を行い、第１通路ＴＲ１を流下した球を受け入れ可能な開口
９８５ｅの説明は省略する。
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【０３９８】
　開口９８５ｆは、正面ベース９８１側に開口する空間の流入通路９８５ｆ１と、正面ベ
ース９８１側と反対側に開口する空間の排出通路９８５ｆ３と、重力方向に延設され流入
通路９８５ｆ１及び排出通路９８５ｆ３を連結する中間通路９８５ｆ２と、その中間通路
９８５ｆ２において遊技球の送球方向（重力方向）と略直交する方向に凹設される凹設部
９８５ｆ４と、を主に備えて形成される（図１９（ｂ）及び図２０（ａ）参照）。
【０３９９】
　流入通路９８５ｆ１は、後述する正面ベース９８１と背面ベース９８５との対向間に形
成される第２通路ＴＲ２に連結されると共に、遊技球が通過可能な大きさに形成される。
これにより、第２通路ＴＲ２を流下する遊技球を流入通路９８５ｆ１に流入させることが
できる。
【０４００】
　中間通路９８５ｆ２は、重力方向に延設して形成され、上側が流入通路９８５ｆ１に連
通されると共に、遊技球が通過可能な大きさに形成される。これにより、流入通路９８５
ｆ１を通過する遊技球を中間通路９８５ｆ２に流入させることができる。
【０４０１】
　凹設部９８５ｆ４は、その内側に後述する検出装置ＳＥ３を配設するための切り欠きで
あり、背面視において検出装置ＳＥ３の外形と略同一に設定される。これにより、検出装
置ＳＥ３をベース部９８５ａの背面側（正面ベース９８１と反対側）から挿入して配設す
ることができる。
【０４０２】
　検出装置ＳＥ３は、遊技球の通過を検知する装置であり、その厚み方向に遊技球よりも
若干大きい内径の検出孔ＳＥ１ａが貫通形成される。検出孔ＳＥ１ａは、検出装置ＳＥ３
の長手方向の一方に偏って形成されており、検出孔ＳＥ１ａが形成されていない長手方向
の他方に検出装置ＳＥ１を制御する検出基板ＳＥ１ｂが配設される。
【０４０３】
　また、検出装置ＳＥ３は、検出孔ＳＥ１ａの軸方向が中間通路９８５ｆ２の延設方向に
平行に設定されると共に、検出孔ＳＥ１ａの内部空間と中間通路９８５ｆ２の空間とが略
一致する位置に配置される。これにより、遊技球が中間通路９８５ｆ２の上側から流下す
る場合に、検出装置ＳＥ３の検出孔ＳＥ１ａを通過させることができる。これにより、第
２通路ＴＲ２を通過する遊技球を検出することができる。
【０４０４】
　また、検出装置ＳＥ３は、検出孔ＳＥ１ａの軸方向が重力方向と平行に形成されるので
、遊技球を検出孔ＳＥ１ａに送球する際に、遊技球の自重を利用しやすくできる。その結
果、遊技球が中間通路９８５ｆ２及び検出孔ＳＥ１ａとの連結部分に引っ掛ることを抑制
できる。
【０４０５】
　凹設部９８５ｆ４は、流入通路９８５ｆ１及び排出通路９８５ｆ３の空間と連なって形
成される。即ち、中間通路９８５ｆ２は、検出装置ＳＥ３を利用して形成される。これに
より、中間通路９８５ｆ２の重力方向の長さ寸法が大きくなることを抑制できる。その結
果、背面ベース９８５が重力方向に大型化することを抑制できる。
【０４０６】
　排出通路９８５ｆ３は、中間通路９８５ｆ２の下側に連結されると共に、遊技球が通過
可能な大きさに形成される。また、排出通路９８５ｆ３は、振分けユニット９８０及び通
路ユニット９９０が組み合わされた状態において、通路ユニット９９０の挿通孔に連結さ
れる。これにより、中間通路９８５ｆ２を通過する遊技球を、排出通路９８５ｆ３に流入
させることができると共に、その空間を通過させて通路ユニット９９０に送球できる。
【０４０７】
　開口９８５ｇは、左右中央位置における背面ベース９８５の下端部に形成される。また
、開口９８５ｇは、下側の内面が正面ベース９８１側と反対側に向かって下降傾斜して形
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成される。これにより、正面ベース９８１側から流入する遊技球を正面ベース９８１と反
対側に転動させることができる。
【０４０８】
　流入通路９８５ｆ１は、後述する正面ベース９８１と背面ベース９８５との対向間に形
成される第２通路ＴＲ２に連結されると共に、遊技球が通過可能な大きさに形成される。
これにより、第２通路ＴＲ２を流下する遊技球を流入通路９８５ｆ１に流入させることが
できる。
【０４０９】
　収容部９８６ｂは、一対の半円環体から形成される。また、収容部９８６ｂは、後述す
る磁性体９８８ｂを内側に収容する部分であり、その内径が、円柱体に形成される磁性体
９８８ｂの外径と略同一に設定される。また、収容部９８６ｂの突設寸法は、磁性体９８
８ｂの軸方向寸法よりも大きく設定される。これにより、収容部９８６ｂの内側に磁性体
９８８ｂを収容できる。また、収容部９８６ｂは、一対の半円環体から形成されるので、
磁性体９８８ｂの外径が製造の誤差により微小に大きく形成された場合でも、一対の半円
環体を弾性変形させて磁性体９８８ｂを配設できる。
【０４１０】
　磁性体９８８ｂは、磁石から形成されており、収容部９８６ｂに配設されることで、ベ
ース部９８５ａを介して正面ベース９８１側に磁界を発生させることができる。これによ
り、後述する振分け部９８３に配設される磁性体９８８ｃを反発させて振分け部９８３を
変位させやすくできる。
【０４１１】
　背面ベース９８５は、後述する第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２に検出装置ＳＥ４，
ＳＥ５を配置するための切り欠きである開口部９８５ｋが、背面視において検出装置ＳＥ
４，ＳＥ５の外形と略同一の形状で形成される。これにより、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５を
ベース部９８５ａの背面側（正面ベース９８１と反対側）から挿入して配設することがで
きる。なお、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５の構造は検出装置ＳＥ３の構造として上述したもの
と同様なので、説明は省略する。
【０４１２】
　また、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５は、検出孔ＳＥ１ａの軸方向が第１通路ＴＲ１及び第２
通路ＴＲ２の延設方向に平行に設定されると共に、検出孔ＳＥ１ａの内部空間と第１通路
ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２の空間とが略一致する位置に配置される。
【０４１３】
　これにより、遊技球が第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２の上側から流下する場合に、
検出装置ＳＥ４，ＳＥ５の検出孔ＳＥ１ａを通過させることができる。これにより、第１
通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２を通過する遊技球を検出することができる。
【０４１４】
　また、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５は、検出孔ＳＥ１ａの軸方向が重力方向と平行に形成さ
れるので、遊技球を検出孔ＳＥ１ａに送球する際に、遊技球の自重を利用しやすくできる
。その結果、遊技球が第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２と検出孔ＳＥ１ａとの連結部分
に引っ掛ることを抑制できる。
【０４１５】
　検出装置ＳＥ４，ＳＥ５は、検出孔ＳＥ１ａに球が通過したと検出された場合に普通図
柄（第２図柄）の抽選が行われる装置として構成される。
【０４１６】
　開口部９８５ｋは、第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２の空間と連なって形成される。
即ち、第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２は、検出装置ＳＥ３を利用して形成される。こ
れにより、第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２の重力方向の長さ寸法が大きくなることを
抑制できる。その結果、背面ベース９８５が重力方向に大型化することを抑制できる。
【０４１７】
　正面ベース９８１は、有色半透明（本実施形態では、青色）の樹脂材料から形成される
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。また、正面ベース９８１は、正面視において背面ベース９８５よりも大きい略矩形状に
形成されると共に、ベース板９８１ａとそのベース板９８１ａから遊技者側（背面ベース
９８５の反対側）に膨出する膨出部９８２と、を主に備えて形成される。
【０４１８】
　ベース板９８１ａは、正面視略矩形状の板部材に形成され、その外周縁部に板厚方向に
貫通する複数の挿通孔９８１ｇと、背面ベース９８５側に向けて突設される第１ガイド壁
９８１ｆと、膨出部９８２の重力方向一側（重力方向下側）に板厚方向に貫通する貫通孔
９８１ｃとを主に備えて形成される。
【０４１９】
　挿通孔９８１ｇは、組み立て状態の送球ユニット９７０をベース板６０（図１５参照）
に締結するネジ（図示しない）を挿通する孔であり、ネジの先端部分の外径よりも大きい
内径に設定される。
【０４２０】
　第１ガイド壁９８１ｆは、半円の円環形状に形成されると共に、後述する膨出部９８２
を間に挟む状態で短手方向に一対形成される。また、第１ガイド壁９８１ｆは、半円の開
放部分をベース板９８１ａの短手方向略中央側に向けて形成される。
【０４２１】
　貫通孔９８１ｃは、一辺が遊技球の直径よりも大きい正方形に貫通形成される。また、
貫通孔９８１ｃは、その縁部に沿って正面側に立設される側壁部９８１ｂを備えて形成さ
れる。
【０４２２】
　また、貫通孔９８１ｃは、上述した入賞口ユニット９３０の第２入賞口６４０に連通す
る部分であり、入賞口ユニット９３０及び送球ユニット９７０がベース板６０に装着され
た状態において、第２入賞口６４０に流入した遊技球の転動方向と重なる位置に形成され
る。
【０４２３】
　側壁部９８１ｂは、入賞口ユニット９３０及び送球ユニット９７０がベース板６０に装
着された状態において、立設先端面が入賞口ユニット９３０の第２送球部９４２ｃ（図１
８参照）と当接する寸法に形成される。また、側壁部９８１ｂは、下側の内面の転動面９
８１ｃ１が、転動部９４３ａの端面９４３ａ１（図１８参照）よりも下側に位置されると
共に、背面ベース９８５側に向かって下降傾斜して形成される。
【０４２４】
　膨出部９８２は、ベース板９８１ａから膨出するドーム状に形成されると共に、その内
側に遊技球を挿通可能な大きさに設定され、その内側に流入口９８２ｄから流入される遊
技球が通過する送球通路ＴＲ０と、その送球通路ＴＲ０から分岐する第１通路ＴＲ１及び
第２通路ＴＲ２とを備えて形成される。
【０４２５】
　膨出部９８２は、正面視縦長矩形に形成されると共に、上端部を切り欠いて形成される
流入口９８２ｄと、正面視略左右中央位置において背面ベース９８５側に向かって延びる
壁状に形成される立設壁９８２ａと、重力方向下の複数箇所において遊技球を背面側へ送
球可能な湾曲面として形成される凹部９８２ｅ～９８２ｊとを主に備えて形成される。
【０４２６】
　また、膨出部９８２は、立設壁９８２ａの下側において前後方向で穿設される送球開口
９８２ｋと、その送球開口９８２ｋの左右両側において前後方向に縦長矩形状で穿設され
る挿通開口９８２ｌと、その挿通開口９８２ｌの上端部から左右外側に延設される形状で
穿設される回転許容開口９８２ｍと、を備える。
【０４２７】
　流入口９８２ｄは、正面視略Ｕ字状に切り欠き形成される。また、流入口９８２ｄは、
入賞口ユニット９３０及び送球ユニット９７０がベース板６０に装着された状態において
、内縁部分が、入賞口ユニット９３０の第１入賞口６４に流入した遊技球の転動方向と重
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なる位置に形成される。
【０４２８】
　また、流入口９８２ｄは、上側縁部に背面ベース９８５側と反対側に突出する第２突起
９８２ｄ１を備える。第２突起９８２ｄ１は、上述した入賞口ユニット９３０の第１凹欠
部９４２ｇ１（図１８参照）の内縁形状に形成されており、入賞口ユニット９３０及び送
球ユニット９７０がベース板６０に配設された場合に、第１凹欠部９４２ｇ１の内縁に第
２突起９８２ｄ１が当接される。
【０４２９】
　また、第２突起９８２ｄ１から流入口９８２ｄの下側端面までの距離寸法Ｌ１４（図１
９（ａ）参照）は、第１凹欠部９４２ｇ１の内縁から第１送球部９４２ｇの下側内縁まで
の距離寸法Ｌ１５（図１６（ｂ）参照）までの距離寸法よりも大きく設定される。これに
より、第１入賞口６４を介して第１送球部９４２ｇに送球された遊技球が、流入口９８２
ｄに流入する際に、流入口９８２ｄ（膨出部９８２）と第１送球部９４２ｇとの間に挟ま
りにくくできる。
【０４３０】
　立設壁９８２ａは、正面視において膨出部９８２の外縁形状と所定の間隔を隔てる矩形
状に形成される。また、立設壁９８２ａは、流入口９８２ｄの下側に形成されると共に、
上側に立設方向視三角形状に形成される当接部９８２ａ１を備えて形成される。
【０４３１】
　立設壁９８２ａは、膨出部９８２の外周部分の内縁との水平方向間隔が遊技球の直径よ
りも大きく設定されており、その対向間に遊技球が通過可能な空間の第１通路ＴＲ１及び
第２通路ＴＲ２が形成される。
【０４３２】
　第１通路ＴＲ１及び第２通路ＴＲ２は、後述する振分け部９８３の下流側に形成されて
おり、振分け部９８３を通過する遊技球がどちらかに送球される。振分け部９８３は、流
入口９８２ｄに流入する遊技球を、第１通路ＴＲ１及び第２通路ＴＲ２に交互に送球可能
に設定される。これにより、第１入賞口６４に流入する遊技球の送球が単調になることを
抑制できる。その結果、遊技者の興趣が損なわれることを抑制できる。
【０４３３】
　立設壁９８２ａの上側には、膨出部９８２の内側面から背面ベース９８５側に円環状に
突出する軸受部９８２ｃが形成される。軸受部９８２ｃは、後述する振分け部９８３を軸
支する軸部材９８８ａの他端側を支持する部分であり、内径が軸部材９８８ａの外径と略
同一に設定される。よって、軸部材９８８ａを軸受部９８２ｃに挿入することで、軸部材
９８８ａの他端側を支持できる。
【０４３４】
　また、上述したように、軸部材９８８ａの一端側は、背面ベース９８５の軸受部９８５
ｊに挿入されるので、正面ベース９８１及び背面ベース９８５を組み合わせる際に、軸部
材９８８ａの一端を軸受部９８５ｊに挿入すると共に、軸部材９８８ａの他端側を軸受部
９８２ｃに挿入することで、軸部材９８８ａを正面ベース９８１及び背面ベース９８５の
間に支持できる。
【０４３５】
　当接部９８２ａ１は、後述する振分け部９８３の回転軌跡上に形成されており、振分け
部９８３の作用部９８３ａが当接することで、振分け部９８３の回転変位量が規制される
。
【０４３６】
　凹部９８２ｅ及び凹部９８２ｆは、膨出部９８２の下側の内側面から第１通路ＴＲ１及
び第２通路ＴＲ２の延設方向と略直交する方向に凹設される。また、凹部９８２ｅ及び凹
部９８２ｆの内側には、第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２と連通する空間の第１分岐通
路ＢＫ１又は第２分岐通路ＢＫ２が形成される。
【０４３７】
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　第１分岐通路ＢＫ１は、正面ベース９８１及び背面ベース９８５が組み合わされた状態
において背面ベース９８５の開口９８５ｂと連通される。従って、第１分岐通路ＢＫ１は
、第１通路ＴＲ１を流下する遊技球を受け入れ可能に形成されると共に、その受け入れた
遊技球を背面ベース９８５の開口９８５ｂに流入可能とされる。
【０４３８】
　第２分岐通路ＢＫ２は、正面ベース９８１及び背面ベース９８５が組み合わされた状態
において背面ベース９８５の開口９８５ｃと連通される。従って、第２分岐通路ＢＫ２は
、第２通路ＴＲ２を流下する遊技球を受け入れ可能に形成されると共に、その受け入れた
遊技球を背面ベース９８５の開口９８５ｃに流入可能とされる。
【０４３９】
　第１分岐通路ＢＫ１又は第２分岐通路ＢＫ２に案内された球は、図示しない球排出路へ
と案内される。即ち、第１分岐通路ＢＫ１又は第２分岐通路ＢＫ２に案内された球は、第
１アウト口７１に流入した球と同様、いかなる利益を遊技者に与えることなく排出される
。
【０４４０】
　なお、第１分岐通路ＢＫ１又は第２分岐通路ＢＫ２に案内された球により遊技者に与え
られる利益については、種々の変更が可能である。例えば、予め設定された個数の賞球が
払い出される利益として設計しても良いし、普通図柄の抽選や大当たり抽選を行うための
検出装置に球が検出されることで得られる利益として設計しても良い。
【０４４１】
　凹部９８２ｈ及び凹部９８２ｊは、膨出部９８２の下側の内側面から第１通路ＴＲ１及
び第２通路ＴＲ２の延設方向に凹設される。即ち、第１通路ＴＲ１及び第２通路ＴＲ２は
、凹部９８２ｈ及び凹部９８２ｊの分、下側に延設される。
【０４４２】
　第１通路ＴＲ１は、正面ベース９８１及び背面ベース９８５が組み合わされた状態にお
いて背面ベース９８５の開口９８５ｅと連通される。従って、第１通路ＴＲ１は、流入口
９８２ｄに流入した遊技球が流入されると共に、その流入された遊技球を背面ベース９８
５の開口９８５ｅに流入可能とされる。
【０４４３】
　第２通路ＴＲ２は、正面ベース９８１及び背面ベース９８５が組み合わされた状態にお
いて背面ベース９８５の開口９８５ｆと連通される。従って、第２通路ＴＲ２は、流入口
９８２ｄに流入した遊技球が流入されると共に、その流入された遊技球を背面ベース９８
５の開口９８５ｆに流入可能とされる。
【０４４４】
　送球開口９８２ｋは、凹部９８２ｈ及び凹部９８２ｊの間に形成される。また、送球開
口９８２ｋの内側には、第１通路ＴＲ１及び第２通路ＴＲ２と連通する空間の第３分岐通
路ＢＫ３が形成される。よって、第１通路ＴＲ１及び第２通路ＴＲ２に連通する第３分岐
通路ＢＫ３が、第１通路ＴＲ１及び第２通路ＴＲ２の間に形成されるので、振分けユニッ
ト９８０の小型化を図ることができる。
【０４４５】
　第３分岐通路ＢＫ３の下側に形成される転動面９８２ｇは、正面側に向けて下降傾斜す
る傾斜面として形成される。これにより、第３分岐通路ＢＫ３は、正面ベース９８１及び
背面ベース９８５が組み合わされた状態において、正面ベース９８１の背面側を流下した
遊技球が正面ベース９８１の正面側に通過可能となる通路となる。
【０４４６】
　本実施形態では、第３分岐通路ＢＫ３は、第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２を流下す
る遊技球を受け入れ可能に形成されており、その受け入れた遊技球は、送球開口９８２ｋ
及び送球孔９４１ｋ（図１６（ａ）参照）を通して正面側へ流れ、第２入賞口６４０に入
球可能となるように構成されている。
【０４４７】



(54) JP 2020-108464 A 2020.7.16

10

20

30

40

50

　膨出部９８２の傾斜部９８２ｂは、膨出部９８２の下側に形成されると共に、下側に向
かって背面ベース９８５側に傾斜して延設される。また、傾斜部９８２ｂは、正面ベース
９８１及び背面ベース９８５を組み合わせた状態において、膨出部９８２の左右幅方向に
亘って形成される。
【０４４８】
　これにより、第１通路ＴＲ１、第２通路ＴＲ２、第１分岐通路ＢＫ１及び第２分岐通路
ＢＫ２を流下する遊技球を傾斜部９８２ｂに当接させることで、流下する遊技球を開口９
８５ｂ～９８５ｆ側（背面側）に案内して開口９８５ｂ～９８５ｆに流入させ易くできる
。
【０４４９】
　一方、第３分岐通路ＢＫ３を流下する遊技球を転動面９８２ｇに当接させることで、流
下する遊技球を送球開口９８２ｋ側（正面側）に案内して、送球開口９８２ｋに流入させ
易くすることができる。
【０４５０】
　転動面９８２ｇは、正面視で左右対称形状ではなく、左側部の方が右側部よりも下側に
形成されることで左右非対称形状とされる。これにより、第３分岐通路ＢＫ３に左右から
同時に球が到達した場合に第３分岐通路ＢＫ３において球が左右に並ぶことを避け易くす
ることができ、球の並ぶ方向（直列方向）が上下方向成分を有するようにすることができ
る。これにより、第３分岐通路ＢＫ３で球詰まりが生じることを避け易くすることができ
、球詰まりと関連して羽部材９４５が動作不能となる事態を避けることができる。
【０４５１】
　挿通開口９８２ｌは、ベース部材６０に入賞口ユニット９３０及び送球ユニット９７０
を組み付ける際に、羽部材９４５の延設部９４５ｄ及び板状部９４５ｅを膨出部９８２の
背面側へ挿通させるための開口である。
【０４５２】
　即ち、入賞口ユニット９３０の組立状態において背面ベース９４１の第３貫通孔９４１
ｉに挿通され背面側に張り出した延設部９４５ｄ及び板状部９４５ｅ（図１６（ｂ）参照
）は、送球ユニット９７０の挿通開口９８２ｌにも挿通され、延設部９４５ｄが挿通開口
９８２ｌを貫いている状態で、膨出部９８２の背面側に板状部９４５ｅが配置される。
【０４５３】
　回転許容開口９８２ｍは、膨出部９８２を貫いている延設部９４５ｄの変位が規制され
ることを避けるために必要となる範囲に貫通形成される開口である。回転許容開口９８２
ｍが最小限の大きさ（遊技球の直径よりも小さな幅）で形成されることにより、回転許容
開口９８２ｍを通して遊技球が正面側に送球されることを避けることができる。次いで、
図２１を参照して羽部材９４５の開閉動作に伴う板状部９４５ｅの変位について説明する
。
【０４５４】
　図２１（ａ）及び図２１（ｂ）は、図２０（ａ）のＸＸｂ－ＸＸｂ線における振分けユ
ニット９８０の断面図である。図２１（ａ）では、閉鎖状態における羽部材９４５（板状
部９４５ｅ）が図示され、図２１（ｂ）では、開放状態における羽部材９４５（板状部９
４５ｅ）が図示される。
【０４５５】
　図２１（ａ）に示すように、羽部材９４５の閉鎖状態では、第１通路ＴＲ１及び第２通
路ＴＲ２から退避されており、第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２を流下する球は開口９
８５ｅ，９８５ｆに流される。そのため、第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２を流下した
球が第３分岐通路ＢＫ３側に案内されることの防止を図ることができる。
【０４５６】
　図２１（ｂ）に示すように、羽部材９４５の開放状態では、第１通路ＴＲ１及び第２通
路ＴＲ２に板状部９４５ｅが進入しており、第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２を流下す
る球は第３分岐通路ＢＫ３側に流される。そのため、第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２
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を流下した球が開口９８５ｅ，９８５ｆに案内されることの防止を図ることができる。
【０４５７】
　即ち、羽部材９４５は、開放状態と閉鎖状態とで切り替えられることで、第１通路ＴＲ
１又は第２通路ＴＲ２を流下する球が案内される側を切り替え可能に構成される。換言す
れば、羽部材９４５は、羽状本体９４５ｍ（図１７参照）が配置される背面ベース９４１
と正面ベース９４３との間の領域を流下する球の案内方向を切り替えるように作用するの
みならず、板状部９４５ｅが配置される振分ユニット９８０の内部領域を流下する球の案
内方向を切り替えるように作用する。
【０４５８】
　球が上流分岐位置ＢＫ０に到達した直後に羽部材９４５が開閉動作する場合について説
明する。上流分岐位置ＢＫ０は、流下する球が羽部材９４５の作用を受ける位置の直前の
位置として設定される。羽部材９４５の開放状態において球が上流分岐位置ＢＫ０に到達
した直後に、羽部材９４５が閉鎖状態へ向けて開閉動作すると、球は板状部９４５ｅによ
り第３分岐通路ＢＫ３側に押し込まれる。
【０４５９】
　一方で、羽部材９４５の閉鎖状態において球が上流分岐位置ＢＫ０に到達した直後に、
羽部材９４５が開放状態へ向けて開閉動作すると、球は開口９８５ｅ，９８５ｆに案内さ
れるか、第１分岐通路ＢＫ１又は第２分岐通路ＢＫ２に案内される。
【０４６０】
　このように、羽部材９４５の動作方向側が閉塞されることなく、動作方向側に球を案内
可能な程度の空間が形成されるので、羽部材９４５と膨出部９８２との間で球が挟まるこ
とで球詰まりが生じる事態の発生を回避し易くすることができる。
【０４６１】
　開口９８５ｅ，９８５ｆに案内された場合には、球は検出装置ＳＥ３に検出されること
で特別図柄１の抽選を獲得可能であり、賞球の払い出しの利益を受けることができるが、
第１分岐通路ＢＫ１又は第２分岐通路ＢＫ２に案内された場合には、特別図柄１の抽選も
、賞球の払い出しの利益も、得ることはできない。
【０４６２】
　従って、羽部材９４５が閉鎖状態の時に上流分岐位置ＢＫ０に球が到達した場合には、
その直後に羽部材９４５が開閉動作することにより遊技者が不利益を受ける可能性がある
。そのため、上流分岐位置ＢＫ０及び羽部材９４５に対する注目力を向上することができ
る。
【０４６３】
　図２１（ｂ）に示すように、羽部材９４５及び羽状部９４５ｅは左右対称形状で構成さ
れるので、第１通路ＴＲ１で流下した球と、第２通路ＴＲ２で流下した球とで、羽部材９
４５による拾い易さに差は生じないようにすることができる。なお、左右から同時に球が
案内された場合における球詰まりの防止は、第３分岐通路ＢＫ３の転動面としての転動面
９８２ｇの形状を上述したように左右非対称とすることにより図っている。
【０４６４】
　図１９及び図２０に戻って説明する。振分け部９８３は、正面ベース９８１及び背面ベ
ース９８５の対向間の寸法よりも若干小さい厚みに設定されると共に、正面視略Ｔ字状に
形成される。また、振分け部９８３は、Ｔ字状の一辺側の作用部９８３ａと、その作用部
９８３ａの延設方向略中央位置から突出する中間板９８３ｂと、作用部９８３ａ及び中間
板９８３ｂの連結部分に貫通される貫通孔９８３ｃと、その貫通孔９８３ｃの軸を中心に
円形状に膨出する当接部９８３ｄと、作用部９８３ａ及び中間板９８３ｂの背面ベース９
８５側に連結して形成される壁部９８３ｅとを主に備えて形成される。
【０４６５】
　貫通孔９８３ｃは、正面ベース９８１及び背面ベース９８５の対向間に支持される軸部
材９８８ａが挿入される孔であり、軸部材９８８ａの外径よりも若干大きく形成される。
これにより、正面ベース９８１及び背面ベース９８５を組み上げる場合に、軸部材９８８
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ａを振分け部９８３の貫通孔９８３ｃに挿入した状態とすることで、振分け部９８３が回
転可能な状態で正面ベース９８１及び背面ベース９８５の対向間に配設される。
【０４６６】
　中間板９８３ｂは、貫通孔９８３ｃの径方向外側に向かって延設して形成されると共に
、振分け部９８３の変位が一方または他方に回転して規制された状態において、その先端
から中間板９８３ｂの内側までの離間距離Ｌ１７（図２０（ｂ）参照）が遊技球の直径よ
りも小さい寸法とされる。これにより、遊技球の送球が第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ
２の一方または他方のどちらかに規制される。
【０４６７】
　また、中間板９８３ｂは、振分け部９８３が貫通孔９８３ｃを中心に回転されることで
、第１通路ＴＲ１の一方に遊技球の送球を規制した状態から第２通路ＴＲ２の他方に遊技
球の送球を規制した状態に切り換えられる。
【０４６８】
　作用部９８３ａは、正面視において中間板９８３ｂの延設方向と略直交する方向に延設
して形成される。また、作用部９８３ａは、当接部９８３ｄとの連結位置が、中間板９８
３ｂの当接部９８３ｄとの連結位置よりも下側に設定される。これにより、流入口９８２
ｄを介して振分け部９８３に送球される遊技球は、作用部９８３ａ側に荷重をかけた状態
とされる。その結果、振分け部９８３は、貫通孔９８３ｃを中心に回転変位される。
【０４６９】
　壁部９８３ｅは、作用部９８３ａ及び中間板９８３ｂに連結されると共に、貫通孔９８
３ｃの軸方向視において略半円状の板状に形成される。壁部９８３ｅは、貫通孔９８３ｃ
の軸と直交する方向において作用部９８３ａ及び中間板９８３ｂよりも外側に突出して形
成されると共に、厚み寸法が上述した背面ベース９８５の凹部９８５ｈの凹設寸法よりも
小さく設定される。
【０４７０】
　よって、背面ベース９８５及び正面ベース９８１の対向間に振分け部９８３を配設した
状態において、凹部９８５ｈの内部に壁部９８３ｅを配置できる。これにより、流入口９
８２ｄから振分けユニット９８０の内部に送球される遊技球が、凹部９８５ｈの内部に引
っ掛ることで、その遊技球の流下が阻害されることを抑制できる。
【０４７１】
　また、壁部９８３ｅは、中間板９８３ｂの背面側であって、貫通孔９８３ｃから径方向
外側端部に、中間板９８３ｂ側に向かって凹設される収容部９８３ｅ１を備える。収容部
９８３ｅ１は、円柱状体に形成される磁性体９８８ｃを内側に収容する部分であり、磁性
体９８８ｃの外径と略同一の内径の円形に凹設される。また、収容部９８３ｅ１は、背面
ベース９８５側から正面ベース９８１側に向かって凹設されており、磁性体９８８ｃが背
面ベース９８５側から内部に収容される。
【０４７２】
　磁性体９８８ｃは、磁石から形成されており、背面ベース９８５に配設される磁性体９
８８ｂと反発する状態で配設される。これにより、振分け部９８３は、磁性体９８８ｃが
背面ベース９８５に配設される磁性体９８８ｂから磁力が作用されて、貫通孔９８３ｃを
軸に回転して作用部９８３ａの延設方向を一方または他方に傾いた状態にできる。
【０４７３】
　また、磁性体９８８ｃと磁性体９８８ｂとが反発される状態に配設されると共に、収容
部９８３ｅ１が正面側に向かって凹設されるので、収容部９８３ｅ１に挿入する磁性体９
８８ｃが収容部９８３ｅ１から抜け出ることを抑制できる。即ち、収容部９８３ｅ１に挿
入される磁性体９８８ｃを係止する部分を必要としないので、振分け部９８３の構造を簡
易にできると共に、振分け部９８３への磁性体９８８ｃの配設を簡易にできる。
【０４７４】
　なお、磁性体９８８ｂ及び磁性体９８８ｃの磁力は、遊技球の荷重よりも小さい磁着力
に設定される。これにより、振分けユニット９８０の内側を送球される遊技球が磁性体９
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８８ｂ及び磁性体９８８ｃに磁着して、振分けユニット９８０の内側に停滞することを抑
制できる。
【０４７５】
　次いで、駆動ユニット９６０の駆動による羽部材９４５の作動パターンについて説明す
る。まず、図２１を参照して、第１入賞口６４に入球した球の流下に要する時間の関係に
ついて説明する。
【０４７６】
　第１入賞口６４に入球した球は、送球通路ＴＲ０に到達した後、振分け部９８３を傾倒
動作させて左右片側に流下される。この傾倒動作は、図８（ａ）及び図８（ｂ）において
シーソー部材７６２の動作として説明した内容と重複するので説明は省略するが、本実施
形態では、その傾倒動作に要する時間を十分長く確保する目的で、磁性体９８８ｂ，９８
８ｃの磁力が大きくなるように設計している。即ち、本実施形態では、振分け部９８３の
傾倒動作（図８（ａ）に示す状態から図８（ｂ）に示す状態までの動作）に少なくとも０
．８秒かかるように設計されている。
【０４７７】
　振分け部９６３の傾倒動作後、球が送球通路ＴＲ０から第１通路ＴＲ１側に流れた場合
、その球が検出装置ＳＥ４に検出されるまでに０．４秒間要するように通路が設計される
。また、振分け部９６３の傾倒動作後、球が送球通路ＴＲ０から第２通路ＴＲ２側に流れ
た場合、その球が検出装置ＳＥ５に検出されるまでに０．２秒間要するように通路が設計
される。即ち、検出センサＳＥ４と検出センサＳＥ５との上下方向の距離は、球の流下速
度で０．２秒間を要する距離として設定される。
【０４７８】
　流下する球が羽部材９４５の作用を受ける直前の位置として、上流分岐位置ＢＫ０が左
右一対で設定される。送球通路ＴＲ０から第１通路ＴＲ１側又は第２通路ＴＲ２側に球が
流れてから、上流分岐位置ＢＫ０に到達するまでに０．６秒間を要するように設計される
。
【０４７９】
　即ち、検出装置ＳＥ４に球が検出されてから、その球が上流分岐位置ＢＫ０に到達する
までに０．２秒間を要する。また、検出装置ＳＥ５に球が検出されてから、その球が上流
分岐位置ＢＫ０に到達するまでに０．４秒間を要する。
【０４８０】
　上流分岐位置ＢＫ０に球が到達したタイミングで羽部材９４５が閉鎖状態であれば、球
は開口９８５ｂ，９８５ｃ又は開口９８５ｅ，９８５ｆを通過する一方で、上流分岐位置
ＢＫ０に球が到達したタイミングで羽部材９４５が開放状態であれば、球は第３分岐通路
ＢＫ３側に案内され、送球開口９８２ｋ（図１９（ａ）参照）を通過する。
【０４８１】
　上述のような流路構成によれば、駆動ユニット９６０の駆動による羽部材９４５の作動
パターンを、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で球が検出されてから０．６秒よりも短い時間で終
了する作動パターンで設計するようにすれば、第１入賞口６４に間隔をあけずに複数の球
が入球した場合であっても、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で球が検出したら即座に普通図柄の
変動を開始することができる。
【０４８２】
　例えば、第１入賞口６４に複数の球が間隔をあけずに入球した場合において、先の球が
第１通路ＴＲ１側に流れて検出装置ＳＥ４で検出された場合、次の球が第２通路ＴＲ２側
に流れるまでには０．８秒の空きがあり、検出装置ＳＥ５の方が０．２秒分だけ検出装置
ＳＥ４よりも上側にあるとしても０．６秒の空きが確保される。即ち、先の球が検出装置
ＳＥ４で検出されてから、次の球が検出装置ＳＥ５で検出されるまでに０．６秒を要する
。
【０４８３】
　例えば、第１入賞口６４に複数の球が間隔をあけずに入球した場合において、先の球が
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第２通路ＴＲ２側に流れて検出装置ＳＥ５で検出された場合、次の球が第１通路ＴＲ１側
に流れるまでには０．８秒の空きがあり、検出装置ＳＥ４の方が０．２秒分だけ検出装置
ＳＥ５よりも下側にあるので１．０秒の空きが確保される。即ち、先の球が検出装置ＳＥ
５で検出されてから、次の球が検出装置ＳＥ４で検出されるまでに１．０秒を要する。
【０４８４】
　このように、第１入賞口６４に複数の球が間隔をあけずに入球した場合において、先の
球が左右どちらに流れた場合であっても、球が検出装置ＳＥ４，ＳＥ５に検出される間隔
は０．６秒以上となる。
【０４８５】
　この前提のもと、本実施形態で説明する第１１の作動パターン～第１４の作動パターン
は、それぞれ球が検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で検出されてから０．５秒で完了する（普通図
柄の変動表示の終了までに０．５秒を要する）ように設計されているので、第１入賞口６
４に間隔をあけずに複数の球が入球した場合であっても、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で球が
検出したら即座に普通図柄の変動を開始することができる。そのため、検出装置ＳＥ４，
ＳＥ５での球の検出から羽部材９４５の動作が実行されるまでに時間遅れが生じることを
防止することができる。
【０４８６】
　図２２（ａ）から図２２（ｄ）は、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５における球の通過の検出と
、羽部材９４５の状態の計時変化の一例を示した図である。なお、図２２（ａ）では、第
１１の作動パターンにおける計時変化が図示され、図２２（ｂ）では、第１２の作動パタ
ーンにおける計時変化が図示され、図２２（ｃ）では、第１３の作動パターンにおける計
時変化が図示され、図２２（ｄ）では、第１４の作動パターンにおける計時変化が図示さ
れる。
【０４８７】
　図２２（ａ）から図２２（ｄ）では、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で球の通過が検出された
ことによる第２図柄の変動表示（０．１秒）の結果、「○」の図柄が第２図柄表示装置８
３（図２参照）に表示された場合における羽部材９４５の状態の計時変化について説明す
る。
【０４８８】
　図２２（ａ）に示すように、第１１の作動パターンでは、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で球
の通過が検出されてから普通図柄が停止表示された後（０．１秒後）に羽部材９４５が開
放状態（図において、「開」とも示す。以降の図において同様である）とされ、その開放
状態が０．４秒間維持される。
【０４８９】
　これにより、第１入賞口６４に入球した球が検出装置ＳＥ４，ＳＥ５に検出される場合
に、検出装置ＳＥ４に検出されてから上流分岐位置ＢＫ０に到達するまでに経過する０．
２秒後においても、検出装置ＳＥ５に検出されてから上流分岐位置ＢＫ０に到達するまで
に経過する０．４秒後においても、羽部材９４５が開放状態で維持される。
【０４９０】
　これにより、第１入賞口６４に入球した球が第１通路ＴＲ１で流下するか第２通路ＴＲ
２で流下するかに関わらず、その球を第３分岐通路ＢＫ３側に案内することができ、第２
入賞口６４０に入球させ易くすることができる。即ち、第１入賞口６４への入球に基づい
て獲得される抽選は、特別図柄１の抽選よりも特別図柄２の抽選の方が多くなる。
【０４９１】
　図２２（ｂ）に示すように、第１２の作動パターンでは、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で球
の通過が検出されてから普通図柄が停止表示された後（０．１秒後）に羽部材９４５が開
放状態（図において、「開」とも示す。以降の図において同様である）とされ、その開放
状態が０．２秒間維持される。その後の０．２秒間は、閉鎖状態（図において、「閉」と
も示す。以降の図において同様である）とされる。
【０４９２】
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　これにより、第１入賞口６４に入球した球が検出装置ＳＥ４，ＳＥ５に検出される場合
に、検出装置ＳＥ４に検出されてから上流分岐位置ＢＫ０に到達するまでに経過する０．
２秒後においては羽部材９４５が開放状態で維持されるが、検出装置ＳＥ５に検出されて
から上流分岐位置ＢＫ０に到達するまでに経過する０．４秒後においては羽部材９４５が
閉鎖状態とされる。
【０４９３】
　これにより、第１入賞口６４に入球した球が第１通路ＴＲ１で流下する場合には、その
球を第３分岐通路ＢＫ３側に案内することができ、第２入賞口６４０に入球させ易くする
ことができるが、球が第２通路ＴＲ２で流下する場合には、その球を第３分岐通路ＢＫ３
側に案内することはできず、第２入賞口６４０に入球させることはできないので、その球
は検出装置ＳＥ３（図２０（ａ）参照）に検出される。
【０４９４】
　即ち、第１入賞口６４への入球に基づいて獲得される抽選は、特別図柄１の抽選と特別
図柄２の抽選とが交互に生じる。球が第１通路ＴＲ１で流下する場合が特別図柄２の抽選
に対応する。
【０４９５】
　図２２（ｃ）に示すように、第１３の作動パターンでは、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で球
の通過が検出されてから普通図柄が停止表示された後（０．１秒後）、０．２秒後に羽部
材９４５が開放状態（図において、「開」とも示す。以降の図において同様である）とさ
れ、その開放状態が０．２秒間維持される。その後、閉鎖状態（図において、「閉」とも
示す。以降の図において同様である）とされる。
【０４９６】
　これにより、第１入賞口６４に入球した球が検出装置ＳＥ４，ＳＥ５に検出される場合
に、検出装置ＳＥ４に検出されてから上流分岐位置ＢＫ０に到達するまでに経過する０．
２秒後においては羽部材９４５が閉鎖状態とされるが、検出装置ＳＥ５に検出されてから
上流分岐位置ＢＫ０に到達するまでに経過する０．４秒後においては羽部材９４５が開放
状態で維持される。
【０４９７】
　これにより、第１入賞口６４に入球した球が第１通路ＴＲ１で流下する場合には、その
球を第３分岐通路ＢＫ３側に案内することはできず、第２入賞口６４０に入球させること
はできないので、その球は検出装置ＳＥ３（図２０（ａ）参照）に検出されるが、球が第
２通路ＴＲ２で流下する場合には、その球を第３分岐通路ＢＫ３側に案内することができ
、第２入賞口６４０に入球させ易くすることができる。
【０４９８】
　即ち、第１入賞口６４への入球に基づいて獲得される抽選は、特別図柄１の抽選と特別
図柄２の抽選とが交互に生じる。球が第２通路ＴＲ１で流下する場合が特別図柄２の抽選
に対応する。
【０４９９】
　図２２（ｄ）に示すように、第１４の作動パターンでは、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で球
の通過が検出されてから普通図柄が停止表示された後（０．１秒後）、０．４秒が経過す
る直前に羽部材９４５が開放状態（図において、「開」とも示す。以降の図において同様
である）とされ、その直後に閉鎖状態（図において、「閉」とも示す。以降の図において
同様である）とされる。
【０５００】
　これにより、第１入賞口６４に入球した球が検出装置ＳＥ４，ＳＥ５に検出される場合
に、検出装置ＳＥ４に検出されてから上流分岐位置ＢＫ０に到達するまでに経過する０．
２秒後においても、検出装置ＳＥ５に検出されてから上流分岐位置ＢＫ０に到達するまで
に経過する０．４秒後においても、羽部材９４５が閉鎖状態で維持される。
【０５０１】
　これにより、第１入賞口６４に入球した球が第１通路ＴＲ１で流下するか第２通路ＴＲ
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２で流下するかに関わらず、その球を第３分岐通路ＢＫ３側に案内することはできず、第
２入賞口６４０に入球させ易くすることはできない。即ち、第１入賞口６４への入球に基
づいて獲得される抽選は、特別図柄２の抽選よりも特別図柄１の抽選の方が多くなる。
【０５０２】
　図２２（ａ）から図２２（ｄ）に示すように、羽部材９４５の作動パターンを異ならせ
ることにより、第１入賞口６４に入球した場合に獲得される抽選が、特別図柄１の抽選と
なるか特別図柄２の抽選となるかを切り替えることができる。
【０５０３】
　即ち、第１１の作動パターンで羽部材９４５が動作する場合には、特別図柄２の抽選を
連続で獲得可能とされる。また、第１４の作動パターンで羽部材９４５が動作する場合に
は、特別図柄１の抽選を連続で獲得可能とされる。
【０５０４】
　第１２の作動パターン又は第１３の作動パターンで羽部材９４５が動作する場合には、
第１通路ＴＲ１で流下する球と第２通路ＴＲ２で流下する球とで獲得される抽選の特別図
柄が異なり、特別図柄１の抽選と特別図柄２の抽選とが交互に獲得されることになる。
【０５０５】
　ここで、特別図柄１の抽選による大当たりで遊技者が得られる利益と、特別図柄２の抽
選による大当たりで遊技者が得られる利益とが異なる場合、その大当たりが特別図柄１の
抽選によるものか、特別図柄２の抽選によるものかについての遊技者の注目度合いは大き
い。
【０５０６】
　従来、振分け部９８３で左右に球が振り分けられる遊技機では、振分け部９８３により
左右一方側（通常は左側）に流された球により特別図柄１の抽選を獲得でき、左右他方側
（通常は右側）に流された球により特別図柄２の抽選を獲得できるように構成されていた
。
【０５０７】
　そのため、振分け部９８３により球が左右どちらに流されるかを確認できれば、その後
は球から目を離しても、これから実行される抽選が特別図柄１の抽選か特別図柄２の抽選
かを把握することができた。この場合、振分け部９８３の下流側における球の流下経路に
対する注目力が低下することになり、遊技領域を演出領域として有効利用できていないと
いう問題点が生じる。
【０５０８】
　これに対し、本実施形態では、第１２の作動パターンでは第１通路ＴＲ１で流下する球
により特別図柄２の抽選を獲得でき、第１３の作動パターンでは第２通路ＴＲ２で流下す
る球により特別図柄２の抽選を獲得できる。そのため、球が振分け部９８３により左右ど
ちらに流されるかを確認するだけでは、その球が特別図柄１の抽選を獲得できるのか、特
別図柄２の抽選を獲得できるのかを把握することはできない。
【０５０９】
　即ち、振分け部９８３の下流側において、球が羽部材９４５の板状部９４５ｅに拾われ
るか否かを確認したり、球が送球孔９４１ｋ（図１８参照）を通り手前側に流れて第２入
賞口６４０に入球するか否かを確認したりしないと、その球が特別図柄１の抽選を獲得で
きるのか、特別図柄２の抽選を獲得できるのかを把握することはできないように構成でき
る。これにより、振分け部９８３の下流側における球の流下経路に対する注目力を向上す
ることができ、遊技領域を演出領域として有効利用することができる。
【０５１０】
　なお、各作動パターンにおいて、主に第１入賞口６４に入球した球と羽部材９４５との
関係について説明したが、羽部材９４５の羽状本体９４５ｍは背面ベース９４１（図１５
参照）よりも正面側に配置されていることから、背面ベース９４１の正面側を流下する球
が、羽部材９４５が開放状態となったタイミングでちょうどよく羽部材９４５に到達した
場合には、その球が第２入賞口６４０に案内されることは当然生じ得る。
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【０５１１】
　図２３は、図１６（ａ）のＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ線における遊技盤１３の断面図であ
り、図２４（ａ）及び図２４（ｂ）は、図２３のＸＸＩＶａ－ＸＸＩＶａ線における入賞
口ユニット９３０及び送球ユニット９７０の部分断面図である。
【０５１２】
　図２４（ａ）では、羽部材９４５の閉鎖状態が図示され、図２４（ｂ）では、羽部材９
４５の開放状態が図示される。なお、図２３及び図２４の説明では、図２２を適宜参照す
る。
【０５１３】
　図２３に示すように、振分ユニット９８０の送球開口９８２ｋよりも転動板部９４１ｌ
及び送球孔９４１ｋが正面側に配置されるので、振分ユニット９８０の内部流路で第３分
岐通路ＢＫ３に案内された球は正面側へ向けて流下する。
【０５１４】
　この球は、遊技者目線で自分側に近づいてくるように見えるので、遊技領域を下方に流
下する球や、第１入賞口６４や第３受部９４４ａ等に入球する球のように後方へと流れる
ことで、遊技者から遠ざかるように見える球とは明確に異なる流下態様で視認される。
【０５１５】
　これにより、遊技者に、自分側に近づいてくるように見える球に注目して遊技させるこ
とで、遊技者は、第１入賞口６４に入球した球が振分ユニット９８０の内部流路から抜け
出して第２入賞口６４０側へ流れる事態が生じた場合に、その事態の発生に容易に気づく
ことができる。
【０５１６】
　従って、遊技者が気づかないうちに球が第２入賞口６４０に入球し、遊技者が気づかな
いうちに特別図柄２の抽選が実行される事態の発生を回避し易くすることができる。
【０５１７】
　また、振分ユニット９８０の正面側（背面ベース９４１の正面側）において流下する球
は遊技者の視線を遮るように作用し得る。そのため、振分ユニット９８０の内部経路を流
下している時の球の視認性を低下させ易くすることができるので、第３分岐通路ＢＫ３に
案内され、自分側に近づいてくるように見える遊技球をより一層目立たせることができる
。
【０５１８】
　なお、送球孔９４１ｋは正面ベース９４３の背面側に配置されるので、正面ベース９４
３が不透明の樹脂材料から形成される場合には、送球孔９４１ｋ及び送球孔９４１ｋを通
り正面側に案内される球の視認性を低下させることができる。
【０５１９】
　この場合、第１入賞口６４に入球する球は容易に確認できるが、その球が送球孔９４１
ｋを正面側に流下することの把握を困難とすることができるので、第１入賞口６４に入球
した球が、遊技者が気づかないうちに第２入賞口６４０に入球し、特別図柄２の抽選が実
行される事態を容易に発生させることができる。
【０５２０】
　図２３に示すように、第２入賞口６４０の下流側（背面側）には、球の通過を検出可能
な検出装置ＳＥ６が配設される。検出装置ＳＥ６は、検出装置ＳＥ３と同様の構成からな
る遊技球の通過を検知する装置であり、その厚み方向に遊技球よりも若干大きい内径の検
出孔ＳＥ１ａが貫通形成される。
【０５２１】
　検出装置ＳＥ３に球が通過することにより獲得できる抽選が特別図柄１の抽選であるこ
とに対して、検出装置ＳＥ６に球が通過することにより獲得できる抽選は、特別図柄２の
抽選とされる。
【０５２２】
　第１１の作動パターン～第１４の作動パターン（図２２参照）の内、どの作動パターン
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で羽部材９４５が動作するかは、第１当たり種別選択テーブル２０２ｂ（図１３参照）に
基づいて、予め設定される。
【０５２３】
　本実施形態では、大当たり種別が大当たりＡ，ａ，ｂの場合に、その後の羽部材９４５
の作動パターンが第１１の作動パターンに設定される。大当たり種別が大当たりＢ，Ｃの
場合に、その後の羽部材９４５の作動パターンが第１２の作動パターンに設定される。大
当たり種別が大当たりｃの場合に、その後の羽部材９４５の作動パターンが第１３の作動
パターンに設定される。第１１～第１３の作動パターンの継続期間以外の期間においては
、羽部材９４５の作動パターンが第１４の作動パターンに設定される。
【０５２４】
　これにより、第１入賞口６４に入球し左右側に球が振り分けられるという同一の事象に
対して、球により特別図柄１の抽選を獲得できるのか、特別図柄２の抽選を獲得できるの
かを、どの作動パターンで動作するかにより変化させることができる。従って、第１入賞
口６４に入球した球の流下経路に対する注目力を向上することができ、遊技者の視線を引
き付けることができる。
【０５２５】
　図２２で図示した他に、羽部材９４５の作動パターンとしては、検出装置ＳＥ４，ＳＥ
５や普通入賞口（スルーゲート）６６，６７（図２参照）で球が検出されたタイミングか
ら羽部材９４５が長時間（約２秒間）開放する長開放の作動パターンも用意されている。
【０５２６】
　長開放の作動パターンで羽部材９４５が動作される場合には、ベース板６０（図１５参
照）の手前側を流下した球が羽状本体９４５ｍ（図１７参照）で拾われ易くすることがで
きる。加えて、第１入賞口６４に入球した球が第３分岐通路ＢＫ３側に案内され易くする
ことができる（図２１（ｂ）参照）。
【０５２７】
　このように、羽状本体９４５ｍに拾われた球が第２入賞口６４０に繰り返し入球する状
態を構成し易い。これに加え、第１入賞口６４に一旦入球した球を板状部９４５ｅ（図２
１（ｂ）参照）によって第３分岐通路ＢＫ３側に案内して最終的には第２入賞口６４０に
入球するように構成し易い。従って、特別図柄１での抽選を避け、特別図柄２での抽選を
繰り返し獲得する遊技態様を遊技者に提供することができる。
【０５２８】
　図２４（ｂ）に示すように、羽部材９４５の開放状態において、背面ベース９４１の正
面側において羽状本体９４５ｍに乗った球Ｐ２１と、背面ベース９４１の背面側において
板状部９４５ｅに乗った球Ｐ２２とを、異なる前後位置（切り分けられた位置）で同時に
案内することができる。
【０５２９】
　そのため、この状態で羽部材９４５が閉鎖状態に変化しても、球Ｐ２１と球Ｐ２２とが
衝突する事態が発生することを回避できる。これにより、羽部材９４５の開閉動作を球が
邪魔して、開閉動作が完了しないという動作不良を避けることができる。
【０５３０】
　更に、羽状本体９４５ｍに同時に乗せられる球Ｐ２１の個数（本実施形態では、片側に
１個）よりも、板状部９４５ｅの球Ｐ２２を乗せられる分、羽部材９４５の開放状態にお
いて同時に案内可能な球の個数を増やすことができる。
【０５３１】
　例えば、全球を羽部材９４５へ向けて発射する遊技態様では、羽部材９４５が開放状態
の時に片側の羽部材９４５の羽状本体９４５ｍに同時に乗せられる球は１個であり、複数
の球を同時に乗せることは困難である。
【０５３２】
　一方で、一部の球を羽部材９４５へ向けて発射して、残りの球を第１入賞口６４へ向け
て発射する遊技態様では、羽状本体９４５ｍに球が乗っているか否かに関わらず、板状部
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９４５ｅに球を乗せることができるので、片側の羽部材９４５に球が同時に乗る状態とな
り易い。
【０５３３】
　即ち、全球を羽部材９４５へ向けて発射する遊技態様か、一部の球を羽部材９４５の他
に第１入賞口６４へ向けて発射する遊技態様かで、羽部材９４５に同時に乗せられる球の
個数を変化させることができる。
【０５３４】
　第１入賞口６４を経由して羽部材９４５に到達する球Ｐ２２と、第１入賞口６４を経由
せずに羽部材９４５に到達する球Ｐ２１とでは、到達前の球の流下方向が異なることから
、到達後の球の流下速度が異なることから、同時に到達した球でも見え方が異なる。
【０５３５】
　即ち、球Ｐ２２は、第１通路ＴＲ１又は第２通路ＴＲ２を鉛直下方に流下して、羽部材
９４５の板状部９４５ｅに到達する一方、球Ｐ２１は、案内部９４１ｇ１（図１６（ａ）
参照）よりも左右外側から左右内側に向く速度成分を有する流下方向で羽状本体９４５ｍ
に到達する。
【０５３６】
　従って、左右方向の速度成分が大きい分だけ、球Ｐ２１の方が球Ｐ２２に比較して、羽
部材９４５到達後の左右内側への流下速度が速くなる。従って、球Ｐ２１と球Ｐ２２とが
羽部材９４５に同時に到達したとしても、球Ｐ２１と球Ｐ２２とが正面視で重なる時間を
短くすることができるので、羽部材９４５を転動する球の視認性を向上させることができ
る。
【０５３７】
　球Ｐ２２が転動板部９４１ｌの上面を転動して送球孔９４１ｋを通過して背面ベース９
４１の正面側に流れるタイミングによっては、球Ｐ２１と衝突し得る（経路が合流する）
。
【０５３８】
　ここで、送球孔９４１ｋの下縁の上下位置よりも、羽部材９４５の回転基端側における
上面高さ上下位置の方が下側に配置される。これにより、転動板部９４１ｌを転動した球
が背面ベース９４１の正面側に飛び込む上下位置と、羽状本体９４５ｍを転動した球が一
対の羽部材９４５の間の空間に飛び込む上下位置とを、上下方向でずらすことができる。
【０５３９】
　そのため、球同士が衝突した場合に、それらの球の上下位置をずらすことができるので
、自重に任せて流下させることで複数の球を順番に流下させることができる。これにより
、球詰まりの抑制を図ることができる。
【０５４０】
　なお、羽部材９４５の長開放の作動パターンでは、開放の継続期間が０．６秒を超えて
いることからも分かるように、例えば第１入賞口６４に間隔をあけずに複数の球が入球し
た場合において普通図柄の変動開始に待ち時間が生じる（普通図柄の変動が保留され得る
）。
【０５４１】
　そのため、図２２で説明したような、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で球が検出されたタイミ
ングと羽部材９４５の開閉タイミングとを球の流下に要する時間と対応させて設定した場
合と異なり、球の配置と羽部材９４５の開閉とを対応させることが困難となる。
【０５４２】
　従って、全ての球を第２入賞口６４０側に案内できるものではなく、第１入賞口６４に
入球する球の内、いくつかは羽部材９４５が閉鎖状態（図２１（ａ）参照）のタイミング
で上流分岐位置ＢＫ０に到達する可能性はある。
【０５４３】
　一方で、長開放の作動パターンにおいて、羽部材９４５が閉鎖状態で維持される時間（
動作待ち時間、動作後待ち時間）を短時間（例えば、０．１秒）に設定することで、羽部
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材９４５が閉鎖状態（図２１（ａ）参照）のタイミングで上流分岐位置ＢＫ０に到達する
事態が生じる確率を極力低下させることができる。
【０５４４】
　板状部９４５ｅの上面を転動する球Ｐ２２は、振分け部９８３の動作の影響で、少なく
とも１．８秒間隔をあけて球が到達する。即ち、複数の球が同時に乗ることは無いように
構成される。
【０５４５】
　一方で、羽状本体９４５ｍに球Ｐ２１が到達する間隔は何ら制限されているものではな
く、同時に複数の球が到達し得る。そのため、板状部９４５ｅに比較して羽状本体９４５
ｍを丈夫に形成することが好ましい。
【０５４６】
　この点、本実施形態では、板状部９４５ｅよりも羽状本体９４５ｍの方が、板厚が大き
く形成されることで、丈夫に形成されている。また、羽状本体９４５ｍは軸部材９４５ａ
に直接支持されることで、球の重みによる前後方向の姿勢変化や撓みを抑制することがで
きる。
【０５４７】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０５４８】
　ベース板６０の正面側に配設される羽部材９４５の羽状本体９４５ｍから背面側に板状
部９４５ｅを張り出させることで、ベース板６０の内部に配設される振分けユニット９８
０の内部を流下する遊技球に作用可能とすることができる。
【０５４９】
　即ち、羽部材９４５は、ベース板６０の正面側を流下する遊技球を第２入賞口６４０側
に案内し易い状態と、第２入賞口６４０側への流下を防止する状態とを切り替えることに
加えて、第１入賞口６４に入球した遊技球を第２入賞口６４０側に案内し易い状態と、第
２入賞口６４０側への流下を防止する状態とを切り替えることができる。
【０５５０】
　更に、羽状本体９４５ｍの上面を転動している球と、板状部９４５ｅの上面を転動して
いる球との間には、仕切り板として機能する背面ベース９４１が配設されており、球同士
の任意の位置での衝突を回避することができる。
【０５５１】
　これにより、羽状本体９４５ｍを転動している球と板状部９４５ｅを転動している球と
が衝突することで球が羽部材９４５から零れる（第２入賞口６４０に案内される側の反対
側に零れる）事態が発生することを回避することができる。
【０５５２】
　また、第１入賞口６４に入球した球が第２入賞口６４０側の流路に分岐される位置（例
えば、第３分岐通路ＢＫ３）において、球の流下方向が前後方向成分を有する。これによ
り、第２入賞口６４０への球の流下に関係が深い箇所を目立たせることができる。
【０５５３】
　また、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で球が検出されてから普通図柄の変動表示が終了するま
でに、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５で検出されないように管理することが可能な場合を形成可
能である。これにより、検出装置ＳＥ４，ＳＥ５を通過した球に、その球が検出されたこ
とにより動作制御される羽部材９４５をタイミングよく作用させることができる。
【０５５４】
　第１通路ＴＲ１に球が送球されるタイミングと、第２通路ＴＲ２に球が送球されるタイ
ミングとは、少なくとも０．８秒間隔が空けられるので、第３分岐通路ＢＫ３に左右から
同時に球が進入することは無いが、加えて転動面９８２ｇが左右非対称に形成されること
で、第３分岐通路ＢＫ３で球詰まりが生じることをより避け易くすることができる。これ
により、球の流下経路の合流位置が羽部材９４５に近い構成であっても、球詰まりを原因
とする羽部材９４５の動作不良が生じることを防止することができる。
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【０５５５】
　また、ベース板６０の正面側において羽部材９４５の上面を転動する球の速度と、ベー
ス板６０の内部において羽部材９４５の上面を転動する球の速度とが異なるように構成さ
れる。これにより、前後で球が重なった状態が持続的に続くことを避けることができ、羽
部材９４５の上面を転動している球の個数を把握し易くすることができる。
【０５５６】
　また、羽部材９４５に乗る球の個数について、羽状本体９４５ｍでは同時に複数の球が
乗り得る一方で、板状部９４５ｅに乗る球の個数を１個に限定している。これにより、板
状部９４５ｅよりも羽状本体９４５ｍを丈夫に構成することで、羽部材９４５の耐久性を
向上させることができる。
【０５５７】
　また、電動役物６４０ａの作動パターンを複数用意することで、異なる態様における特
別図柄の抽選の獲得パターンを作ることができる。例えば、第１入賞口６４に繰り返し入
球した場合に、特別図柄１の抽選が繰り返し獲得されるパターンと、特別図柄１の抽選と
特別図柄２の抽選とが交互に獲得されるパターンと、特別図柄２の抽選が繰り返し獲得さ
れるパターンと、を切り替えることができる。
【０５５８】
　また、特別図柄１の抽選と特別図柄２の抽選とが交互に獲得されるパターンにおいて、
左右どちらの遊技球が特別図柄２の抽選に対応するかが反対となるパターンを形成するこ
とができる。これにより、振分け部９８３で球が左右どちらに流れたかを確認するだけで
は情報として不十分となるので、振分け部９８３の下流側の領域に対する注目力を向上さ
せることができる。
【０５５９】
　また、特別図柄の抽選の獲得パターンとして、右打ち遊技を推奨する場合において、図
らずも第１入賞口６４に入球した場合に、特別図柄１の抽選を獲得し易いパターンと、高
確率で特別図柄１の抽選の獲得が回避されるパターンと、を切り替えることができる。
【０５６０】
　次いで、図２５を参照して、第３実施形態について説明する。第１実施形態では、経路
構成装置７００により振り分けられる一方の経路を球が流下する場合に普通入賞口（スル
ーゲート）７６５を球が通過する場合を説明したが、第３実施形態の経路構成装置３７０
０では、他方の経路を球が流下する場合に球の通過を検出可能な普通入賞口（スルーゲー
ト）３７６５が配設される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付
して、その説明は省略する。
【０５６１】
　図２５は、第３実施形態における遊技盤１３の部分正面図である。経路構成装置３７０
０では、振分け部材７６０により左右に振り分けられる経路の内、左側の経路に普通入賞
口（スルーゲート）３７６５が配設される。
【０５６２】
　普通入賞口（スルーゲート）３７６５は、シーソー部材７６２からの左右方向距離が、
シーソー部材７６２と普通入賞口（スルーゲート）７６５との左右方向距離と同じとなる
ように配設される。
【０５６３】
　第１入賞口６４に入球した遊技球が右側に流れる場合だけでなく、左側に流れる場合も
普通図柄の抽選を獲得することができるので、電動役物６４０ａの動作頻度を高めること
ができる。
【０５６４】
　上記第１実施形態では、普通入賞口（スルーゲート）６６，６７，７６５の通過回数が
最大４回まで保留される場合を説明した。この場合、保留が途切れることなく電動役物６
４０ａを連続動作させ易く、右打ち遊技をスムーズに実行させることができるという利点
がある。
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【０５６５】
　これに対し、本実施形態では、普通入賞口（スルーゲート）６６，６７，７６５，３７
６５の通過回数が最大１回まで保留されるように構成される。そして、保留球数が０個の
時において普通図柄の抽選で選択される作動パターンと、保留球数が１個の時において普
通図柄の抽選で選択される作動パターンとが、異なるように構成されている。保留球数が
満タン（１個）という状態は、保留球数が４個の場合に比較して生じ易いので、作動パタ
ーンの違いが頻繁に生じる。
【０５６６】
　本実施形態では、一例として、確変状態において、普通図柄の保留球数が０個の時には
、第２の作動パターンが選択され易く、普通図柄の保留球数が１個の時には、第１の作動
パターンが選択され易いよう構成される。
【０５６７】
　この前提で、第１入賞口６４に連続で入球した場合（図８及び図９参照）に、３個目の
球Ｐ３が移動板部材６４１に到達するタイミングで電動役物６４０ａを進入状態に維持し
易くすることができる。
【０５６８】
　即ち、球Ｐ１が普通入賞口（スルーゲート）７６５に検出され、その検出から基準時間
Ｔｄ１が経過するよりも前に球Ｐ２が普通入賞口（スルーゲート）３７６５に検出される
ことになるので、球Ｐ２の検出による普通図柄の抽選で選択される作動パターンは第１の
作動パターンになり易い。
【０５６９】
　そのため、球Ｐ３が移動板部材６４１に到達する前から電動役物６４０ａが進入状態で
維持されることになるので、図８（ａ）に示すような状態から、球Ｐ１，Ｐ２の双方を第
２球送球部７３６に案内することができる。
【０５７０】
　なお、図８（ａ）では、球Ｐ１が右側に流れる場合を説明したが、シーソー部材７６２
の傾きが逆となっており、球Ｐ１が左側に流れる場合においても、球Ｐ２の検出による普
通図柄の抽選で選択される作動パターンは第１の作動パターンになり易い。そのため、球
Ｐ２が移動板部材６４１に到達する前から電動役物６４０ａが進入状態で維持されること
になるので、球Ｐ２を第２球送球部７３６に案内することができる。
【０５７１】
　なお、本実施形態では、一例として普通図柄の保留球数が１個の場合を説明したが、必
ずしもこれに限られるものではない。例えば、第１実施形態での説明と同様に、普通図柄
の保留球数を４個で設定しても良い。
【０５７２】
　次いで、図２６を参照して、第４実施形態について説明する。第１実施形態では、移動
板部材６４１が、第１入賞口６４に入球した遊技球を案内する右側案内部６４３と、第１
入賞口６４に入球しなかった遊技球を案内する左側案内部６４５と、を備え、案内部６４
３，６４５間が仕切られる場合を説明したが、第４実施形態の経路構成装置４７００では
、第１入賞口６４に入球しなかった遊技球が右側案内部６４３側まで案内可能に構成され
る。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略す
る。
【０５７３】
　図２６は、第４実施形態における遊技盤１３の部分正面図である。図２６に示すように
、電動役物４６４０ａの状態が退避状態と進入状態とで切り替えられることで前後方向に
スライド移動する移動板部材４６４１が、右側案内部６４３と、その右側案内部６４３の
傾斜面６４３ａの傾斜に沿って右側案内部６４３の左側端部から左上方向に延設される上
流側案内部４６４５と、を備える。
【０５７４】
　上流側案内部４６４５は、球を転動させる傾斜面４６４５ａが右側へ向けて下降傾斜し
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ており、その傾斜角度が右側案内部６４３の傾斜角度と同じ角度（水平に対して約５度）
で形成される。
【０５７５】
　本実施形態では、屈曲部材７４０の左右内側壁部に、移動板部材４６４１の上面を転動
する球が通過可能となる大きさの開口が形成される。即ち、開口７４４（図７（ａ）参照
）と同様の開口部が、屈曲部材７４０の左右内側壁部（右側案内部６４３の左側の壁部）
に貫通形成される。
【０５７６】
　これにより、第１送球経路ＫＲ１への流入経路として、第１入賞口６４を通過した球の
経路の他に、上流側案内部４６４５を転動して右側案内部６４３に至る経路を用意するこ
とができる。
【０５７７】
　図２６に示すように、上流側案内部４６４５から右側案内部６４３を経て球が転動する
場合、移動板部材４６４１の動作タイミング次第で、球が回収孔７５２に受け入れられる
場合もあるし、第２球送球部７３６に受け入れられる場合もある。
【０５７８】
　即ち、球が第１送球経路ＫＲ１上に配置されている時に電動役物４６４０ａが退避状態
に切り替えられると、球は回収孔７５２へ向けて流下する。一方で、球がＫＲ１上に配置
されている時に依然として電動役物４６４０ａが進入状態を維持していると、球は右側案
内部６４３を右側に通過し、第２球送球部７３６へ向けて流下する。即ち、厳雄板部材４
６４１の上面を右側へ転動する球を、回収孔７５２又は第２球送球部７３６へ向けて流下
させることができる。
【０５７９】
　移動板部材４６４１は、右下方向に下降傾斜しているが、右打ちにより発射された球が
屈曲部材７４０の上方を左方に通過して移動板部材４６４１に到達する場合、左方向への
勢いで移動板部材４６４１を左向きに通過する可能性がある。
【０５８０】
　これに対し、本実施形態では、第１球送球部７３４の突設縁部７３４ｂが、移動板部材
４６４１の左端部よりも上側に張り出すように配設される。即ち、移動板部材４６４１の
左端部を通過しそうになった球を突設縁部７３４ｂに衝突させることで、球を跳ね返らせ
ることができ、移動板部材４６４１の上面において球が右向きに転動する状態を形成し易
くすることができる。
【０５８１】
　更に、球の跳ね返りの反発力が右向きに大きくなるほど、球が移動板部材４６４１の右
端に到達するまでの時間を短縮することができる。即ち、突設縁部７３４ｂによって、球
が移動板部材４６４１の左端部から零れ落ちることを防止する効果だけでなく、移動板部
材４６４１が進入状態で維持されている間に球を移動板部材４６４１の右端部まで到達さ
せ易くすることができる。
【０５８２】
　なお、移動板部材４６４１の左端部は球通過孔７３４ａよりも上側に配置されている。
そのため、電動役物４６４０ａが進入状態の時に、球が移動板部材４６４１の上面を左側
に進行して、左側端部に到達する直前に移動板部材４６４１が退避状態に変化する場合、
球が放物線を描いて左向きに飛ぶことになり、低確率ではあるが、第１球送球部７３４の
球通過孔７３４ａに球を入球させることができる。
【０５８３】
　以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
易に推察できるものである。
【０５８４】
　上記各実施形態において、一の実施形態における構成の一部または全部を、他の実施形
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態における構成の一部または全部の構成と組み合わせて或いは置き換えて、別の実施形態
としても良い。
【０５８５】
　上記各実施形態では、第１入賞口６４に入球した球が可動の電動役物６４０ａ又は羽部
材９４５により第２入賞口６４０側に案内される場合を説明したが、必ずしもこれに限ら
れるものではない。例えば、第１入賞口６４に入球した球の流下経路に、球の流下のラン
ダム性を上昇させるための釘が配設し、釘との衝突により確率で球が第２入賞口６４０側
に案内されるようにしても良い。
【０５８６】
　上記各実施形態では、電動役物６４０ａ又は羽部材９４５の動作は、普通図柄の抽選に
より決定される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、パチ
ンコ機１０の電源投入から一定パターンで動作するように制御されるものでも良い。この
場合、電動役物６４０ａ又は羽部材９４５に対する注目力を向上させることができる。
【０５８７】
　また、電動役物６４０ａ又は羽部材９４５が一定動作する場合において、スルーゲート
７６５や検出装置ＳＥ４，ＳＥ５を依然として配置するようにしても良い。例えば、球の
通過が検出されることにより、第３図柄表示装置８１や音響装置やＬＥＤ等により、球が
通過したことを遊技者に報知するように制御しても良い。この場合、球が電動役物６４０
ａ又は羽部材９４５の近くを流下するタイミングであることを遊技者が把握し易くするこ
とができる。
【０５８８】
　上記各実施形態では、普通図柄の抽選を保留可能に構成される場合を説明したが、必ず
しもこれに限られるものではない。例えば、普通図柄の抽選が保留されず、普通図柄の変
動中に普通入賞口６６等で球の通過が検出されたとしても、普通図柄の抽選がされないよ
うに構成しても良い。
【０５８９】
　上記各実施形態では、球の流下経路の分岐位置にシーソー部材７６２又は振分け部９８
３が配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、分岐
位置に釘を配置しても良いし、分岐位置に樹脂材料から形成される突設部を配置しても良
い。これらと球とが衝突することで、球の流下経路を分岐させることができる。この場合
、球が交互に流下する場合だけでなく、片側に連続で流下する場合（タイミング）を生じ
させることができる。
【０５９０】
　上記各実施形態では、電動役物６４０ａ又は羽部材９４５の動作時間を、０．５秒～３
秒程度の短い時間で設定したが、必ずしもこれに限れるものではない。例えば、通常状態
における普通図柄の抽選の内の約１０％の確率で、３秒よりも長い時間（例えば、５秒間
）において、電動役物６４０ａが進入状態で維持され、又は、羽部材９４５が開放状態で
維持されるような長開放作動パターンで動作されるよう設定しても良い。
【０５９１】
　長開放作動パターンで動作されている場合、第１入賞口６４に入球した球を電動役物６
４０ａ又は羽部材９４５により第２入賞口６４０側に案内し易くすることができる。その
ため、長開放作動パターンで動作している時に発射した球（１分に１００球が上限という
発射間隔から考えて限られた球数の球）の内、第１入賞口６４に入球した球が、第２入賞
口６４０側へは案内されないという事態を回避することができる。
【０５９２】
　長開放作動パターンで電動役物６４０ａ又は羽部材９４５が動作している場合には、電
動役物６４０ａ又は羽部材９４５にめがけて球を発射する方が、特別図柄２の抽選を獲得
し易いので遊技者にとって有利である。そのため、長開放作動パターンで電動役物６４０
ａ又は羽部材９４５が動作開始する前に、第３図柄表示装置８１や、音響装置や、ＬＥＤ
等の手段により、遊技者に電動役物６４０ａ又は羽部材９４５めがけて球を発射させるよ
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うに、予め報知するように制御しても良い。
【０５９３】
　報知は、電動役物６４０ａ又は羽部材９４５の配置次第で変更されるものであるが、第
１実施形態では、右打ちを示唆するよう報知する方が、球が電動役物６４０に到達し易い
ので望ましい。
【０５９４】
　一方、第２実施形態では、左打ち又は右打ちのどちらで球を発射しても羽部材９４５に
到達し易さに差は無いが、それまでの発射状態を継続する意味で、左打ちを示唆するよう
に報知する方が望ましい。なお、通常状態から右打ち遊技を行う遊技者向けに、発射を継
続させるような内容で報知しても良い。
【０５９５】
　上記第１実施形態では、センサＳＥで通過が検出されることにより特別図柄１の抽選を
獲得可能とされ、第２入賞口６４０を球が通過して下流側のスイッチに球が検出されるこ
とで特別図柄２の抽選を獲得可能とされる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるも
のではない。例えば、左側のセンサＳＥで通過が検出される場合および第２入賞口６４０
の下流側のスイッチで球が検出される場合に特別図柄１の抽選を獲得可能とし、右側のセ
ンサＳＥで通過が検出される場合に特別図柄２の抽選を獲得可能にしても良い。
【０５９６】
　この場合、シーソー部材７６２により球が右側に流された場合に、電動役物６４０ａの
退避状態において球が第１送球経路ＫＲ１を通過した方が遊技者の利益が大きくなるとい
う遊技性を構成することができる。
【０５９７】
　上記第１実施形態では、シーソー部材７６２の回転動作（左右傾倒動作）が０．５秒よ
りも短い時間で完了する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例え
ば、回転軸部のクリアランスを小さくする等して、動作抵抗を増加させ、シーソー部材７
６２の回転動作にかかる時間を１．０秒以上に設定しても良い。この場合、第１入賞口６
４に球が連球で入球したとしても、普通入賞口（スルーゲート）７６５で球が検出された
ことによる変動表示が終了してから、次の球がシーソー部材７６２により左側に流される
という遊技性を構成することができる。
【０５９８】
　上記第１実施形態では、案内部７４２が上側突出部７４１の内部に形成される流路の左
右中央位置に配置される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例え
ば、案内部７４２が左右に並列されるよう構成しても良い。この場合、互いの突出先端面
は、互いの対向する面に近づくほど、基部側に向かって傾斜して形成されるようにするこ
とで、２つの案内部７４２と当接して案内（背面側に折り返し）される球が、左右方向に
位置ずれすることを効果的に抑制できる。
【０５９９】
　上記第１実施形態では、普通入賞口（スルーゲート）７６５と屈曲部材７４０との間が
樹脂製の経路でつながれる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例
えば、釘で球を案内する経路を構成しても良い。この場合、球の流下速度をばらつかせる
ことができる。
【０６００】
　上記第１実施形態では、第１傾斜溝７５５及び第２傾斜溝７５７が平行な直線形状溝と
して形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第１
傾斜溝７５５及び第２傾斜溝７５７が、非平行でも良い。また、湾曲経路で形成されても
良い。湾曲の場合は、金属レールのように球の下側の案内面が湾曲する態様でも良いし、
前後に蛇行する態様で湾曲するものでも良い。
【０６０１】
　上記第１実施形態では、移動板部材６４１が進入状態の時に左側案内部６４５が覆設板
部７１１の正面側に配置され、その上面を球が転動可能となる場合を説明した。この場合
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において、覆設板部７１１の正面側に球の転動経路と交差する方向に延びる突条が突設さ
れても良い。これにより、左側案内部６４５の上面を転動する球を突条に衝突させること
による球の減速を図ることができる。
【０６０２】
　上記第１実施形態では、右側案内部６４３により右側に流された球は漏れなく第２球送
球部７３６に受け入れられる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。
例えば、右側案内部６４３が第２球送球部７３６の上側位置まで延長して形成されており
、第２球送球部７３６の右隣に一般入賞口６３が配設されるようにしても良い。
【０６０３】
　この場合、第２球送球部７３６の鉛直上方に球が配置されているタイミングで移動板部
材６４１が退避状態に変化すれば球は第２球送球部７３６に受け入れられるが、第２球送
球部７３６の鉛直上方に球が配置されているタイミングで移動板部材６４１が依然として
進入状態で維持される場合には、球は第２球送球部７３６を右側に通過し、一般入賞口６
３に受け入れられる。
【０６０４】
　即ち、右側案内部６４３により球が右側に流された時点では、球が第２球送球部７３６
に案内されるのか、一般入賞口６３に案内されるのか判別できないので、球に対する注目
力を向上させることができる。
【０６０５】
　上記第１実施形態では、大当たり種別に対応した電動役物６４０ａの作動パターンが一
つで制御される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、大当
たり種別に対応して複数の作動パターンが予め設定されており、普通入賞口（スルーゲー
ト）７６５での球通過検出時にいずれの作動パターンで制御されるかが確率で選択され、
選択された作動パターンで電動役物６４０ａの動作が実行されるようにしても良い。
【０６０６】
　上記第１実施形態では、高確率状態における電動役物６４０ａの作動パターンが第１の
作動パターンか第２の作動パターンで設定される場合を説明したが、必ずしもこれに限ら
れるものではない。例えば、高確率状態における電動役物６４０ａの作動パターンが第４
の作動パターンとなる場合を含むようにしても良い。この場合、高確率状態なのか、低確
率状態なのかの判別をし難くすることができる。
【０６０７】
　上記第１実施形態では、第１入賞口６４に入球した球がシーソー部材７６２を経由して
下流側に流れる場合を説明したが必ずしもこれに限られるものではない。例えば、シーソ
ー部材７６２及び左側流路の形成を省略するようにしても良い。即ち、第１入賞口６４及
び右側経路のみから流路が構成去れるようにしても良い。
【０６０８】
　この場合、連球で入球する場合を排除し難くなるが、例えば、センターフレーム８６か
ら第１入賞口６４までの流下経路上に、前後方向の回転軸で一定速度で回転する回転体で
あって外周円の所定位置で球を収容可能な凹設部が配設される回転体を配設して、凹設部
に収容された球が回転体の回転により第１入賞口６４の上方に到達した場合にのみ第１入
賞口６４に球が受け入れられるように構成することで、第１入賞口６４への連球での入球
を防止することができる。
【０６０９】
　即ち、任意のタイミングでの第１入賞口６４への入球を回転体によって防止することが
できるので、第１入賞口６４への入球間隔を回転体の回転速度で規定することができる。
【０６１０】
　上記第１実施形態では、第１入賞口６４に入球した球は、右側案内部６４３に乗り、左
側案内部６４５とは反対側に流下する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるもので
はない。例えば、右側案内部６４３の傾斜が左側案内部６４５側に下降傾斜する形状とさ
れ、第１入賞口６４に入球した球が右側案内部６４３から左側案内部６４５側に流れ、第
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１球送球部７３４に案内されるように構成しても良い。
【０６１１】
　この場合、十分長く移動板部材６４１が進入状態で維持された場合に、第１送球経路Ｋ
Ｒ１に配置されていた球を第１球送球部７３４に案内することができ、特別図柄２の抽選
を獲得することができる。
【０６１２】
　一方で、移動板部材６４１の進入状態が短い場合には第１球送球部７３４と屈曲部材７
４０との間に球が落下することになるが、この位置に、球を受け入れることで遊技者に所
定の利益を付与する受入口を配置しても良い。
【０６１３】
　その受入口に球が入球した場合における利益は、賞球の払い出しでも良いし、特別図柄
１又は特別図柄２の抽選でも良いし、普通図柄の抽選でも良いし、転落抽選（高確率状態
から低確率状態へ遊技状態を変化させる抽選）でも良いし、その他の利益でも良い。いず
れにせよ、移動板部材６４１の上面を転動する球に対する注目力を向上することができる
。
【０６１４】
　なお、右側案内部６４３の右端からより右側に上昇傾斜するように板を延長して、屈曲
部材７４０の右側において落下した球を受け止め可能に構成しても良い。この場合におい
て、屈曲部材７４０の右側から移動板部材６４１の上面を転動する球が第１送球経路ＫＲ
１に到達するように構成される場合、球が第１送球経路ＫＲ１に配置されている状態で移
動板部材６４１が退避状態となるように動作することで、球が第１送球経路ＫＲ１で落下
してセンサＳＥに検出され、特別図柄１の抽選を獲得可能となる。
【０６１５】
　上記第１実施形態では、遊技領域の左側に普通入賞口（スルーゲート）６６が配設され
る場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、左側に配置される
普通入賞口（スルーゲート）６６の配設を省略しても良い。この場合、左打ちで普通図柄
の抽選を獲得するのは普通入賞口（スルーゲート）７６５に限定され、右打ちで普通図柄
の抽選を獲得するのは普通入賞口（スルーゲート）６７，７６５とされる。
【０６１６】
　即ち、左打ちで球を発射させることで、電動役物６４０ａの動作を普通入賞口（スルー
ゲート）７６５での普通図柄の抽選による動作に限定することができるので、第１の作動
パターン又は第２の作動パターンで電動役物６４０ａが動作する場合に、右側案内部６４
３に案内されずにセンサＳＥに検出される事態の発生を回避し易くすることができる。
【０６１７】
　一方で、右打ちで球を発射させた方が、普通図柄の抽選は獲得し易いので、遊技効率を
上げやすい。即ち、遊技者は、遊技効率は低下するがセンサＳＥに球が検出される事態の
発生を回避し易いように遊技を実行するか、遊技効率は上がるがセンサＳＥに球が検出さ
れる可能性が若干上がる遊技を実行するか、好みで選択することができる。
【０６１８】
　上記第１実施形態では、移動板部材６４１が屈曲部材７４０の外方まで張り出す場合を
説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、左側案内部６４５の形成が
省略されても良い。この場合において、第２球送球部７３６を第２入賞口６４０として機
能させても良い。
【０６１９】
　上記第１実施形態では、右側案内部６４３へ球が振分け部材７６０により形成される経
路から案内される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、ベ
ース板６０の正面側から右側案内部６４３に案内されるものでも良い。この場合、右側案
内部６４３の左端部から同一傾斜で左側に板部が延設され、その板部の上面を転動する球
が屈曲部材７４０の内部に進入できるように屈曲部材７４０の左側面に開口を形成すれば
よい。
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【０６２０】
　上記第１実施形態では、移動板部材６４１の上面を転動し左右異なる方向に転動した球
の経路が下流側で合流する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例
えば、第１傾斜溝７５５の下端側において球の通過を検出する検出装置が配設され、その
検出装置に球が検出されることで特別図柄２の抽選を獲得可能にしても良いし、第２送球
部７３６の後方に球の通過を検出する検出装置が配設され、その検出装置に球が検出され
ることで特別図柄２の抽選を獲得可能にしても良い。
【０６２１】
　即ち、第２傾斜溝７５７の形成を省略する等して、左側案内部６４５の上面を転動した
球を検出する位置と、右側案内部６４３の上面を転動した球を検出する位置とを別々に設
けるようにしても良い。
【０６２２】
　上記第２実施形態では、羽部材９４５の上面を前後異なる位置で転動した球の経路が下
流側で合流する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第３
分岐通路ＢＫ３の後方に球通過孔が形成され、その下流側に検出装置が配設され、その検
出装置により球の通過が検出されることで、検出装置ＳＥ６と同様に、特別図柄２の抽選
を獲得可能としても良い。
【０６２３】
　即ち、送球孔９４１ｋ及び送球開口９８２ｋの形成を省略する等して、羽状本体９４５
ｍの上面を転動した球を検出する位置と、板状部９４５ｅの上面を転動した球を検出する
位置とを別々に設けるようにしても良い。
【０６２４】
　上記第２実施形態では、板状部９４５ｅが羽部材９４５の回転先端側で羽状本体９４５
ｍに連結固定される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、
延設部９４５ｄが羽部材９４５の回転基端側に形成されても良いし、回転径方向の中間位
置で形成されても良い。特に、延設部９４５ｄの回転基端側に形成される場合には、第４
貫通孔９４１ｊや回転許容開口９８２ｍの形成幅を小さくすることができ、孔形成に伴い
生じる背面ベース９４１や膨出部９８２の強度低下を最小限に抑えることができる。
【０６２５】
　なお、板状部９４５ｅに球が乗る場合、延設部９４５ｄを起点として板状部９４５ｅは
撓み変形される可能性があるが、延設部９４５ｄが羽部材９４５の回転先端側に形成され
ている場合には、板状部９４５ｅが撓み変形から弾性回復する際に生じる弾性力が、球を
第３分岐通路ＢＫ３側へ入れ込む方向で生じる。これにより、板状部９４５ｅの上面に到
達した球を安定して第３分岐通路ＢＫ３側へ案内することができる。
【０６２６】
　上記第２実施形態では、一対の羽部材９４５の両方に延設部９４５ｄ及び板状部９４５
ｅが形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、片方
の羽部材９４５にのみ延設部９４５ｄ及び板状部９４５ｅが形成されても良い。
【０６２７】
　上記第２実施形態では、羽部材９４５の開放状態において、羽状本体９４５ｍの転動面
と、板状部９４５ｅの転動面とが、同一の傾斜面で形成される場合を説明したが、必ずし
もこれに限られるものではない。例えば、板状部９４５ｅの傾斜角度の方が、羽状本体９
４５ｍの傾斜角度に比較して、浅い（水平との角度が小さい）ように形成しても良い。
【０６２８】
　この場合、羽状本体９４５ｍを転動する球の速度の方が、板状部９４５ｅを転動する球
の速度よりも速くなり易くすることができる。そのため、前後に配置された球が正面視で
重なった状態が維持される事態を回避し易くすることができる。
【０６２９】
　また、羽状本体９４５ｍに１個の球が乗っている場合に比較して、板状部９４５ｅに１
個の球が乗っている場合の方が、球から羽部材９４５にかけられる動作抵抗が大きくなる
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ようにすることができ、羽部材９４５の動作速度を低下させることができる。
【０６３０】
　また、羽部材９４５が前後方向のスライド移動で出没するよう構成される場合において
、同様に、羽状本体９４５ｍの傾斜角度と板状部９４５ｅの傾斜角度とを異ならせても良
い。この場合、板状部９４５ｅ及び羽状本体９４５ｍに同時に球が乗った場合であっても
、羽部材９４５の動作長さによっては、板状部９４５ｅ又は羽状本体９４５ｍの一方で転
動する球が転動板部９４１ｌに到達する一方で、板状部９４５ｅ又は羽状本体９４５ｍの
他方で転動する球が転動板部９４１ｌに到達する前に落下する状態を生じさせることがで
きる。
【０６３１】
　上記第２実施形態では、羽部材９４５の開放状態における羽状本体９４５ｍの上面近傍
から延設部９４５ｄが延設されることで羽状本体９４５ｍの上面と板状部９４５ｅの上面
とが前後で重なって見える場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例
えば、板状部９４５ｅの上面と、羽状本体９４５ｍの上面とを、上下でずらすように形成
しても良い。この場合、板状部９４５ｅに球が乗っている状態で羽状本体９４５ｍに球が
乗ったとしても、その上下位置にずれがあるので、前側の球で後側の球が完全に隠される
事態を回避し易くすることができる。
【０６３２】
　上記第２実施形態では、板状部９４５ｅが左右対称位置に形成される場合を説明したが
、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、羽状本体９４５ｍを左右対称形状とし
ながら、左側の板状部９４５ｅよりも右側の板状部９４５ｅの方が上側に配置される（左
右非対称で配置される）ように構成しても良い。この場合、正面から見易い羽状本体９４
５ｍの見映えは左右対称を維持しながら、その背面側においてに配設される板状部９４５
ｅの上面を転動する球の流下経路を左右非対称とすることができる。これにより、対称線
上に球が到達した場合に左右方向の負荷がバランスして球詰まりが生じる事態を回避し易
くすることができる。
【０６３３】
　上記第２実施形態では、磁性体９８８ｂ，９８８ｃを利用して振分け部９８３の動作抵
抗を設計し、球の流下間隔の最短側を規定する場合を説明したが、必ずしもこれに限られ
るものではない。例えば、センターフレーム８６から第１入賞口６４までの流下経路上に
、前後方向の回転軸で一定速度で回転する回転体であって外周円の所定位置で球を収容可
能な凹設部が配設される回転体を配設しても良い。この場合、凹設部に収容された球が回
転体の回転により第１入賞口６４の上方に到達した場合にのみ第１入賞口６４に球が受け
入れられるように構成することで、第１入賞口６４への連球での入球を防止することがで
きる。
【０６３４】
　即ち、任意のタイミングでの第１入賞口６４への入球を回転体によって防止することが
できるので、第１入賞口６４への入球間隔を回転体の回転速度で規定することができる。
【０６３５】
　上記第４実施形態では、上流側案内部４６４５の傾斜面４６４５ａと右側案内部６４３
の傾斜面６４３ａとが、同一傾斜である場合を説明したが、必ずしもこれに限られるもの
ではない。
【０６３６】
　例えば、傾斜面４６４５ａの傾斜角度が、傾斜面６４３ａの傾斜角度よりも大きくして
も良い。この場合、傾斜面４６４５ａ上を転動する球の右側への加速を大きくすることが
できるので、第１送球経路ＫＲ１に球が配置されている状態で電動役物４６４０ａが退避
状態となったとしても、勢いで第２球送球部７３６側に流れるという状態を構成すること
ができる。即ち、右方向の加速が大きくなることで、球が回収孔７５２に流下する事態を
回避し易くすることができる。この意味で、第１入賞口６４に入球した球に比較して、傾
斜面４６４５ａを転動して流下する球の方が、第２球送球部７３６に入球し易くすること
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ができる。
【０６３７】
　また、例えば、傾斜面４６４５ａの傾斜角度が、傾斜面６４３ａの傾斜角度よりも小さ
くしても良い。この場合、傾斜面６４３ａ上に球が滞在する時間を長くすることができる
ので、球が第１送球経路ＫＲ１に配置されている時に電動役物４６４０ａが退避状態に変
化し、球が回収孔７５２に流下する事態が生じ易くなる。
【０６３８】
　本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、
一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生する
まで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、２回権利物、３回権利物と
称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に
球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生
させるパチンコ機として実施してもよい。また、Ｖゾーン等の特別領域を有する入賞装置
を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチン
コ機に実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、
いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施す
るようにしても良い。
【０６３９】
　なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で
操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより
図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念とし
ては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する
表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動
表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、
所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時
の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値
を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン
、メダル等が代表例として挙げられる。
【０６４０】
　また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄
からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用
のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基
づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、
例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の
変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件と
して遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受
皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用す
れば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機と
スロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダ
ルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し
得る。
【０６４１】
　以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【０６４２】
　＜無駄球を減らすための構成＞
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する遊技領域構成手段と、前記遊技領域に配設され遊技球の通過を
検出する検出手段と、その検出手段で遊技球の通過が検出されたことに基づいて所定パタ
ーンで動作制御される動作手段と、を備える遊技機において、前記検出手段を通過した遊
技球を前記動作手段まで所定経路で案内する案内手段を備えることを特徴とする遊技機Ａ
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１。
【０６４３】
　パチンコ機等の遊技機において、検出領域で遊技球の通過を検出してから規定の時間経
過後に開閉動作する可動役物を備える遊技機がある（例えば、特開２０１７－０００５６
２号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、検出領域を通過した遊技球の流
下経路は複数通りの流下態様で流下するので、遊技球の流下態様次第で、検出領域を通過
した遊技球が可動役物に拾われる場合と、可動役物から零れる場合とがランダムに生じる
ことになることから、可動役物から零れる遊技球が多い場合には、遊技者は遊技機店が遊
技者に不利になる調整を行っているのではないかと誤解し易く、平等な環境で遊技するこ
とができていないと不満に思う可能性があるという問題点があった。
【０６４４】
　これに対し、遊技機Ａ１によれば、検出手段を通過してからの遊技球の流下はランダム
ではなく、案内手段により遊技球が動作手段まで案内されるので、検出手段を通過した遊
技球が動作手段に拾われるか、動作手段から零れるかの違いが、動作制御（入賞時に予め
行われた抽選の当否に基づく制御）によるものであると遊技者に理解させることができる
。即ち、案内手段の構成により規定される流下時間に基づいて、動作手段の動作制御のパ
ターンが設定されているのであり、遊技機店の調整によるものではないと理解することが
できるので、平等な環境で遊技していると感じさせることができる。
【０６４５】
　なお、遊技領域は、流下した遊技球により遊技者に与えられる利益が確定するまでの遊
技球の流下領域を意味し、例えば、遊技盤の正面側の領域に限られるものではない。例え
ば、遊技球の通過を検出することで第１図柄の抽選がされる検出装置の上流側に形成され
る流路であって、遊技盤の内部や遊技盤の背面側に配設される流路も遊技領域に含まれる
。
【０６４６】
　遊技機Ａ１において、前記案内手段は、前記遊技領域の背面側を通るように配設される
ことを特徴とする遊技機Ａ２。
【０６４７】
　遊技機Ａ２によれば、遊技機Ａ１の奏する効果に加え、案内手段で案内される遊技球を
、遊技領域で流下する遊技球により隠すことができるので、案内手段から動作手段までの
領域における注目力を向上することができる。
【０６４８】
　遊技機Ａ２において、前記案内手段に案内される遊技球は、所定範囲において遊技領域
を構成する遊技盤の正面側に向けて流下することを特徴とする遊技機Ａ３。
【０６４９】
　遊技機Ａ３によれば、遊技機Ａ２の奏する効果に加え、案内手段に案内される遊技球が
遊技盤の正面側に流下することから、遊技者に遊技球が近づいてくるように視認させるこ
とができる。そのため、通常の下方に流下するだけの遊技球との比較において、案内手段
に案内される遊技球を目立たせることができる。
【０６５０】
　遊技機Ａ１からＡ３のいずれかにおいて、前記案内手段は、遊技球が前記検出手段から
前記動作手段まで流下するのに要する時間を管理可能に構成されることを特徴とする遊技
機Ａ４。
【０６５１】
　遊技機Ａ４によれば、遊技機Ａ１からＡ３のいずれかの奏する効果に加え、遊技球を動
作手段で拾うパターンの動作制御と、零すパターンの動作制御とを、容易に設定すること
ができる。
【０６５２】
　遊技機Ａ１からＡ４のいずれかにおいて、前記動作手段は、閉鎖状態または開放状態に
おいて遊技球を転動させる態様で流下を案内するよう構成され、遊技球の流下方向の幅寸
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法が、遊技球の直径の２倍以下に設定される第１動作部を備え、その第１動作部に前記案
内手段に案内された遊技球が誘導されることを特徴とする遊技機Ａ５。
【０６５３】
　遊技機Ａ５によれば、遊技機Ａ１からＡ４のいずれかの奏する効果に加え、第１動作部
によって、遊技球が動作手段に案内される時間を短縮することができると共に、動作手段
で遊技球を１球ずつ案内することができる。動作手段の幅を短くすることができる。
【０６５４】
　遊技機Ａ５において、前記動作手段は、第１動作部よりも長い第２動作部を備え、遊技
球が前記第１動作部を転動するのに要する期間よりも、遊技球が前記第２動作部を転動す
るのに要する期間の方が長く構成されることを特徴とする遊技機Ａ６。
【０６５５】
　遊技機Ａ６によれば、遊技機Ａ５の奏する効果に加え、同様に動作手段に到達した遊技
球の案内態様として、動作手段が同様の動作パターンで動作している場合に、遊技球が第
１動作部に到達するか、第２動作部に到達するかによって、遊技球が下流側にどのように
流下するかを変えることができる。
【０６５６】
　遊技機Ａ６において、前記第１動作部に案内される遊技球と、前記第２動作部に案内さ
れる遊技球とは、異なる流下領域に案内されることを特徴とする遊技機Ａ７。
【０６５７】
　遊技機Ａ７によれば、遊技機Ａ６の奏する効果に加え、一の動作手段を利用して、球の
案内方向を複数方向構成することができるので、動作手段による遊技球の案内時の見映え
を複数通りで実現することができる。
【０６５８】
　遊技機Ａ７において、前記検出手段を通過した遊技球は、前記第１動作部に案内され得
るよう構成され、前記検出手段を通過せずに流下した遊技球は、前記第２動作部に案内さ
れ得ることを特徴とする遊技機Ａ８。
【０６５９】
　遊技機Ａ８によれば、遊技機Ａ７の奏する効果に加え、検出手段を通過した遊技球が、
その他の遊技球に弾かれて案内不良が生じる不具合を防止することができる。
【０６６０】
　遊技機Ａ６からＡ８のいずれかにおいて、前記第１動作部に案内される遊技球と、前記
第２動作部に案内される遊技球とは、動作手段上での衝突が抑制されることを特徴とする
遊技機Ａ９。
【０６６１】
　遊技機Ａ９によれば、遊技機Ａ６からＡ８のいずれかの奏する効果に加え、動作手段上
を転動する遊技球が衝突して、流下態様の不均一が生じることを回避し易くすることがで
きる。
【０６６２】
　なお、第１動作部上に配置される遊技球と、第２動作部上に配置される遊技球との間に
壁が配置されることで隔離されても良いし、壁は無いとしても衝突しないような流下態様
に管理されても良い。
【０６６３】
　遊技機Ａ９において、前記第１動作部に案内される遊技球は、前記第２動作部に案内さ
れる遊技球の流下方向とは逆側へ流下することを特徴とする遊技機Ａ１０。
【０６６４】
　遊技機Ａ１０によれば、遊技機Ａ９の奏する効果に加え、第１動作部に案内される遊技
球と、第２動作部に案内される遊技球とが、同方向に流下する場合と異なり、遊技球の流
下速度に関わらず遊技球の衝突を回避することができる。
【０６６５】
　なお、遊技球の流下方向は、左右逆方向でも良いし、前後逆方向でも良い。また、所定
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軌跡（例えば、円形状軌跡）に沿う逆方向でも良い。
【０６６６】
　遊技機Ａ１からＡ１０のいずれかにおいて、前記案内手段は、前記所定経路として複数
経路を備えることを特徴とする遊技機Ａ１１。
【０６６７】
　遊技機Ａ１１によれば、遊技機Ａ１からＡ１０のいずれかの奏する効果に加え、動作手
段の動作パターンの種類は少なくしながら、遊技球の流下パターンを増やすことができる
。
【０６６８】
　＜８チャンスの経路にセンサが配置され不利側から有利側に球を引き抜く構成＞
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する遊技領域構成手段と、遊技球の流下経路を構成する構成手段と
、その構成手段の下流側に配設され遊技球が第１入球口に案内される第１経路と、前記構
成手段の下流側に配設され遊技球が第２入球口に案内される第２経路と、を備える遊技機
において、前記第１経路を流下する遊技球を前記第２経路側へ移動させる移動手段を備え
ることを特徴とする遊技機Ｂ１。
【０６６９】
　パチンコ機等の遊技機において、入球口に遊技球が通る順番で、遊技球がどの経路に向
かうかが周期的に変化する遊技機がある（例えば、特開２０１５－１４４７４１号公報を
参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、入球口への入球の有利不利は遊技球が入球
する周期でのみ変化することになり、全般的に有利な状態や、全般的に不利な状態を形成
することが困難であるという問題点があった。換言すれば、遊技者の有利度合いの変化幅
が制限されるという問題点があった。
【０６７０】
　これに対し、遊技機Ｂ１によれば、移動手段によって、構成手段に構成される経路を流
下した遊技球が第１入球口に入球するか、第２入球口に入球するかを無秩序に生じさせる
ことができるので、遊技球が入球する入球口が周期的に変化する場合に比較して、遊技者
の有利度合いの変化幅を拡大することができる。
【０６７１】
　遊技機Ｂ１において、前記構成手段に構成される経路は、分岐経路であることを特徴と
する遊技機Ｂ２。
【０６７２】
　遊技機Ｂ２によれば、遊技機Ｂ１の奏する効果に加え、移動手段の作用により遊技球の
流下態様に変化が生じるだけでなく、経路の分岐によっても遊技球の流下態様に変化を生
じさせることができるので、構成手段に入球した遊技球に対する注目力を向上させること
ができる。
【０６７３】
　遊技機Ｂ１又はＢ２において、前記経路を流下する遊技球の通過を検出可能に構成され
る検出手段を備え、前記移動手段は、前記経路内における遊技球の流下に影響を与える態
様で動作可能に構成される動作手段を備え、その動作手段は、第１状態の場合に遊技球が
第１入球口へ向けて送球され、第２状態の場合に遊技球が第２入球口へ向けて送球される
よう構成され、前記検出手段で遊技球の通過が検出されることに基づいて動作制御可能に
構成されることを特徴とする遊技機Ｂ３。
【０６７４】
　遊技機Ｂ３によれば、遊技機Ｂ１又はＢ２の奏する効果に加え、動作手段の動作パター
ン次第で、構成手段に入球した遊技球が第１入球口に入球するか、第２入球口に入球する
かが切り替えられるので、遊技球が入球する入球口の周期性を低くし易くすることができ
る。これにより、遊技球が入球する入球口が周期的に変化する場合に比較して、遊技者の
有利度合いの変化幅を拡大することができる。
【０６７５】
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　遊技機Ｂ３において、前記動作手段は、前記構成手段の外側を流下する遊技球を案内可
能に構成されることを特徴とする遊技機Ｂ４。
【０６７６】
　遊技機Ｂ４によれば、遊技機Ｂ３の奏する効果に加え、構成手段に構成される流路を流
下する遊技球を案内する手段と、構成手段に構成される流路外で流下する遊技球を案内す
る手段と、を動作手段で兼用することができる。
【０６７７】
　遊技機Ｂ３又はＢ４において、前記構成手段の前記経路外に配設される第２検出手段を
備え、前記検出手段を通過した遊技球の前記動作手段への案内態様と、前記第２検出手段
を通過した遊技球の前記動作手段への案内態様と、が異なることを特徴とする遊技機Ｂ５
。
【０６７８】
　遊技機Ｂ５によれば、遊技機Ｂ３又はＢ４の奏する効果に加え、動作手段への案内態様
を複数種類で構成することができる。
【０６７９】
　なお、案内態様の違いについては、何ら限定されるものではなく、種々の態様が例示さ
れる。例えば、遊技球の経路の違いであっても良いし、遊技球の流下速度の違いであって
も良い。
【０６８０】
　遊技機Ｂ３からＢ５のいずれかにおいて、前記動作手段は、前記第１状態と前記第２状
態との切り替えにより、遊技球の流下方向を上下方向と左右方向とで変化させることを特
徴とする遊技機Ｂ６。
【０６８１】
　遊技機Ｂ６によれば、遊技機Ｂ３からＢ５のいずれかの奏する効果に加え、遊技球の流
下方向の変化を遊技者が把握し易いようにすることができる。
【０６８２】
　遊技機Ｂ３からＢ６のいずれかにおいて、前記検出手段は、遊技球の通過に基づいて所
定の図柄が所定期間変動するように制御され、前記所定期間は、遊技球が前記経路に入球
してから前記検出手段を通過するまでに要する期間よりも短く設定されることを特徴とす
る遊技機Ｂ７。
【０６８３】
　遊技機Ｂ７によれば、遊技機Ｂ３からＢ６のいずれかの奏する効果に加え、構成手段の
経路の入口から検出手段までの間に配置される遊技球が１個以下の状態を維持することに
より、検出手段を遊技球が通過する時点において図柄が変動中であるという事態を回避す
ることができる。従って、検出手段を遊技球が通過した直後に所定の図柄の変動を開始さ
せることができる。
【０６８４】
　従って、遊技球が検出手段を通過するタイミングと、遊技球が検出手段を通過したこと
に基づく動作手段の動作制御を開始するタイミングと、を合わせることができる。
【０６８５】
　遊技機Ｂ７において、前記動作手段は、前記検出手段で検出された遊技球を案内しない
第１制御態様と、前記検出手段で検出された遊技球を案内する第２制御態様とで、制御態
様が切替可能とされることを特徴とする遊技機Ｂ８。
【０６８６】
　遊技機Ｂ８によれば、遊技機Ｂ７の奏する効果に加え、動作手段の動作が実行されたと
しても、制御態様の違いにより、動作手段に遊技球が案内される場合と、案内されない場
合とを構成できるので、動作手段の動作に対する遊技者の注目力を向上させることができ
る。
【０６８７】
　遊技機Ｂ８において、前記制御態様の切替は、前記検出手段での検出の度に実行可能に
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構成され、切替可能な前記制御態様の種類は、大当たり遊技の度に変化可能に構成される
ことを特徴とする遊技機Ｂ９。
【０６８８】
　遊技機Ｂ３からＢ９のいずれかにおいて、遊技球が前記第１入球口に入球することで遊
技者が得られる利益と、遊技球が前記第２入球口に入球することで遊技者が得られる利益
とが異なることを特徴とする遊技機Ｂ１０。
【０６８９】
　遊技機Ｂ１０によれば、遊技機Ｂ３からＢ９のいずれかの奏する効果に加え、動作手段
に対する注目力を向上させることができる。
【０６９０】
　＜動作手段に複数位置で流下する構成＞
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する遊技領域構成手段と、前記遊技領域に配設され遊技球の通過を
検出する検出手段と、その検出手段で遊技球の通過が検出されたことに基づいて動作制御
される動作手段と、を備える遊技機において、前記動作手段は、遊技球が流下可能な第１
流下位置と、その第１流下位置とは異なる第２流下位置と、を備え、前記第１流下位置を
流下する遊技球の流下態様と前記第２流下位置を流下する遊技球の流下態様とが異なるよ
うに構成されることを特徴とする遊技機Ｃ１。
【０６９１】
　パチンコ機等の遊技機において、検出手段に遊技球が検出されることに基づいて可動役
物が開放し、その可動役物により遊技球が入賞口へ案内される遊技機がある（例えば、特
開２０１５－１８１５７２号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、遊技球
が可動役物に案内される態様は単調であり、可動役物の注目力を向上するという観点で改
良の余地があるという問題点があった。
【０６９２】
　これに対し、遊技機Ｃ１によれば、動作手段が遊技球を流下させる複数の流下位置を備
えており、遊技球がどの流下位置を流下するかで流下態様が異なるように構成されるので
、遊技球が可動役物に案内される態様にバリエーションを設けることができ、可動役物の
注目力を向上させることができる。
【０６９３】
　遊技機Ｃ１において、前記流下態様は、遊技球の流下速度、流下方向または流下間隔で
あることを特徴とする遊技機Ｃ２。
【０６９４】
　遊技機Ｃ２によれば、遊技機Ｃ１の奏する効果に加え、動作手段に沿って流下する遊技
球の流れをばらつかせることができ、その遊技球への注目力を向上させることができる。
【０６９５】
　遊技機Ｃ１又はＣ２において、前記第１流下位置は、前記検出手段を通過した遊技球が
流下可能な位置として設定されることを特徴とする遊技機Ｃ３。
【０６９６】
　遊技機Ｃ３によれば、遊技機Ｃ１又はＣ２の奏する効果に加え、第１流下位置に遊技球
が到達していることを確認することで、遊技球が検出手段を通過したことを把握できるの
で、検出手段を視認する必要をなくすことができる。
【０６９７】
　また、検出手段を通過した遊技球と、検出手段を通過しなかった遊技球とが、動作手段
の別位置で流下するようにすることで、動作手段に同時に乗せることができる遊技球の個
数を、全球が検出手段を通過するように狙う発射態様か、一部の遊技球は検出手段を逸ら
すことを狙う発射態様かで、変化させることができる。
【０６９８】
　遊技機Ｃ３において、前記検出手段を通過した遊技球の流下経路は、分岐しない経路と
して構成されることを特徴とする遊技機Ｃ４。
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【０６９９】
　遊技機Ｃ４によれば、遊技機Ｃ３の奏する効果に加え、第１流下位置に遊技球が到達し
たことを確認することで、その遊技球が検出手段を通過したことを把握することができる
。
【０７００】
　遊技機Ｃ１からＣ４のいずれかにおいて、前記第１流下位置を流下した遊技球の流下経
路と、前記第２流下位置を流下した遊技球の流下経路とは、前記動作手段の下流側におけ
る所定の合流位置において合流することを特徴とする遊技機Ｃ５。
【０７０１】
　遊技機Ｃ５によれば、遊技機Ｃ１からＣ４のいずれかの奏する効果に加え、動作手段に
より流下された遊技球により遊技球が得られる利益を、その流下位置によらず同じとする
ことができる。
【０７０２】
　遊技機Ｃ５において、前記合流位置は、前記動作手段から離れた位置に配置されること
を特徴とする遊技機Ｃ６。
【０７０３】
　遊技機Ｃ６によれば、遊技機Ｃ５の奏する効果に加え、合流時に遊技球で生じる負荷が
動作手段の動作に与える影響を小さくすることができる。これにより、動作手段の動作を
円滑に実行することができる。
【０７０４】
　遊技機Ｃ５において、前記合流位置は、前記動作手段に近接配置されることを特徴とす
る遊技機Ｃ７。
【０７０５】
　遊技機Ｃ７によれば、遊技機Ｃ５の奏する効果に加え、動作手段に沿って流下する遊技
球の通過を検出する検出装置を、より上流側に配置することができるので、利益を早期に
生じさせることができる。従って、動作手段に沿って遊技球が流下してから利益発生まで
の待ち時間を短縮することができる。
【０７０６】
　遊技機Ｃ５からＣ７のいずれかにおいて、前記合流位置で遊技球が下方に落下するよう
構成されることを特徴とする遊技機Ｃ８。
【０７０７】
　遊技機Ｃ８によれば、遊技機Ｃ５からＣ７のいずれかの奏する効果に加え、合流した後
の球が逆流したり、球詰まりが生じたりする事態の発生を回避することができる。
【０７０８】
　遊技機Ｃ１からＣ８のいずれかにおいて、前記第１流下位置を流下する遊技球と、前記
第２流下位置を流下する遊技球との、流下方向が同じように構成されることを特徴とする
遊技機Ｃ９。
【０７０９】
　遊技機Ｃ９によれば、遊技機Ｃ１からＣ８のいずれかの奏する効果に加え、動作手段に
到達した遊技球に注目する側を統一することができるので、遊技者が注目すべき箇所を容
易に把握させることができる。
【０７１０】
　遊技機Ｃ１からＣ８のいずれかにおいて、前記第１流下位置を流下する遊技球と、前記
第２流下位置を流下する遊技球との、流下方向が異なるように構成されることを特徴とす
る遊技機Ｃ１０。
【０７１１】
　遊技機Ｃ１０によれば、遊技機Ｃ１からＣ８のいずれかの奏する効果に加え、遊技球の
流下する方向を視認することで、遊技球が第１流下位置を流下したか、遊技球が第２流下
位置を流下したかを、判断することができるので、動作手段に近接配置される遊技球が前
後に重なり見難い構成においても、動作手段よりも下流側において遊技球の流下方向を把
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握することができる。
【０７１２】
　遊技機Ｃ１からＣ１０のいずれかにおいて、遊技球が入球することで遊技者に第１の利
益を付与可能に構成される第１入球口と、遊技球が入球することで遊技者に第１の利益よ
りも大きな第２の利益を付与可能に構成される第２入球口と、を備え、前記第１流下位置
は、前記第１入球口に入球した遊技球の流下経路に配置され、前記動作手段は、前記第１
流下位置を流下する遊技球を前記第２入球口側に案内可能に構成されることを特徴とする
遊技機Ｃ１１。
【０７１３】
　遊技機Ｃ１１によれば、遊技機Ｃ１からＣ１０のいずれかの奏する効果に加え、動作手
段によって、第１入球口に入球した遊技球により利益が付与される前に、その遊技球を第
２入球口側に引き抜くことができる。
【０７１４】
　これにより、例えば、左右対称盤面の遊技機（特別図柄の抽選のための入賞口や、特別
遊技において開閉する入賞口が、左右中央位置に縦並びに配置され、それらの入賞口に左
打ちでも右打ちでも入球させることができる盤面構成の遊技機）であっても、動作手段の
動作によって、第１入球口への入球により利益が生じる頻度を落とすことができる。
【０７１５】
　そのため、第１入球口への入球頻度を落とすために、第１入球口へ遊技球が案内されな
い右打ち経路を構成する必要性を下げることができ、遊技領域の設計自由度を向上させる
ことができる。
【０７１６】
　＜分岐手段で分岐する第１流路と第２流路との有利不利を変化可能＞
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する遊技領域構成手段と、所定の入球領域の下流側に第１流路およ
び第２流路を構成する構成手段と、を備え、遊技球が前記第１流路を流下する場合に遊技
者が得られる第１の利益と、遊技球が前記第２流路を流下する場合に遊技者が得られる第
２の利益と、の大小関係を変化可能に構成される変化手段を備えることを特徴とする遊技
機Ｄ１。
【０７１７】
　パチンコ機等の遊技機において、所定の入球領域を流下した遊技球が左側に流下した場
合と、右側に流下した場合とで、遊技者が得られると期待される利益に違いがある遊技機
がある（例えば、特開２０１５－１４４７４１号公報を参照）。しかし、上述した従来の
遊技機では、遊技球が流下した場合に有利な方向が固定されているため、分岐位置におけ
る遊技球の流下方向さえ確認できればその後で得られる利益が予想できてしまい、実際に
利益が確定する確定領域に遊技球が到達する前に遊技者の集中力のピークが来てしまうの
で、分岐位置から確定領域までの経路に対する注目力が低下することになり、遊技領域を
演出領域として利用するという観点から改良の余地があるという問題点があった。
【０７１８】
　これに対し、遊技機Ｄ１によれば、変化手段によって、第１の利益と第２の利益との大
小関係が切替可能とされることから、遊技者の集中力のピークを、遊技球が第１流路また
は第２流路に入球する時点ではなく、実際に利益が確定する確定領域に遊技球が入球する
時点に持ってくることができるので、分岐領域から確定領域までの経路に対する注目力を
高く維持することができる。これにより、遊技境域を演出領域として有効利用することが
できる。
【０７１９】
　なお、利益が確定する時点としては、何ら限定されるものではなく、種々の態様が例示
される。例えば、遊技球が検出口（検出領域、特定領域等）を通過する時点としても良い
し、遊技球が検出口を通過したことで確定した利益が遊技者側に報知される時点（遊技者
が利益を認識できる時）としても良い。
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【０７２０】
　遊技機Ｄ１において、前記第１の利益または前記第２の利益の内、大側の利益が遊技者
に付与される場合に、遊技球を正面側に流下させる流下領域を備えることを特徴とする遊
技機Ｄ２。
【０７２１】
　遊技機Ｄ２によれば、遊技機Ｄ１の奏する効果に加え、遊技球が通常の流下態様（下方
に流下する流下態様）と異なる際に大側の利益が遊技者に付与されることから、遊技球を
視認させることで、大側の利益が付与されたことを遊技者に把握させ易くすることができ
る。
【０７２２】
　遊技機Ｄ１又はＤ２において、前記第１流路および前記第２流路は合流可能に構成され
、その合流位置への進入位置に上下方向の位置差があることを特徴とする遊技機Ｄ３。
【０７２３】
　遊技機Ｄ３によれば、遊技機Ｄ１又はＤ２の奏する効果に加え、第１流路および第２流
路から、遊技球が合流位置に同時に進入した場合であっても、衝突時の負荷が上下方向（
第１流路および第２流路と交差する方向）で生じるので、遊技球が逆流することを回避し
易くすることができる。
【０７２４】
　遊技機Ｄ３において、前記進入位置は、遊技球の通過頻度が高い側が下側配置されるこ
とを特徴とする遊技機Ｄ４。
【０７２５】
　遊技機Ｄ４によれば、遊技機Ｄ３の奏する効果に加え、高頻度で所定の進入位置を通過
する遊技球が、他の進入位置に誤って入球することを避け易くすることができる。
【０７２６】
　遊技機Ｄ１からＤ４のいずれかにおいて、前記第１流路および前記第２流路は、遊技球
の通過を検出する検出手段と、その検出手段で遊技球の通過が検出されたことに基づいて
所定パターンで動作制御される動作手段と、を備え、前記第１流路における前記検出手段
と前記動作手段との間隔と、前記第２流路における前記検出手段と前記動作手段との間隔
と、が異なるように構成されることを特徴とする遊技機Ｄ５。
【０７２７】
　遊技機Ｄ５によれば、遊技機Ｄ１からＤ４のいずれかの奏する効果に加え、動作手段の
動作制御は同一としながら、第１流路を遊技球が流下する場合と、第２流路を遊技球が流
下する場合とで、動作手段が遊技球に作用するか否かを異ならせることができる。
【０７２８】
　＜３状態で切替＞
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する遊技領域構成手段と、前記遊技領域を流下した遊技球が入球可
能に構成される第１入球口および第２入球口と、前記遊技領域に配設され遊技球の通過を
検出する検出手段と、その検出手段で遊技球の通過が検出されたことに基づいて動作する
動作手段と、を備える遊技機において、前記動作手段の動作態様に対応して、遊技球が第
１入球口に入球し易い第１状態と、遊技球が第２入球口に入球し易い第２状態と、遊技球
が第１入球口および第２入球口に入球し易い第３状態と、で状態を切り替え可能に構成さ
れることを特徴とする遊技機Ｅ１。
【０７２９】
　パチンコ機等の遊技機において、第１始動口および第２始動口を備える遊技機がある（
例えば、特開２０１５－１４４７４１号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機で
は、第１始動口および第２始動口（第１の第２始動口）に入球し易い状態と、第２始動口
（第２の第２始動口）のみに入球し易い状態と、で状態を切り替えることはできるが、第
１始動口のみに入球し易い状態に切り替えることはできず、遊技球の入球態様の自由度が
制限されるという問題点があった。
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【０７３０】
　これに対し、遊技機Ｅ１によれば、動作手段の動作態様に対応して、第１入球口および
第２入球口に入球し易い第３状態と、第２入球口に入球し易い第２状態だけでなく、第１
入球口に入球し易い第１状態にも状態を切り替えることができるので、遊技球の入球態様
の自由度を向上させることができる。
【０７３１】
　遊技機Ｅ１において、前記第３状態では、流下した遊技球が第１入球口に入球する場合
と、第２入球口に入球する場合とが、交互に生じることを特徴とする遊技機Ｅ２。
【０７３２】
　遊技機Ｅ２によれば、遊技機Ｅ１の奏する効果に加え、第３状態における第１入球口へ
の入球個数と第２入球口への入球個数とを均一化することができる。
【０７３３】
　遊技機Ｅ１又はＥ２において、流下した遊技球が、前記第１入球口または前記第２入球
口に入球可能に形成される所定流路を備えることを特徴とする遊技機Ｅ３。
【０７３４】
　遊技機Ｅ３によれば、遊技機Ｅ１又はＥ２の奏する効果に加え、所定流路を遊技球が流
下している時点では、その遊技球は第１入球口に入球する可能性も、第２入球口に入球す
る可能性も残されているので、所定流路を流下している遊技球に対する注目力を向上する
ことができる。
【０７３５】
　＜サポートで特１特２の両方が貯まる＞
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する遊技領域構成手段と、前記遊技領域を流下した遊技球が入球可
能に構成される第１入球口および第２入球口と、前記遊技領域に配設され遊技球の通過を
検出する検出手段と、その検出手段で遊技球の通過が検出されたことに基づいて動作制御
される動作手段と、を備える遊技機において、前記動作手段は、前記動作手段が配置され
る位置まで流下した遊技球の流下経路を、前記第１入球口側へ向かう第１経路と、前記第
２入球口側へ向かう第２経路と、その他の経路と、に分岐可能に構成されることを特徴と
する遊技機Ｆ１。
【０７３６】
　パチンコ機等の遊技機において、第１始動口および第２始動口を備える遊技機がある（
例えば、特開２０１５－１４４７４１号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機で
は、可動片の開状態において第２始動口（第２の第２始動口）に入球し易い状態を形成す
ることができるが、第１始動口へ入球し易い状態を形成することはできず、可動片による
遊技球の案内態様に改良の余地があるという問題点があった。
【０７３７】
　これに対し、遊技機Ｆ１によれば、動作手段から下流側の流下経路として、第１経路と
第２経路とが形成されることで、第１入球口へ遊技球を案内することも第２入球口へ遊技
球を案内することもできるので、動作手段による遊技球の案内態様を改良することができ
る。
【０７３８】
　遊技機Ｆ１において、前記第１入球口に遊技球が入球した場合に遊技者に付与可能な利
益よりも、前記第２入球口に遊技球が入球した場合に遊技者に付与可能な利益が大きく設
定され、前記第１入球口は前記動作手段の中央側の下方に配置され、前記第２入球口は前
記動作手段の端側の下方に配置されることを特徴とする遊技機Ｆ２。
【０７３９】
　遊技機Ｆ２によれば、遊技機Ｆ１の奏する効果に加え、動作手段の端側まで遊技球が流
れきれば第２入球口に入球可能となるので、途中位置で落下する（タイミングよく動作手
段が動作する）ことで第１入球口に入球する事態に比較して、第２入球口に遊技球が入球
する事態を発生し易くすることができる。
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【０７４０】
　遊技機Ｆ１又はＦ２において、動作手段の端部からの遊技球の零れを防止するための零
れ防止手段を備えることを特徴とする遊技機Ｆ３。
【０７４１】
　遊技機Ｆ３によれば、遊技機Ｆ１又はＦ２の奏する効果に加え、零れ防止手段によって
動作手段から遊技球が勢い余って零れる事態を回避することができるので、動作手段に遊
技球が到達した場合の遊技者の安心感を高めることができる。
【０７４２】
　また、零れ防止手段で遊技球が高反発で跳ね返るようにすることで、動作手段の上面に
おける遊技球の転動速度を高め、動作手段の上面を遊技球が短時間で通過し易くすること
ができる。
【０７４３】
　＜振分け左右で構成違い＞
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する遊技領域構成手段と、前記遊技領域に配設され遊技球の通過を
検出する複数の検出手段と、その検出手段で遊技球の通過が検出されたことに基づいて動
作する動作手段と、その動作手段に案内された遊技球が入球可能に構成される被案内入球
口と、を備える遊技機において、前記複数の検出手段は、前記動作手段の上流側に配設さ
れる第１検出手段と、その第１検出手段とは異なる位置に配設される第２検出手段と、を
備えることを特徴とする遊技機Ｇ１。
【０７４４】
　パチンコ機等の遊技機において、普図始動口を備える遊技機がある（例えば、特開２０
１６－５４９７０号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、普図始動口に案
内される経路と、開閉部材側に案内される経路とが、別経路とされ、それぞれの経路を遊
技球が交互に流下するため、普図始動口の真上に配置される釘に遊技球が衝突して普図始
動口から逸れる事態が生じると、次に普図始動口に遊技球が案内されるまでに期間が開い
てしまうことから、開閉部材が閉じている時に開閉部材側に遊技球が流下するという、期
待感の薄い状態になり易い。この場合、遊技が間延びしてしまい、遊技者の興趣を低下さ
せる可能性があるという問題点があった。
【０７４５】
　これに対し、遊技機Ｇ１によれば、動作手段の上流側に配設される第１検出手段と、動
作手段の上流側とは異なる位置に配設される第２検出手段と、を備えるので、遊技球が検
出手段に検出される状況を頻繁に生じさせることができる。これにより、動作手段の動作
頻度を向上させることができるので、遊技者の興趣を向上させることができる。
【０７４６】
　遊技機Ｇ１において、前記第１検出手段と前記動作手段との間に所定の流路が形成され
ることを特徴とする遊技機Ｇ２。
【０７４７】
　遊技機Ｇ２によれば、遊技機Ｇ１の奏する効果に加え、第１検出手段から動作手段への
遊技球の流れを整流化することができる。
【０７４８】
　遊技機Ｇ１又はＧ２において、前記動作手段は、前記第２検出手段を通過する遊技球の
流下経路側へ延びるように形成されることを特徴とする遊技機Ｇ３。
【０７４９】
　遊技機Ｇ３によれば、遊技機Ｇ１又はＧ２の奏する効果に加え、第２検出手段側の注目
力が第１検出手段側の注目力との比較において低くなり過ぎることを回避することができ
る。
【０７５０】
　遊技機Ａ１からＡ１１、Ｂ１からＢ１０、Ｃ１からＣ１１、Ｄ１からＤ５、Ｅ１からＥ
３、Ｆ１からＦ３及びＧ１からＧ３のいずれかにおいて、前記遊技機はスロットマシンで



(85) JP 2020-108464 A 2020.7.16

10

20

30

40

50

あることを特徴とする遊技機Ｚ１。中でも、スロットマシンの基本構成としては、「複数
の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段
を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開
始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過す
ることにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情
報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態
発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例と
して挙げられる。
【０７５１】
　遊技機Ａ１からＡ１１、Ｂ１からＢ１０、Ｃ１からＣ１１、Ｄ１からＤ５、Ｅ１からＥ
３、Ｆ１からＦ３及びＧ１からＧ３のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機で
あることを特徴とする遊技機Ｚ２。中でも、パチンコ遊技機の基本構成としては操作ハン
ドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊技領
域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要条件と
して、表示手段において動的表示されている識別情報が所定時間後に確定停止されるもの
が挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設された
可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数
に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む）が付
与されるものが挙げられる。
【０７５２】
　遊技機Ａ１からＡ１１、Ｂ１からＢ１０、Ｃ１からＣ１１、Ｄ１からＤ５、Ｅ１からＥ
３、Ｆ１からＦ３及びＧ１からＧ３のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機と
スロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機Ｚ３。中でも、融合さ
せた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後
に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の
操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の
操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され
、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利
な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体として球を使用す
ると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状
態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる。
【符号の説明】
【０７５３】
１０　　　　　　　　　　　　　パチンコ機（遊技機）
１３　　　　　　　　　　　　　遊技盤（遊技盤本体）
６０　　　　　　　　　　　　　ベース板（遊技領域構成手段の一部）
６７　　　　　　　　　　　　　普通入賞口（検出手段、第２検出手段）
１１２ａ　　　　　　　　　　　球発射ユニット（遊技球発射装置）
６４０　　　　　　　　　　　　第２入賞口（第２入球口）
６４０ａ　　　　　　　　　　　電動役物（動作手段）
６４３　　　　　　　　　　　　右側案内部（第１動作部、第１流下位置）
６４５　　　　　　　　　　　　左側案内部（第２動作部、第２流下位置）
７００　　　　　　　　　　　　経路構成装置（遊技領域構成手段の一部）
７３４　　　　　　　　　　　　第１球送球部（零れ防止手段）
７３６ａ　　　　　　　　　　　球通過孔（被案内入球口）
７４０　　　　　　　　　　　　屈曲部材（案内手段の一部）
７５０　　　　　　　　　　　　介設部材（案内手段の一部）
７６０　　　　　　　　　　　　振分け部材（案内手段の一部）
７６５　　　　　　　　　　　　普通入賞口（検出手段、第１検出手段）
９３０　　　　　　　　　　　　入賞口ユニット（遊技領域構成手段の一部）
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９４５　　　　　　　　　　　　羽部材（移動手段、動作手段）
９４５ｅ　　　　　　　　　　　板状部（動作手段の一部、第１流下位置）
９４５ｍ　　　　　　　　　　　羽状本体（動作手段の一部、第２流下位置）
９８０　　　　　　　　　　　　振分ユニット（遊技領域構成手段の一部、構成手段の一
部）
３７６５　　　　　　　　　　　普通入賞口（検出手段、第２検出手段）
ＢＫ３　　　　　　　　　　　　第３分岐通路（第２経路の一部）
ＳＥ３　　　　　　　　　　　　検出装置（第１入球口）
ＳＥ４，ＳＥ５　　　　　　　　検出装置（検出手段）
ＳＥ６　　　　　　　　　　　　検出装置（第２入球口）
ＴＲ１　　　　　　　　　　　　第１通路（第１経路の一部）
ＴＲ２　　　　　　　　　　　　第２通路（第１経路の一部）

【図１】 【図２】
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